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(57)【要約】
　仮想リーシュ及びコマンドダウンロードの機能をハン
ドヘルド個人ゲーム装置（「ＰＧＤ」）に提供する方法
及びシステムが開示される。ホストゲームシステムは、
各種賭け金ベースのゲームの事前に決定されるゲーム結
果に関するデータを有するゲームシードを生成するよう
に構成されるゲームサーバ、及びＰＧＤと仮想リーシュ
を確立するように構成される認証サーバを備える。仮想
リーシュは、ＰＧＤユーザ、ＰＧＤの場所、ＰＧＤ自体
、及び／又はＰＧＤ上のソフトウェアコードを繰り返し
認証又は確認するようになっている。関連するＰＧＤ内
に備えられるのは、ゲーム関連情報を表示するようにな
っているディスプレイ、ゲーム関連コードを実行するよ
うに構成されるプロセッサ、及びプロセッサが実行する
コンピュータコードのダウンロードコマンドを含むメモ
リである。コンピュータコードのダウンロードコマンド
は、ＰＧＤがゲームシードに基づいて独立してゲームプ
レーを処理すると共に表示するのに十分なコードを含む
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
賭け金を受け入れ、該賭け金に基づいてゲームをプレーすると共に該ゲームの結果に基づ
いて金銭的な払出しを認可するゲームシステムであって、
　関連するハンドヘルド（把手型）個人ゲーム装置でプレーされる特定数の賭け金ベース
のゲームに関する入力を受け入れ、該特定数の賭け金ベースの各ゲームの事前に決定され
るゲーム結果に関するデータを有するゲームシードを生成し、且つ、前記特定数の賭け金
ベースの各ゲームの前記ゲームシードを、前記個人ゲーム装置が将来にゲームプレーする
際に使用する記憶装置に送信するように構成されるゲームサーバであって、前記賭け金ベ
ースのゲームは、賭け金を出し、該賭け金に基づいてゲームをプレーし、及び前記ゲーム
の結果に基づいて払出しを認可するよう構成されている、ゲームサーバと、
　前記ゲームサーバと通信し、前記認可された所定の各ゲーム結果に関連する金融データ
を追跡するように構成される金融サーバと、
　前記ゲームサーバと通信し、仮想リーシュ(leash：繋がり)を前記個人ゲーム装置との
間に確立するように構成される認証サーバであって、前記仮想リーシュは、前記個人ゲー
ム装置のユーザ、該個人ゲーム装置の場所、該個人ゲーム装置自体、該個人ゲーム装置に
記憶されているソフトウェア、又はこれらの任意の組み合わせを認証又は確認するよう構
成されている、認証サーバと、
　ゲーム関連情報を表示するディスプレイ、ゲーム関連コードを実行するプロセッサ、及
び該プロセッサが実行するコンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンド
を含むメモリを備えるハンドヘルド個人ゲーム装置と
を備え、
　前記コンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンドは、前記ハンドヘル
ド個人ゲーム装置が前記ゲームシードの１つに基づいて独立してゲームプレーを処理する
と共に前記ディスプレイに表示するのに十分なコードを含み、前記個人ゲーム装置は、前
記ゲームサーバ及び前記認証サーバの両方と通信するように構成されている
ことを特徴とするゲームシステム。
【請求項２】
請求項１記載のゲームシステムにおいて、プレーする前記特定数の賭け金ベースのゲーム
は、前記ゲームシードが前記個人ゲーム装置に送信される前に支払われるべきゲームブロ
ックを含むことを特徴とするゲームシステム。
【請求項３】
請求項１又は２記載のゲームシステムにおいて、該システムは、
　前記ゲームシードを記憶するポータブルメモリ装置をさらに備え、該ポータブルメモリ
装置は、前記個人ゲーム装置から着脱されるようになっている
ことを特徴とするゲームシステム。
【請求項４】
請求項１－３いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記ゲームサーバは、無線通信
リンクを介して、前記特定数のゲームのそれぞれの前記ゲームシードを前記個人ゲーム装
置に送信するように構成されていることを特徴とするゲームシステム。
【請求項５】
請求項１－４いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記ゲームサーバは、カジノ要
員のみがアクセス可能な安全を確保されたエリアに配置されていることを特徴とするゲー
ムシステム。
【請求項６】
請求項１－５いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記ゲームサーバは独立型ゲー
ム機に配置されていることを特徴とするゲームシステム。
【請求項７】
請求項１－５いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記ゲームサーバは売店に配置
されていることを特徴とするゲームシステム。
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【請求項８】
請求項１－７いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記金融サーバはさらに、前記
特定数のゲームのそれぞれの前記所定のゲーム結果に関する情報を前記ゲームサーバから
受け入れるよう構成されており、前記受け入れた情報を、前記個人ゲーム装置での前記将
来のゲームプレーからの実際の結果と照合確認するようにさらに構成されていることを特
徴とするゲームシステム。
【請求項９】
請求項１－８いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記仮想リーシュは、少なくと
も部分的に、前記ユーザのＰＩＮ、パスワード、指紋、声紋、網膜スキャン、写真、又は
デジタル署名のうちの少なくとも１つを受け入れることにより確立されることを特徴とす
るゲームシステム。
【請求項１０】
請求項１－９いずれに記載のゲームシステムにおいて、前記仮想リーシュは、前記ユーザ
が前記個人ゲーム装置を扱っている間に該ユーザの指紋を読み取ることにより確立される
ことを特徴とするゲームシステム。
【請求項１１】
請求項１－１０いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記仮想リーシュは、少なく
とも部分的に、前記個人ゲーム装置のＲＦＩＤタグ、ドングル、トランザクション証明、
又は場所特定機能のうちの少なくとも１つからデータを受け入れることにより確立される
ことを特徴とするゲームシステム。
【請求項１２】
請求項１－１１いずれかに記載のゲームシステムにおいて、該システムは、前記個人ゲー
ム装置とインタフェースするように構成される少なくとも１つのドッキングステーション
をさらに備え、前記ゲームシードは、該少なくとも１つのドッキングステーションを介し
て前記個人ゲーム装置に送信されることを特徴とするゲームシステム。
【請求項１３】
請求項１２記載のゲームシステムにおいて、前記少なくとも１つのドッキングステーショ
ンは、関連するゲーム施設のゲーム領域内に配置される独立型ゲーム機に付随しているこ
とを特徴とするゲームシステム。
【請求項１４】
請求項１３記載のゲームシステムにおいて、前記少なくとも１つのドッキングステーショ
ンは、前記独立型ゲーム機内に一体化されていることを特徴とするゲームシステム。
【請求項１５】
請求項１－１４いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記ハンドヘルド個人ゲーム
装置は、前記ユーザにより所有される個人外部装置を含み、前記ゲームサーバ、前記金融
サーバ、及び前記認証サーバの１又は複数は、前記ユーザとは別のゲーム施設により所有
及び運営されることを特徴とする記載のゲームシステム。
【請求項１６】
請求項１５記載のゲームシステムにおいて、前記仮想リーシュは、少なくとも部分的に、
前記個人外部装置のＲＦＩＤタグ、ドングル、トランザクション証明、又は場所特定機能
のうちの少なくとも１つからデータを受け入れることにより前記個人外部装置との間に確
立されることを特徴とするゲームシステム。
【請求項１７】
請求項１－１６いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記仮想リーシュは、少なく
とも部分的に、１又は複数のシステム装置から信号を発することにより確立されることを
特徴とするゲームシステム。
【請求項１８】
請求項１７記載のゲームシステムにおいて、仮想リーシュ信号を発する前記１又は複数の
システム装置は、前記個人ゲーム装置を含むことを特徴とするゲームシステム。
【請求項１９】



(4) JP 2008-546443 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

請求項１８又は１８記載のゲームシステムにおいて、該システムは、前記仮想リーシュ信
号を発する１又は複数のゲーム機をさらに備えることを特徴とするゲームシステム。
【請求項２０】
請求項１７－１９いずれかに記載のゲームシステムにおいて、前記仮想リーシュ信号を発
するようになっている１又は複数の無線アクセスポイントをさらに備えることを特徴とす
るゲームシステム。
【請求項２１】
賭け金を受け入れ、該賭け金に基づいてゲームをプレーすると共に該ゲームの結果に基づ
いて金銭的な払出しを認可するよう構成されたゲーム機であって、
　複数の内部ゲーム機構成要素を内部に収容するように構成される外側筐体と、
　前記複数の内部ゲーム機構成要素の少なくとも１つと通信し、前記賭け金ベースのゲー
ムの１又は複数の態様を実行又は制御するマスタゲームコントローラと、
　外部のハンドヘルド個人ゲーム装置とインタフェースするよう構成されたドッキングス
テーションであって、前記個人ゲーム装置は、ゲーム関連情報を表示するようになってい
るディスプレイ、ゲーム関連コードを実行するように構成されたプロセッサ、及び該プロ
セッサが実行するコンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンドを記憶す
るメモリを備え、前記コンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンドは、
前記個人ゲーム装置が、前記賭け金ベースのゲームの所定のゲーム結果に関するデータを
有するゲームシードに基づいて、独立して前記賭け金ベースのゲームのプレーを処理する
と共に前記ディスプレイに表示するのに十分なコードを含む、ドッキングステーションと
、
を備えることを特徴とするゲーム機。
【請求項２２】
請求項２１記載のゲーム機において、前記ゲームシードは、前記ドッキングステーション
を介して前記個人ゲーム装置に送信されることを特徴とするゲーム機。
【請求項２３】
請求項２１又は２２記載のゲーム機において、前記ゲームシードは、前記ドッキングステ
ーションから、前記ゲームシードを記憶するポータブルメモリ装置に送信され、該ポータ
ブルメモリ装置は、前記個人ゲーム装置から着脱可能であり、前記ゲームシードは、前記
ポータブルメモリ装置から前記個人ゲーム装置に送信されることを特徴とするゲーム機。
【請求項２４】
請求項２３記載のゲーム機において、前記ポータブルメモリ装置は、前記個人ゲーム装置
から物理的に着脱可能であることを特徴とするゲーム機。
【請求項２５】
請求項２１－２４いずれか記載のゲーム機において、前記コンピュータコードのダウンロ
ードコマンドは、前記ドッキングステーションを介して前記個人ゲーム装置に送信される
ことを特徴とするゲーム機。
【請求項２６】
賭け金ベースのゲームを管理する方法であって、
　関連するハンドヘルド個人ゲーム装置での前記賭け金ベースのゲームのプレーを促進す
るよう構成された１又は複数のサーバを有するゲームシステムを提供するステップであっ
て、前記賭け金ベースのゲームは、賭け金を出し、ゲームをプレーし、該ゲームの結果に
基づいて払出しを認可することを含んでいる、ゲームシステムを提供するステップと、
　前記個人ゲーム装置でプレーするいくつかの賭け金ベースのゲームに関する入力を、第
１のユーザから受け入れるステップであって、前記個人ゲーム装置は、ゲーム関連情報を
表示するディスプレイ、ゲーム関連コードを実行するように構成されるプロセッサ、及び
該プロセッサが実行するコンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンドを
含むメモリを備え、該コンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンドは、
前記個人ゲーム装置が、各ゲームの所定のゲーム結果に関するデータを有するゲームシー
ドに基づいて、ゲームプレーを処理すると共に前記ディスプレイに表示するのに十分なコ
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ードを含んでいる、入力受け入れステップと、
　１又は複数のサーバを有する前記システムにおいて、前記個人ゲーム装置でプレーする
前記特定数の賭け金ベースのゲームのそれぞれに、所定のゲーム結果を生成するステップ
と、
　前記特定数のゲームのそれぞれの前記所定ゲーム結果を、前記ゲームシード内のデータ
の形態で、前記個人ゲーム装置が使用する記憶装置に送信するステップと、
　後で使用するために、前記特定数のゲームのそれぞれの前記ゲームシードを前記記憶装
置に記憶するステップと、
　前記記憶されたゲームシードからの第１のゲームシードを使用して、前記個人ゲーム装
置で前記コンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンドを実行して、前記
第１のゲームシードに対応するゲームを前記ディスプレイに提示するステップと、
を含むことを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項２７】
請求項２６記載のゲーム管理方法において、前記特定数の賭け金ベースのゲームの少なく
とも１つをプレーするための掛け金の支払いを前記第１のユーザから受け取るステップを
さらに含むことを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項２８】
請求項２５又は２６記載のゲーム管理方法において、前記記憶装置は、スマートカード、
プレーヤカード、ポータブルメモリモジュール、及び前記個人ゲーム装置のメモリから成
る群から選択されることを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項２９】
請求項２６－２８いずれかに記載のゲーム管理方法において、該方法はさらに、
　前記特定数のゲームのそれぞれの前記所定のゲーム結果に関するデータを、前記１又は
複数のシステムサーバの少なくとも１つに記憶するステップと、
　前記記憶されたデータを、前記ゲームシードを使用して前記個人ゲーム装置で前記実行
されたゲームプレーからの実際の結果と照合確認するステップと、
を含むことを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項３０】
請求項２６－２９いずれかに記載のゲーム管理方法において、該方法はさらに、前記個人
ゲーム装置と前記１又は複数のシステムサーバの少なくとも１つとの間に仮想リーシュを
確立するステップを含むことを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項３１】
請求項３０記載のゲーム管理方法において、前記仮想リーシュは、少なくとも部分的に、
適正ユーザのＰＩＮ、パスワード、指紋、声紋、網膜スキャン、写真、又はデジタル署名
のうちの少なくとも１つを受け入れることにより確立されることを特徴とするゲーム管理
方法。
【請求項３２】
請求項３０又は３１記載のゲーム管理方法において、前記仮想リーシュは、少なくとも部
分的に、前記個人ゲーム装置が、賭け金ベースのゲームアクティビティの提供が許容され
た場所にあると判断することにより確立されることを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項３３】
請求項３０－３２いずれかに記載のゲーム管理方法において、前記仮想リーシュは、少な
くとも部分的に、前記個人ゲーム装置が、賭け金ベースのゲームアクティビティを提供す
るのに適正な装置であると判断することにより確立される、ことを特徴とするゲーム管理
方法。
【請求項３４】
請求項３０－３３いずれかに記載のゲーム管理方法において、前記仮想リーシュは、少な
くとも部分的に、前記個人ゲーム装置に記憶されているソフトウェアが、前記ゲームのプ
レーに承認されたソフトウェアであると判断することにより確立されることを特徴とする
ゲーム管理方法。
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【請求項３５】
請求項３０－３４いずれかに記載のゲーム管理方法において、前記仮想リーシュは、少な
くとも部分的に、前記個人ゲーム装置からの信号の発信を介して確立されることを特徴と
するゲーム管理方法。
【請求項３６】
請求項３０－３５いずれかに記載のゲーム管理方法において、前記仮想リーシュは、少な
くとも部分的に、ピコセル、三角測量装置、無線アクセスポイント、及びキャンドルから
成る群から選択される１又は複数の装置からの信号の発信を介して確立されることを特徴
とするゲーム管理方法。
【請求項３７】
請求項３０－３７いずれかに記載のゲーム管理方法において、該方法はさらに、前記仮想
リーシュを繰り返し監視するステップであって、それにより、適正ユーザ、前記個人ゲー
ム装置の適正場所、該個人ゲーム装置自体、該個人ゲーム装置に記憶されているソフトウ
ェア、又はこれらの任意の組み合わせに関連する１又は複数の要因が適正な状態を保って
いるか否かを判断するステップを含むゲーム管理方法。
【請求項３８】
請求項３７記載のゲーム管理方法において、該方法は、前記１又は複数の要因の少なくと
も１つが不適正である、又は不適正になる場合、前記個人ゲーム装置での前記特定数のゲ
ームのプレーを阻止するステップを含むことを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項３９】
請求項２６－３８いずれかに記載のゲーム管理方法において、前記個人ゲーム装置とイン
タフェースするように構成されるドッキングステーションを提供するステップをさらに含
み、前記送信するステップは、前記ドッキングステーションを介して行われることを特徴
とするゲームの管理方法。
【請求項４０】
請求項２６－３９いずれかに記載のゲーム管理方法において、該方法はさらに、
　前記個人ゲーム装置で前記ゲームをプレーする要求に関する入力を、第２のユーザから
受け取るステップと、
　前記第２のユーザが、前記ゲームをプレーすることができる適正ユーザであることを確
認するステップと
を含むことを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項４１】
請求項４０記載のゲーム管理方法において、前記第１のユーザ及び前記第２のユーザは両
者とも同じ人物であるか、又は確立された事前承認済みのユーザ群からでなければならな
いことを特徴とするゲーム管理方法。
【請求項４２】
賭け金を受け入れ、該賭け金に基づいてゲームをプレーすると共に該ゲームの結果に基づ
いて金銭的な払出しを認可するよう構成されているゲームシステムであって、
　関連する個人ゲーム装置でプレーする特定数の賭け金ベースのゲームに関する入力を受
け入れ、該特定数の賭け金ベースの各ゲームの所定のゲーム結果に関するデータを有する
ゲームシードを生成し、且つ前記特定数の賭け金ベースの各ゲームの前記ゲームシードを
、前記個人ゲーム装置が将来にゲームプレーする際に使用する記憶装置に送信するように
構成されるように構成されるゲームサーバであって、前記個人ゲーム装置にコンピュータ
コードの少なくとも１つのダウンロードコマンドを提供するようにさらに構成され、前記
コンピュータコードの少なくとも１つのダウンロードコマンドは、前記個人ゲーム装置が
前記ゲームシードの１つに基づいて独立してゲームプレーを処理すると共に前記個人ゲー
ム装置のディスプレイに表示するのに十分なコードを含んでいる、ゲームサーバと、
　前記ゲームサーバと通信し、仮想リーシュを前記個人ゲーム装置との間に確立するよう
に構成された認証サーバであって、前記仮想リーシュは、前記個人ゲーム装置のユーザ、
該個人ゲーム装置の場所、該個人ゲーム装置自体、該個人ゲーム装置に記憶されているソ
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フトウェア、又はこれらの任意の組み合わせを認証又は確認するよう構成されている、認
証サーバと
を備えることを特徴とするゲームシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的にはゲーム機及びゲームシステムに関し、特に、モバイルゲームシス
テム及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲームはますます人気を得ている業界であり、カジノ及び他のゲーム施設は、プレーす
るゲームを提示する新しくエキサイティングな方法を常に探し求めている。一般に、多く
のゲームは、既知のスロットマシン、ビデオポーカーマシン等の大型で独立型のゲーム装
置に提示される。他のゲームは、クラップ、ブラックジャック、及びルーレットのテーブ
ルゲーム等の、ゲーム装置以外の何かに提示される。さらに、キノ及びビンゴ等のゲーム
は、そのゲームをプレーヤに提示するように特に構成されるエリア（例えば、要員（pers
onnel）がキノカードを選び、コールされた番号が大型ディスプレイに表示されるエリア
）においてプレーされる。
【０００３】
　このようなゲームを現在提示する方法の大きな欠点は、プレーヤが指定された特定の場
所及び／又は特定のゲーム機又はテーブルでしか特定のゲームに参加できないことである
。例えば、ビデオポーカー又は「レッド・ホワイト・ブルー（Red White and Blue）」等
の特定のスロットゲームをプレーするには、プレーヤは大規模なホテル及び／又はカジノ
を移動して、実際のビデオポーカー又は「レッド・ホワイト・ブルー」ゲーム機がある特
定のゲームエリアに行く必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、向上した可用性及びゲームの利便性が望まれるように、カジノ及び他のゲーム
運営者は一般に、ゲーム装置へのより大きなアクセス可能性及びゲームをプレーする機会
を顧客に提供することを望む。このために、米国特許第６，６２８，９３９号並びに米国
特許出願第１０／６７２，３０７号及び同第１０／８７１，８７６号は、ハンドヘルド（
把持型）「個人ゲーム装置（「ＰＧＤ」）」等の無線ゲームプレーヤにゲームを提供する
システム及び方法について開示している。もちろん、プレーヤが、このようなＰＧＤの使
用を通す等してモバイル及び／又は遠隔場所からゲームイベントに参加する許可を得てい
るときは常に、さらなる問題が発生する。カジノ所有のあらゆるＰＧＤのセキュリティ、
増大する不正の阻止、ＰＧＤ使用の柔軟性、及びプレーヤ認証及び確認は、このようなさ
らなる問題の数例にすぎない。
【０００５】
　モバイルゲーム装置を提供し、ゲームシステムを適宜サポートする既存のシステム及び
方法は妥当であったが、通常、改良は歓迎及び奨励される。上記に照らして、ＰＧＤが関
与するモバイルゲームに改良された機能を提供するより詳細な方法及びシステムを開発す
ることが望ましく、特に、このような方法及びシステムは、同様レベル又はより良好なレ
ベルの柔軟性でありながら、強化されたセキュリティ機能及びプレーヤ認証機能を含むこ
とが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　改良されたモバイルゲームシステム及び方法を提供することが本発明の利点である。こ
れは、多くの実施の形態において、少なくとも１つのモバイルゲームユニット又はＰＧＤ
へのサポートをゲーム機又はゲームシステム内又はその周辺に提供することにより実現さ
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れる。本発明の多くの実施の形態によれば、開示されるシステム及び方法は、賭け金を受
け入れ、賭け金に基づいてゲームをプレーし、ゲームの結果に基づいて配当金を認めるよ
うになっているＰＧＤ、ゲーム機、及び／又はゲームシステムの使用を含むことができる
。本発明は、特に、ＰＧＤを介してゲームをプレーヤに提示し、ゲーム結果を照合確認し
、使用についてＰＧＤを確認し、特定のプレーヤ及び／又は使用エリアを認証し、ＰＧＤ
上でのゲームアプリケーションの使用を制御する各種方法も含む。
【０００７】
　１又は複数の実施の形態では、ＰＧＤは、表示画面、プロセッサ及びメモリを含む処理
ユニット、並びに処理ユニットに関連する無線通信インタフェースを備えることができる
。無線通信インタフェースは、データを受信してこれを処理ユニットに提供すると共に、
処理ユニットにより提供されたデータを送信する。１又は複数の実施の形態では、受信さ
れる情報は、遠隔場所で生成され、ゲーム装置がゲームをプレーヤに提示するために使用
されるゲームデータを含む。いくつかの実施の形態では、ＰＧＤは、カジノ又はゲーム施
設により所有され提供されるアイテムであるが、他の実施の形態では、ＰＧＤとしてプレ
ーヤが所有する装置の使用を含むことができる。カジノ又は施設所有のＰＧＤとプレーヤ
所有のＰＧＤとの組み合わせを含むゲームシステムへのさらなる実施の形態も提供される
。
【０００８】
　いくつかの実施の形態では、ＰＧＤは、処理ユニット及び他の電子回路を収容した本体
を有するハンドヘルド装置である。ＰＧＤは、磁気ストリップカード、スマートカード、
又はクレジットカード情報等の他のエンコード情報源を読み取るカードリーダを備えるこ
とができる。ＰＧＤは、音声をプレーヤに向けて出力するスピーカを備えることもできる
。一実施の形態では、ＰＧＤは、遠隔装置又はネットワークから取り外し可能であるか、
又はこれらから独立して動作することが可能である。換言すれば、ＰＧＤの動作中、ネッ
トワーク接続があってもなくてもよく、又は必要であってもなくてもよい。一実施の形態
では、データは、無線通信インタフェースを介して送信されることに代えて、又はそれに
加えて、有線ＲＳ－２３２、ＵＳＢ、又はＩＥＥＥ－１３９４接続等の別の種類の通信イ
ンタフェース又は赤外線送信器／受信器を通じて送信及び／又は受信してもよい。ＰＧＤ
は、好ましくは、プレーヤがプレー入力を提供する手段を備える。一実施の形態では、デ
ィスプレイは、タッチスクリーンを使用するようなタッチセンシティブであってもよい。
ＰＧＤはまた、ボタンを備えてもよく、又は音声入力を受け入れるためのマイクロホンを
備えてもよい。
【０００９】
　一実施の形態では、ＰＧＤには、ゲームデータサーバを含むゲームシステムが関連付け
られる。処理ユニットは、無線通信インタフェースを介してゲームデータサーバ等の遠隔
場所からゲームデータを受信し、ゲームデータを利用して、ゲームビデオ情報をディスプ
レイに提示することを含め、ゲームをプレーヤに提示する。一実施の形態では、ゲーム装
置はプレーヤ入力を備え、処理ユニットは、無線通信インタフェースを介して上記入力を
遠隔場所に送信する。一実施の形態では、ＰＧＤインタフェースは、ＰＧＤとゲームデー
タサーバを含む１又は複数の装置との間のインタフェースとして機能する。ＰＧＤインタ
フェースには、インターネットゲートウェイ、ホテル予約システム、資金取引ネットワー
ク、又は他のネットワーク及び装置を含む他のネットワーク及び装置を関連付けることも
できる。このようにして、プレーヤはＰＧＤを使用してサービスへのアクセスを得て、イ
ンターネットを閲覧し、単にゲームをプレーする以外の他のアクティビティに参加したり
、又は情報を得ることができる。
【００１０】
　各種実施の形態では、プレーヤは、ＰＧＤでゲームをプレーしたい場合、勝つ可能性が
関わるゲーム（即ち、カジノ式ゲーム又は賭博ゲーム）に参加するには、賭け金又は参加
料（ante）を出す必要がある。そのイベントでは、プレーヤは、クレジットカード又はプ
レーヤの金融口座に関連するプレーヤ追跡カードをリーダに通す等して、クレジットを提
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供する。クレジットは、既存のクレジットを有する関連する独立型ゲーム機から等、他の
手段によって転送してもよい。プレーヤのクレジットが確認された場合、プレーヤが選択
した１又は複数のゲームをＰＧＤでプレーすることが許可される。ゲームサーバは、映像
データ及び音声データ等の、再生するゲームに関するゲームデータを生成する。この情報
はＰＧＤに送られ、ＰＧＤにおいて、ゲームビデオ及び音声がプレーヤに提示される。必
要に応じて、プレーヤは、タッチセンシティブスクリーン又はボタン（複数可）等を介し
てゲームに関連するプレーヤの判断に関する入力を提供することができる。
【００１１】
　いくつかの実施の形態では、ＰＧＤは、常駐するゲームコードを記憶する。このゲーム
コードはゲームを提示するに際して有用であるが、それだけではゲームを提示することが
できない場合がある。このような場合、ゲームサーバを、ゲーム結果に関する情報を生成
するように構成することができる。ゲーム結果データはＰＧＤに提供され、常駐ゲームコ
ードと共に使用されてゲームが提示される。一実施の形態では、このようなゲーム結果デ
ータすなわち情報は、少なくとも部分的に１又は複数の擬似乱数発生器により生成される
数値データを含む。ゲーム結果データすなわち情報はまた、プロセスをイネーブルするた
めに必要な配当表又は他の類似のデータを含んでもよい。一実施の形態では、プレーヤは
ゲームプレーを「事前購入」することができる。この実施の形態では、プレーヤは、賭け
金を支払う。支払い額は、各ゲームの賭け金額と組み合わせられて、プレーヤがプレーで
きるゲーム数を決める。ゲームサーバは、プレーヤが支払ったゲーム数分のゲーム結果デ
ータを生成するように構成される。ゲーム結果データは、無線通信リンクを介してＰＧＤ
に送ることができる。別の実施の形態では、ゲーム結果データは、スマートカード又はＰ
ＧＤが読み取り可能なポータブルメモリモジュール等のポータブル記憶装置に記憶される
。
【００１２】
　本発明の一実施の形態は、ＰＧＤをアクティブ化する方法を含む。アクティブ化情報が
、例えば、ゲームサーバにより第１の場所で生成される。このアクティブ化情報は、例え
ば、無線送信器のネットワークを介して送信される。ＰＧＤは、アクティブ化情報を検出
した場合にアクティブ化され、検出しない場合には非アクティブ化されるか、又は非アク
ティブ化されたままである。一実施の形態では、アクティブ化情報は、定期的に送信され
るか、又は連続的に送信され、様々な間隔で確認される。本発明の別の態様では、事前購
入済みチャンスゲームを選択的に表示するゲーム装置が提供される。このゲーム装置は、
中央ゲームシステムと通信して、第１の時間に生成された、事前購入済みチャンスゲーム
のプレー及び結果を制御するゲームデータを選択的に受信する通信インタフェースを備え
る。ユニットは、表示画面、１又は複数の入力機構、及びマイクロプロセッサ素子を備え
る。このプロセッサは、１）第１の時間後の選択された第２の時間にゲームデータを使用
して事前購入済みチャンスゲームの、１又は複数の入力機構を操作することにより選択的
にアクティブ化されるプレーを開始し、２）チャンスゲームの生成された結果を表示画面
に選択的に表示するように構成される。
【００１３】
　したがって、本発明のこの態様では、第１の時間に、１又は複数のチャンスゲームが事
前購入され、中央ゲームシステム（例えば、バックエンドサーバ）で事前実行され、その
後、そのプレー及び結果を、第１の時間後の第２の時間に遠隔ゲーム装置でプレーして閲
覧することができる。したがって、事前購入済みチャンスゲームは、安全なゲーム環境又
はシステム（例えば、中央ゲームシステム）で完全に実行されてから、プレビュー済みゲ
ームデータの形態でＰＧＤに転送されて、プレーヤが暇なときにＰＧＤでチャンスゲーム
のプレー及び結果が完全にリプレー実行される。本質的に、事前購入済みチャンスゲーム
のプレー及び結果は、ＰＧＤでプレーされ閲覧される前にサーバ側で「既知」であり、承
認されている。プレビューされたゲームデータがＰＧＤに転送されると、このゲーム装置
は単に、チャンスゲームのプレー及び結果を見るために、場合によっては遠隔的に適用さ
れるだけである。
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【００１４】
　いくつかの実施の形態によれば、ゲームのプレー及び結果のビデオクリップ（複数可）
が、サーバからＰＧＤ又は他のモバイルゲーム装置に転送又はダウンロードされて、第２
の時間に時間をずらしてリプレーされる。このような実施の形態では、ＰＧＤは本質的に
、ビデオクリップの次の「フレームシーケンス」で何が起こるのかを見ることができるよ
うにする、おそらくボタンを押下するだけのこと以外の、あらゆるプレーヤ入力をなくし
た表示機構に格下げされる。
【００１５】
　別の特定の実施の形態では、ポータブルＰＧＤ用に事前購入済みゲームプレーを実行す
る方法であって、中央ゲームシステムにおいて、１又は複数の事前購入済みチャンスゲー
ムのプレー及び結果を表すプレビュー済みゲームデータを選択的に生成するステップを含
み、最後のゲームは第１の時間に生成される、方法が提供される。次に、プレビュー済み
ゲームデータを中央ゲームシステムからゲーム装置に選択的に通信し、第１の時間後の、
時間をずらした第２の時間に閲覧されたゲーム装置からの閲覧後ゲームデータを中央ゲー
ムシステムと照合確認して、閲覧後ゲームデータを認証する。
【００１６】
　特定の一実施の形態では、イベントを選択的に通信するステップは、中央ゲームシステ
ムとゲーム装置との間で通信するためのリムーバブル通信インタフェースを通じてプレビ
ュー済みゲームデータを通信するステップを含む。イベントを選択的に通信するステップ
は、リーダ装置を介して、プレビュー済みゲームデータをリムーバブル通信インタフェー
スの記憶ユニットに記憶するステップをさらに含み、閲覧後ゲームデータイベントを照合
確認するステップは、リーダ装置を介して、リムーバブル通信インタフェースの記憶ユニ
ットから閲覧後ゲームデータを検索するステップを含む。一構成では、通信インタフェー
スは、ＰＧＤと中央ゲームシステムとの間で選択的に通信するリムーバブル周辺機器及び
／又は記憶装置を備えることができる。リムーバブル周辺機器は、その間でゲームデータ
の少なくとも一部を転送して、チャンスゲームのプレー及び結果を生じさせる。さらに、
リムーバブル周辺機器／記憶装置は、特に、スマートカード、Ｅキードングル、メモリス
ティック、及び／又はセキュアデジタルカードである。
【００１７】
　さらに別の特定の実施の形態では、遠隔ゲーム装置でゲームプレーを実行する方法は、
ゲーム装置でプレビュー済みゲームデータを選択的に受信するステップを含む。中央ゲー
ムシステムで実行され、１又は複数の事前購入済みチャンスゲームを表すプレビュー済み
ゲームデータであって、最後のゲームは第１の時間に実行される。該方法は、ゲーム装置
の１又は複数の入力機構から、プレビュー済みゲームデータのプレーを開始する入力命令
を受け取るステップをさらに含む。このデータは、中央ゲームシステムにより実行された
１又は複数の事前購入済みチャンスゲームのプレー及び結果を表す。最後に、該方法は、
第１の時間後の第２の時間に、１又は複数の事前購入済みチャンスゲームのプレー及び結
果をゲーム装置の表示画面に表示するステップを含み、その後、プレビュー済みゲームデ
ータは閲覧後ゲームデータを構成する。
【００１８】
　本発明の各種実施の形態は、使用及びゲーム結果の照合確認についてＰＧＤを確認する
方法を含む。各種実施の形態では、プレーヤの指紋等の生体認証情報が、個人ゲーム装置
で読み取られ、金融取引及び／又はゲームプレー資格に対するプレーヤの資格の確認に使
用される。一実施の形態では、ＰＧＤでプレーされるゲームの結果は、ゲームサーバ又は
金融サーバに送信される。これらの実際の結果は、生成されたゲーム結果データから決め
られた結果と照合確認される。照合確認ステップは、ゲーム（複数可）のプレーに関連す
るプレーヤの勝敗を確認する。
【００１９】
　さらに別の実施の形態では、複数の賭け金ベースゲームそれぞれの所定のゲーム結果に
関するデータを有するゲームシードを生成するように構成されるゲームサーバを、ゲーム
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システム全体の一部として含むことができる。このようなゲームサーバは、個人ゲーム装
置がゲームシード(seed)を将来のゲームプレー中に使用することに備えて、ゲームシード
を記憶装置に送るように構成することもできる。上記ゲームサーバと通信する認証サーバ
を、個人ゲーム装置との仮想リーシュ(leash：繋がり)を確立するように構成することが
でき、このような仮想リーシュは、個人ゲーム装置のユーザ、個人ゲーム装置の場所、又
はこれらの両方を認証又は確認するようになっている。さらに、関連するハンドヘルド個
人ゲーム装置は、個人ゲーム装置のプロセッサにより実行される少なくとも１つのコンピ
ュータコードダウンロードコマンドを含むメモリを備えることもできる。このようなコン
ピュータコードダウンロードコマンドは、個人ゲーム装置が、ゲームシードに基づいて独
立してゲームプレーを処理して個人ゲーム装置のディスプレイに表示するために十分なコ
ードを含むことができる。
【００２０】
　上記実施の形態の１又は複数では、仮想リーシュを使用して、適正なプレーヤ、各個人
ゲーム装置の適正な場所等の複数の項目を確認又は認証することができる。このような１
又は複数の項目を繰り返しチェックし、それにより、このような項目を繰り返し認証又は
確認することができない場合に、個人ゲーム装置での賭け金ベースのゲームを一時停止又
は終了させることができる。このような繰り返しチェックは、「ハートビート（heartbea
t）」とみなすことができ、システムアラート、アラーム、プレーヤ警告、及び／又はゲ
ームセッションの終了若しくは一時中止がハートビート違反の性質に応じて行われる。
【００２１】
　本発明の他の方法、特徴、及び利点が、以下の図面及び詳細な説明を調べることにより
当業者に明白であるか、又は明白になるであろう。このような追加の方法、特徴、及び利
点はすべて本明細書内に含まれ、本発明の範囲内にあり、且つ添付の特許請求の範囲によ
り保護されることを意図するものである。
【００２２】
　含まれる図面は例示を目的とし、開示される本発明のＰＧＤの使用によるモバイルゲー
ムのシステム及び方法に可能な構造及びプロセスステップの例を提供する役割を果たすに
すぎない。これらの図面は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、当業者により
本発明に対して行われ得る形態及び詳細のあらゆる変更を制限するものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明によるシステム及び方法の例示的な応用例を以下に説明する。これらの例は専ら
、発明の情況を追加し、本発明の理解を助けるためだけに提供されている。したがって、
本発明はこれらの特定の詳細のいくつか又はすべてがなくとも実施可能なことは当業者に
は明白であろう。場合によっては、本発明を不必要に曖昧にしないように、既知のプロセ
スステップについては詳細に説明していない。他の応用例も可能であり、したがって、以
下の例は、技術的範囲及び設定のいずれにおいても決定的なもの、又は制限するものとし
て解釈されるべきではない。以下の詳細な説明では、説明の一部をなし、例示として本発
明の特定の実施形態が示される添付図面を参照する。これらの実施形態を、当業者が本発
明を実施できるように十分に詳細に説明するが、これらの例は限定ではなく、したがって
、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、他の実施形態を使用することも可能であ
り、変更を行うことが可能なことが理解されるであろう。
【００２４】
　概して、本発明は、プレーヤがプレーするゲームを提示するようになっているＰＧＤを
含む。本発明の好ましい実施形態では、少なくとも１つのゲームはチャンスゲーム、特に
、ゲームをプレーする資格を得るにはプレーヤが金銭的な賭け金を賭ける必要があるよう
なゲームを含み、資格を得た上で、１又は複数のゲーム結果により、賞金又は他の景品が
プレーヤに認可されることになる。１又は複数の実施形態では、ＰＧＤには、後述するよ
うに、ゲームシステム全体の一部としてゲーム機、ゲームサーバ、及び／又はゲームネッ
トワークが関連付けられる。したがって、以下の詳細な説明は３つの基本的なタイプのＰ
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ＧＤプロセスを提供する。第１の各種シリアルＰＧＤプロセスを説明し、その後、代替の
ビデオクリップベースのＰＧＤプロセスを考察し、その後、ゲーム「シード」が関わるも
のを含む各種ダウンロードコマンドＰＧＤプロセスが続く。最後に、シリアル、ビデオク
リップ、又はダウンロードコマンドの任意のプロセスタイプと併用できる機能が提供され
る。このような機能としては、仮想リーシュを使用してＰＧＤを特定のプレーヤ及び／又
は場所に制限すること、並びにＰＧＤドッキングステーションとして動作する専用独立型
ゲーム機を使用することが含まれる。
【００２５】
個人ゲーム装置
　図１は、本発明の一実施形態による例示的な個人ゲーム装置（「ＰＧＤ」）２０を示す
。一般に、ＰＧＤ２０は本体すなわち筐体２２を備える。本体２２は、広範囲の材料から
広範囲の形状に構築することができる。一実施形態では、本体２２は、１又は複数の成形
されたポリプロピレン又は他のプラスチック材料から構築される。本体２２は、金属又は
広範囲の他の材料で構築してもよい。示すように、本体２２はほぼ矩形の形状であり、前
側又は前面２４、後側又は後面（見えない）、上端部２６、底端部２８、第１の側３０、
及び第２の側３２を有する。好ましくは、本体２２は、種々の構成要素が配置される密閉
された内部スペース（図示せず）を画定する。
【００２６】
　好ましい実施形態では、ＰＧＤ２０は、映像及び音声のゲームデータをプレーヤに提示
する。図示するように、ＰＧＤ２０はディスプレイ３４を備える。ディスプレイは本体２
２の前面２４に配置されるため、上方にプレーヤに向かって面する。好ましい実施形態で
は、ディスプレイ３４は、液晶ディスプレイ（「ＬＣＤ」）、特にタッチスクリーン入力
可能なＬＣＤを含む。他のタイプのディスプレイが設けられてもよいことが理解されよう
。ＰＧＤ２０は、少なくとも１つのスピーカ３６の形態で音声生成装置も備える。一実施
形態では、スピーカ３６は、本体２２の上部又はカバー部分の下に位置決めされ、１又は
複数の穿孔又は開口を有し、そこを通じて音声を容易に伝えることができる。図示するよ
うに、スピーカ３６は、本体２２の底端部２８付近、ディスプレイ３４の概して反対側に
配置される。スピーカ３６又は追加のスピーカは、本体２２の片側又は両側３０、３２等
の広範囲の場所に設けてもよいことが理解されるであろう。
【００２７】
　好ましい実施形態では、ＰＧＤ２０は、別の装置からデータを送信且つ／又は受信する
。したがって、ＰＧＤ２０は、１又は複数のデータ入力及び／若しくは出力装置又はイン
タフェースを備える。一実施形態では、ＰＧＤ２０は、例えば、ＰＧＤ２０とコンピュー
タ等の別の装置との間に延びるケーブルを通じてデータの送信及び受け入れを行うための
ＲＳ－２３２データポート３８を備える。一実施形態では、ＰＧＤ２０は、例えばまた、
ケーブルを通じてデータの送信及び受け入れを行うＵＳＢデータポート４０を備える。一
実施形態では、ＰＧＤ２０は、無線の赤外線光の形態で情報を伝送する赤外線データ送信
器／受信器４２を備える。好ましい実施形態では、ＰＧＤ２０は、例えば、ＩＥＥＥ－８
０２．１ｘ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格に準拠した無線周波数で動作する無
線通信装置／インタフェース等の別の無線通信装置４４を備える。
【００２８】
　好ましくは、プレーヤがゲームをプレーするため等の入力をＰＧＤ２０に提供すること
が可能である。上述したように、一入力手段として、入力はディスプレイ３４を通じて行
われる。ディスプレイ３４は、スタイラス又は他の装置を介して入力を受け入れるように
構成することもできる。一実施形態では、ＰＧＤ２０はキーパッド４６を備える。１又は
複数の実施形態では、キーパッド４６は、例えば、プレーヤが指でボタンを押下すること
によりアクティブ化することができる１又は複数のキー又はボタンを有するシールされた
キーパッドである。ＰＧＤ２０は、プレーヤからの音声入力を受け入れるように構成され
るマイクロホン４８を備えることができる。上記入力装置に代えて、又は上記入力装置に
加えて、他の入力装置を設けてもよい。例えば、プレーヤは、ジョイスティック（図示せ



(13) JP 2008-546443 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

ず）を通じて入力を提供することができ得る。ジョイスティックは、ＰＧＤ２０の本体２
２に直接関連付けられた制御要素を備えてもよい。別法として、ジョイスティックはＰＧ
Ｄ２０と別体であり、例えば、ＰＧＤ２０のデータポートにジョイスティックをプラグイ
ンすることにより通信してもよい。カード、チケット等の別の要素から情報を読み取るス
マートカードリーダ、光学リーダ、又は他の入力装置を設けてもよい。ＰＧＤは、キーボ
ード又はマウスを備えてもよい。
【００２９】
　一実施形態では、ＰＧＤ２０は、カメラ等の画像収集装置４１を備える。画像収集装置
４１を使用して、例えば、ＰＧＤ２０のユーザ又はプレーヤの画像を取り込むことができ
る。この画像情報は、より詳細に後述するように、セキュリティ又は認証のために使用す
ることができる。ＰＧＤ２０は指紋スキャナ４９を備えてもよい。一実施形態では、示す
ように、指紋スキャナ４９は、「スピン」ボタン又は「ドロー（draw：カードを引く）」
ボタンのユーザ入力ボタンの後即ち下に配置してもよい。このようにして、ユーザ又はプ
レーヤが意識して参加する必要なく、プレーヤの指紋を得ることができる。後述するよう
に、プレーヤのスキャンされた指紋情報を認証のために使用することができる。このよう
なスキャン装置は、フロリダ州メルボルンに所在のＡｕｔｈｅｎＴｅｃ，Ｉｎｃ．により
提供されるものと同様であってもよい。ＰＧＤ２０はカードリーダ５０を備えることがで
きる。図示するように、カードリーダ５０はＰＧＤ２０の本体２２の側３０に配置される
。好ましい実施形態では、カードリーダ５０は、情報をカードの磁気ストリップから読み
取る磁気ストリップリーダを含む。カードリーダは、データをスマートカード又はポータ
ブルメモリモジュールに書き込む、即ち記憶するよう構成することも可能である。
【００３０】
　図示するように、カードリーダ５０は、ＰＧＤ２０の側３０に位置決めされたスロット
を備える。ＰＧＤ２０は、例えば、充電式バッテリパックを使用してバッテリにより給電
してもよい。ＰＧＤ２０への給電を制御するオン／オフボタン４７を設けてもよい。より
詳細に後述するように、ＰＧＤ２０は独立型ゲーム機又は他のゲーム装置にドッキング、
又は他の様式で関連付けることができる。ＰＧＤ２０がドッキングされるようなとき、容
易に理解されるように、ドッキング解除即ち「遠隔」モードで後に使用するために、装置
の内部バッテリを充電することができる。このような遠隔モードにある間、ＰＧＤ２０の
低バッテリ状態の適当な検出手段、警告、及び予防手段を設けることもできる。
【００３１】
　好ましくは、ＰＧＤ２０は、入力の受け入れ及び出力の提供を含め、装置の動作を制御
する制御手段を備える。このような制御手段の一実施形態を図２に示す。示すように、Ｐ
ＧＤ２０は、好ましくは、制御手段として機能する計算環境を備える。計算環境は、中央
処理ユニット５２を含む。中央処理ユニット５２は、好ましくは、既知であり、Ｉｎｔｅ
ｌ、ＡＭＤ、Ｔｒａｎｓｍｅｔａ、及びＳｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ,Ｉｎｃ．等
により製造されるマイクロプロセッサを含む。中央処理ユニット５２には、双方向システ
ムバス５４が関連付けられる。システムバス５４は、例えば、ビデオメモリ又はメインメ
モリをアドレッシングするための３２本のアドレス線を含むことができる。さらに、シス
テムバス５４は、好ましくは、データをバス５４に関連する構成要素間で転送するための
３２ビット又は６４ビットのデータバスを含む。別法として、別個のデータ線及びアドレ
ス線を使用することに代えて、複合データ／アドレス線を使用してもよい。
【００３２】
　ディスプレイ３４はバス５４に接続される。一実施形態では、ビデオメモリ（図示せず
）がバス５４に関連して提供される。ビデオメモリは、デュアルポートビデオランダムア
クセスメモリであってもよい。ビデオメモリは、好ましくは、ＬＣＤディスプレイ３４に
結合され、これを駆動するように構成される。もちろん、ビデオメモリはＣＲＴ又は他の
適した表示装置に結合してもよい。メモリ５６はシステムバス５４に関連付けられる。一
実施形態では、メモリ５６はダイナミックランダムアクセスメモリ（「ＤＲＡＭ」）、同
期ＤＲＡＭ、又は他の形態のランダムアクセスメモリを含む。メモリ５６は、電子的に消
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去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ（「ＥＥＰＲＯＭ」）等の他の形態も同様に
有してもよい。好ましくは、メモリ５６は、データの読み書きが可能なタイプのものであ
る。好ましくは、大容量記憶装置５８にも、バス５４を介してアクセス可能である。大容
量記憶装置５８は、読み取り専用タイプのもの（ＣＤ光学ドライブ又はＤＶＤ光学ドライ
ブ）であってもよく、又はフラッシュメモリ、コンパクトフラッシュ、又はＣＤ／ＤＶＤ
－Ｒ／Ｗドライブ等の読み書きする種類のものであってもよい。
【００３３】
　図示のように、種々の入力装置及び出力装置をシステムバス５４、ひいてはバスに付随
するその他の構成要素に関連付けることができる。図示のように、スピーカ３６、キーパ
ッド４６、及びカードリーダ５０がシステムバス５４に付随される。種々のデータ入力／
出力装置（「Ｉ／Ｏ装置」）を、具体的に示していないが、例えばＲＳ－２３２ポート３
８、ＵＳＢ４０、及び赤外線通信送信器／受信器４２を通じてシステムバス５４に関連付
けることもできる。理解されるように、これらの装置／要素は異なるプロトコルに従って
動作し、異なる構造を有し、システムバス５４と通信するために適当なインタフェースを
設けられてもよい。例えば、赤外線送信器／受信器は、発光素子及びリンクを含む物理層
及び既知のようにソフトウェア及び／又はハードウェアを含む他の層を含む異なる層を有
することができる。現在既知の、又は後に開発される種々の他の入力／出力装置をＰＧＤ
２０に関連付けることができる。
【００３４】
　好ましくは、上述したように、ＰＧＤ２０は、ＩＥＥＥ８０２．１ｘ規格又はＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）規格に従って動作する無線の無線周波数通信インタフェースを備
える。このような無線通信インタフェースの構造／プロトコルは既知であるため、本明細
書において詳細に説明しない。しかしながら、通常、このようなインタフェース４４は、
双方向データ通信を可能にする。詳細に説明したように、ＰＧＤ２０は、ゲームネットワ
ークに関連付けられた少なくとも１つの装置を含む広範囲の装置／システムと通信するこ
とができ得る。本発明によれば、ＰＧＤ２０は、通信インタフェース４４（又は赤外線送
信器／受信器等の他の入力／出力装置）を通じてプログラムコードを含むデータを送受信
することができる。より詳細に後述する一例として、ゲームサーバは、送受信器を介して
、要求されたアプリケーションコードをＰＧＤ２０の通信インタフェース４４に送信する
ことができる。中央処理ユニット５２は、受信したコードを、コード受信時に実行しても
よく、且つ／又はメモリ５６に記憶して後で実行してもよい。一実施形態では、ＰＧＤ２
０は、ハードドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ等の大容量データ記憶装置（図示せず）を備えるこ
とができる。１又は複数の実施形態では、メモリ５６は、スマートカード又は同様の容易
に取り外し可能な（且つ交換可能な）装置を含むことができる。このような場合、動作コ
ード等のデータを、ＣＤ－ＲＯＭドライブに配置されたＣＤ－ＲＯＭを介して、又は符号
化されたスマートカード又はポータブルメモリモジュールを挿入することによりＰＧＤ２
０に関連付けることができる。
【００３５】
　上記の例示的なＰＧＤ２０は多くの詳細に関してかなり特定的であるが、広範囲の同様
の適した装置をＰＧＤとして使用してもよいことが容易に理解されるであろう。他の例示
的なＰＧＤ及びそれらの特徴は、Wellsに発行された「Wireless Game Player」と題する
本願と権利者が共通の米国特許第６，８４６，２３８号に提供されており、この全体を参
照により本明細書に援用する。適したＰＧＤの付加的な特徴及び応用例を、「Apparatus 
and Methods for Wireless Gaming Communications」と題するNguyen等による本願と権利
者が共通の米国特許出願第１０／９３７，９９０号において見出すこともでき、この全体
を参照により本明細書に援用する。上記の援用されるＰＧＤのすべてのアイテム及び特徴
が所与のＰＧＤ又は関連システムに求められるわけではなく、開示されていない他のアイ
テム及び特徴を含めてもよいことが理解されよう。場合によっては、ＰＧＤは、例えば、
販売、レンタル、又は精算手順を通じてカジノ経営者又はゲームオペレータにより提供さ
れてもよく、又は他の例では、適したＰＧＤは、プレーヤ又は別の第三者により提供され
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る外部装置であってもよい。このような個人所有の外部ＰＧＤは、例えば、携帯情報端末
（「ＰＤＡ」）、ラップトップ、ｉＰｏｄ（登録商標）、携帯電話、又は他の任意の同様
の適した装置であってもよい。本明細書において考察するように、用語「ＰＧＤ」の使用
は、上記に開示された例示的なＰＧＤ２０並びに本発明の任意の目的でＰＧＤとして機能
できる他の任意の適した装置を指すことができ、このような１又は複数の装置はポータブ
ル若しくはハンドヘルド式であってもよく、又はそうでなくてもよいことが理解されるで
あろう。さらに、用語「ポータブル」ゲーム装置及び用語「モバイル」ゲーム装置が使用
されるが、関連する例では、他の適した非ポータブルＰＧＤの使用で置き換えてもよい。
【００３６】
汎用ＰＧＤゲームシステム
　１又は複数の実施形態では、ＰＧＤ２０にはゲームシステムが関連付けられる。好まし
い実施形態では、ＰＧＤ２０は、このようなシステムに関連付けられている場合のみ動作
可能であるか、又はこのようなシステムに関連付けられない限り少なくとも特定の機能又
は特徴を提示することができない。本発明の一実施形態による例示的なゲームシステム６
０を図３に示す。図３に示すように、ゲームサーバ６０は個人ゲーム装置インタフェース
６２を備える。このＰＧＤインタフェース６２は、ＰＧＤ２０と各種ネットワーク、サー
バ、及び他の装置との間のデータ通信のためのゲートウェイとして機能する。一実施形態
では、ＰＧＤ２０とＰＧＤインタフェース６２との間のデータ通信は、ＰＧＤインタフェ
ース６２に関連付けられた送受信器６４を介して行われる。一般に、送受信器は、情報を
ＰＧＤインタフェース６２から受け取ってＰＧＤ２０に送り、且つ／又はＰＧＤ２０から
情報を受け取るように構成される。示すように、ＰＧＤ２０は送受信器６４と直接通信す
ることができる。しかし、このようなデータを正確に伝送できる範囲に制限があることが
理解されるであろう。したがって、１又は複数の実施形態では、１又は複数の中継器６６
を設けて、データを受信し、適当な場所に再送信することができる。
【００３７】
　上述したように、好ましい実施形態では、ＰＧＤインタフェース６２は、１又は複数の
ＰＧＤ２０と１又は複数の他の装置、システム、又はネットワークとの間のゲートウェイ
又はインタフェースとして機能する。インタフェース６２は、無線インタフェースの形態
であるかドッキングステーションの形態（より詳細に後述する）であるかに関わらず、売
店、スロット、又は他のタイプのゲーム機、店頭装置、パーソナルコンピュータ等に関連
付けてもよく、又はその内部に存在してもよい。図示のように、一実施形態では、ＰＧＤ
インタフェース６２には、直接リンクを介して（図３に示すように）又はネットワークを
介して（図９に示すように）金融サーバ６８が関連付けられる。金融サーバ６８はコンピ
ュータであってもよく、処理ユニット及び１又は複数のデータファイルを有するコンピュ
ータに関連付けられていてもよい。金融サーバ６８は、好ましくは、金融取引データを確
認するように構成される。例えば、プレーヤの、ＰＧＤ２０を使用してのゲームプレーを
許可するために、プレーヤに賭け金を出すように要求することができる。一実施形態では
、賭け金はクレジットカードを使用して出すことができる。このような場合、プレーヤは
、クレジットカードをＰＧＤ２０に関連付けられたカードリーダ５０に通すことができる
。このデータを金融サーバ６８に送り、確認することができる（そして、当該技術分野に
おいて既知のように、取引データ、取引時刻、及び取引額等の金融取引データが生成され
る）。
【００３８】
　一実施形態では、システム６０はゲームサーバ７０を含む。示すように、ゲームサーバ
７０には、直接又はネットワークを介してＰＧＤインタフェース６２が関連付けられる。
１又は複数の実施形態では、ゲームサーバ７０は、ゲームコードを実行するよう構成され
ているプロセッサ等の計算装置であるか、又はこのような計算装置に関連付けられている
。好ましくは、ゲームサーバ７０は、インタフェース６２を介してゲームデータをＰＧＤ
２０に提供するように構成される。このゲームデータは、画像をＰＧＤ２０のディスプレ
イ３４に生成するための映像データ及びスピーカ３６から発せられる音声を生成するため
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の音声データを含むことができる。ゲームサーバ７０は、好ましくは、ゲームプレー中に
、プレーヤ選択等の入力をプレーヤから受け取るようにも構成されている。一実施形態で
は、予約サーバ７２が、直接又はネットワークを介してＰＧＤインタフェース６２に接続
される。予約サーバ７２は、予約選択を受け入れ、空いているホテルの部屋、料金、ショ
ー、レストラン等に関する情報を提供して、ＰＧＤ２０のプレーヤが予約選択をする際に
使用できるように構成することができる。
【００３９】
　ＰＧＤ２０は図２に示すように直接ネットワークリンクを介して他の装置と通信しても
よいが、図９に示すようにネットワークを介して種々の他の装置と通信してもよい。例え
ば、ＰＧＤ２０は、特に、ゲームサーバ７０及び金融サーバ６８の他に、ネットワークを
介して賞金サーバ９０、プレーヤ追跡サーバ９２、プログレッシブサーバ９４、認証サー
バ９６、会計サーバ９８、プロモーションサーバ１００、及びキャッシュレス取引サーバ
１０２と通信することができる。理解されるように、このようなサーバは別個の物理的な
装置であってもよく、又はいくつか若しくはすべてを、１つの総合装置において、各「サ
ーバ」が、所与の機能又はサービスタイプを制御する１又は複数のプログラム又はモジュ
ールを含むような、単一の物理的な装置に統合してもよい。各サーバは、種々の任意の場
所に存在してもよく、且つサーバによっては他のサーバから隔てられた場所に存在しても
よい。もちろん、１つの典型的な場所は、カジノの要員しかアクセスできないバックルー
ム又は他の安全が確保された場所内である。他に考えられるサーバの場所としては、例え
ば、独立型ゲーム機それ自体、売店、又はカジノ若しくはゲーム施設から離れた遠隔場所
を挙げることができる。後述するように、ＰＧＤ２０は、無線通信インタフェース６２を
使用して無線通信リンクを介して、又は図８を参照して、ドッキングステーション８８と
の直接接続を介してこれらの他の装置と通信することができる。図９を参照すると、イン
タフェース６２及び／又はドッキングステーション８８は、次に、売店１０４、スロット
若しくは他のタイプのゲーム機１０６、パーソナルコンピュータ１０８、又は店頭装置１
１０等に関連付けられてもよく、又は統合されてもよい。次に、これら装置をネットワー
クに接続するか、又は関連付けることができる。
【００４０】
　一実施形態では、図２に示すように、ＰＧＤインタフェース７０はインターネットゲー
トウェイ７４に接続される。このインターネットゲートウェイは、例えば、インターネッ
トサービスプロバイダを通じてインターネットに結合される計算装置を含むことができる
。一実施形態では、図９に示すように、インターネットは、ＰＧＤ２０をサーバ等の他の
種々の装置に接続できるようにするネットワークを含むか、又はその一部であってもよい
。別の実施形態では、ネットワークは、これらの装置が関連付けられる専用ゲームネット
ワークを含む。ＰＧＤインタフェース６２は、異なるプロトコルに従って動作する装置、
システム、及びネットワーク間の通信を容易にするように構成することができる。例えば
、ＰＧＤインタフェース６２は、無線ＩＥＥＥ　８０２．１ｘ規格に従ってＰＧＤ２０と
通信するように構成され得る。一方で、ＰＧＤインタフェース６２は、ＩＥＥＥ１３９４
（「ファイアワイヤ」）プロトコル又はＥｔｈｅｒｎｅｔ等に従って動作する金融サーバ
、ゲームサーバ、予約サーバ、及び他のサーバと通信するように構成され得る。さらに、
ＰＧＤインタフェース６２は、ＰＰＰプロトコル又はＳＬＩＰプロトコルに従ってインタ
ーネットゲートウェイ７４と通信するように構成される。
【００４１】
　理解されるように、ＰＧＤ２０に／から送られるデータには、好ましくは、アドレス又
は情報の意図する宛先の他の識別子が提供される。ＰＧＤインタフェース６２はこのアド
レス情報を使用して、ＰＧＤ２０から受け取ったデータをゲームサーバ７０等の特定の宛
先に向ける。同様に、ＰＧＤ２０に向けられたデータも、好ましくは、特定の意図する宛
先を識別するアドレスが関連付けられる。２つ以上のＰＧＤ２０がインタフェース６２に
関連付けられることがあり、したがって、データを意図する宛先に適宜関連付けるために
一意のアドレス又は識別子が必要なことが理解されよう。１又は複数の実施形態では、Ｐ
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ＧＤ２０に、特定のアドレス又は不正装置がシステム６０に関連付けられるのを防ぐため
のパスワード等の他のセキュリティ情報をプログラムすることができる。一実施形態では
、各ＰＧＤ２０は、ＲＳＡ又はＤＳＡ等のデータ暗号／復号方式を実施することができる
。ＰＧＤ２０に／から送られる情報又はデータのいくつか又はすべてを暗号化して、不正
ユーザによる傍受及び使用を防ぐことができる。暗号鍵／復号鍵（複数可）を、モジュー
ル又は同様のリムーバブル装置を使用してＰＧＤ２０に関連付けることができる。ＰＧＤ
２０を機能させるためにモジュールを得るようにユーザに求めることができる。
【００４２】
　図１に示すＰＧＤ２０等の個人ゲーム装置を使用する各種方法について、これより説明
する。まず、プレーヤがＰＧＤ２０を取得する。１つの例では、カジノで、プレーヤがＰ
ＧＤ２０を借りることができる。例えば、カジノは、プレーヤがＰＧＤ２０を得ることが
できる中央デスク又はステーションを有する。一実施形態では、プレーヤがＰＧＤを使用
し終えたときにＰＧＤを確実に返却するのを助けるために、装置を貸し出す際にデポジッ
トを残すようにプレーヤに求めることができる。いくつかの実施形態では、例えば、プレ
ーヤがＰＧＤを使用する時間、即ちＰＧＤを借りている時間に対して料金を支払うことに
より装置を借りるようにプレーヤに求めることができる。代替として、プレーヤは、カジ
ノ又は他のゲーム施設からＰＧＤを購入することもでき得る。この選択肢は、プレーヤが
各自のＰＧＤを有したい、又は所有したい場合、またカジノ又はゲーム運営者が設定され
た種類のＰＧＤ及び／又はＰＧＤプログラミングのみを有するより安全なシステムにした
い場合に特に有用である。
【００４３】
　さらに他の実施形態では、プレーヤは、上述したように、外部ＰＤＡ、ｉＰｏｄ（登録
商標）、携帯電話、又は他の同様な装置等の各自の装置を使用することができる。このよ
うな場合、プレーヤは、必要なシステムソフトウェアをサポート可能な別個の外部装置を
提供するように求められる。好ましくは、次に、プレーヤは、１又は複数のシステムプロ
グラムを各自の外部ＰＤＡ又は他の装置にダウンロードさせるプロセスを経る必要がある
。カジノＰＧＤ又は適宜プログラムされた各自の装置を得た後、プレーヤは、売店、スロ
ットマシン、カジノエリア、パーソナルコンピュータ等（図９参照）を含む種々の場所で
装置を使用することができ得る。ＰＧＤを得るプロセスは、主要な３タイプのＰＧＤプロ
セス：シリアル、ビデオクリップ、及びコマンドダウンロードのいずれにも適用可能であ
る。
【００４４】
プロセスタイプＩ：シリアルＰＧＤプロセス
　プレーヤすなわちユーザは、適宜プログラムされたＰＧＤを得た後、１又は複数のアク
ティビティに参加することができ得る。一実施形態では、いくつかのアクティビティをＰ
ＧＤ自体により提示することができる。例えば、ソフトウェアコードをメモリ５６に記憶
し、ＰＧＤの処理ユニット５２がこれを実行して、音楽の再生、「使い方」又は「ヘルプ
」の情報表示等の特定の機能を可能にすることができる。しかし、いくつかの実施形態で
は、適正なＰＧＤにより完全にサポートされる機能数は制限される。これによりＰＧＤが
有する必要のあるメモリ総量が制限され、これは、特定の装置がメモリに関して制限され
る場合に有利である。このような状況では、図３に示すゲームシステムのように、１又は
複数の機能又はアクティビティを、ＰＧＤをゲームシステムに関連付けるだけでサポート
することができる。
【００４５】
　一実施形態では、ＰＧＤは、例えば、例示的なＰＧＤ２０のオン／オフボタン４７を使
用してオンになると、信号をＰＧＤインタフェース６２又は他の装置に送信して、通信リ
ンクを確立するようになっている。この通信リンクが提供されると、データをＰＧＤ２０
及び他のネットワーク／システム／装置に送信又はＰＧＤ２０及び他のネットワーク／シ
ステム／装置から送信することができる。通信リンクが確立されると、マスタメニュー情
報をＰＧＤインタフェース６２から送信することができる。例えば、カジノ要員がメニュ
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ー情報を生成し、ＰＧＤインタフェース６２に関連するメモリにロードすることができる
。ＰＧＤ２０がＰＧＤインタフェース６２との通信リンクを確立すると、メニュー情報を
ＰＧＤ２０に送信してＰＧＤ２０上に表示することができる。
【００４６】
　次に、プレーヤは、表示されたメニューから１又は複数のアクティビティ又は機能を選
択することができる。入力は、メニューアイテムに関連する画面３４のエリアに触れるこ
と、キーパッド入力を提供すること、又は他の様式で提供することができる。一実施形態
では、プレーヤは、無料で、アクティビティに参加するか又はサービスを得ることができ
る。例えば、プレーヤは、カジノ提供のＰＧＤ２０等のＰＧＤを使用して、無料でインタ
ーネットにアクセスすることができる。プレーヤは、無料でショー、チケット、ホテル、
レストラン、及び他の情報を得て、予約等を行うことができる。
【００４７】
　１又は複数の実施形態では、プレーヤは、１又は複数のアクティビティに参加するため
に料金を支払うよう求められる。好ましい実施形態では、プレーヤは、１又は複数のゲー
ムをプレーするために賭け金又は参加料を出すように求められる。もちろん、１又は複数
のゲームを無料で提供してもよい。別法として、プレーヤは、ゲームの結果が勝ち結果で
ある場合に報奨金又は勝つことに対する資格を得る場合に、賭け金又は参加料を出すよう
に求められる。別の実施形態では、カジノ又は他の当事者が賞金を無料で出すことができ
る。例えば、プレーヤは、ゲームの勝者である場合に賞金（お金、ホテル宿泊券、無料デ
ィナー等）が与えられる、１又は複数の無料のゲームをプレーすることができる。
【００４８】
　プレーヤが賭け金を出すように求められるか、又は賭け金を出したい場合、プレーヤは
種々の方法でそれを行うことができる。一実施形態では、プレーヤはクレジットカードを
使用してクレジット又は価値を提供することができる。上述したように、プレーヤはクレ
ジットカードをカードリーダ５０に通すことができる。このようなプレーヤカードから読
み取られたデータをＰＧＤ２０から金融サーバに送り、検証することができる。別の実施
形態では、プレーヤはデポジットをゲームオペレータに出し、プレーヤカードを受け取る
ことができる。例えば、プレーヤは、カジノ所有のＰＧＤ２０を借り出す場合、そのよう
な使用に対する金銭的デポジット又はクレジットデポジットを出すことができる。デポジ
ットにプレーヤアカウント及び／又はプレーヤカードを関連付けることができる。デポジ
ットデータはマスタデータベースに記憶することができ、特定のファイルに識別子が割り
当てられる。その識別子をプレーヤカードに記憶することができる。後に、プレーヤは、
プレーヤカードをリーダに通すことができる。読み取られた識別子を送信し、デポジット
データを対応するファイルから得ることができる。プレーヤがクレジット又は価値を提供
する種々の他の方法を提供し得る。例えば、プレーヤに、符号化チケット（バーコード等
）、スマートカード、又はプレーヤのクレジット又は支払いの確認を提供する他の要素を
提供することができる。容易に理解されるように、プレーヤが各自の別個に所有されるＰ
ＧＤを有する場合にも、例えば、クレジットアカウントに関する金融プログラムのダウン
ロードを通じて同様の方法を使用することができる。
【００４９】
　一実施形態では、プレーヤは、入力をＰＧＤ２０に提供することにより賭け金又は参加
料の額を選択することができる。例えば、プレーヤがプレーするゲームを選択すると、ゲ
ームサーバは賭け金画面データを送信することができる。賭け金画面は、それぞれ価値（
０．２５米ドル、１．００米ドル等）を有する１個～５個の任意のクレジットを賭けられ
ることをプレーヤに示すことができる。プレーヤは望む賭け金を選択することができる。
データを受け取ると、ゲームサーバは、例えば、クレジットカードをリーダに通して、必
要なクレジットを提供するようにプレーヤに命令することができる。一実施形態では、プ
レーヤは、賭け金を出すことができる一揃いのクレジットを作成することができる。例え
ば、プレーヤは、大きな金額のデポジットをオペレータに出すことができるか、又はクレ
ジットカードを使用して大きな金額のデポジットを作ることができる。このデポジットに
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はプレーヤのアカウントを関連付けることができる。プレーヤの合計クレジットをＰＧＤ
で表示することができる。このような構成は、プレーヤが２０ドル紙幣を提供して２０の
１ドルクレジットを生成することができ、クレジット数がプレーヤに示された現行のゲー
ム機の構成と同様である。プレーヤの賭け金又は参加料の確認が提供されると、プレーヤ
はゲームをプレーすることができる。好ましい実施形態では、ゲームデータがゲームサー
バ７０により生成され、ＰＧＤに送られる。図１は、ビデオポーカーの画面を表示してい
る例示的なＰＧＤ２０の一実施形態を示し、画面は、カード及び指示をプレーヤに表示し
ている。プレーヤは、必要に応じて入力をゲームサーバ７０に提供することができる。一
実施形態では、プレーヤは、ゲームの途中で賭け金又は参加料を上げたり、又は他の賭け
金を出すことができる。このような場合、プレーヤは上述したようにクレジットを提供す
ることができる。
【００５０】
　ゲームの結果に応じて、賞金又は勝ちをプレーヤに提供することができる。一実施形態
では、勝ちはプレーヤのアカウントに関連付けられるか、又はプレーヤのクレジットカー
ドアカウントにクレジットしてもよい。別の実施形態では、ＰＧＤ２０は、チケットプリ
ンタ又は価値が関連付けられた要素（又は少なくともプレーヤが勝った価値に関するデー
タ）を発行する他の装置を備えることができる。ゲーム又はゲーム群の終了時に、結果（
複数可）が会計サーバにアップロードされる（通信リンクがある場合）か、又はセキュア
メモリに記憶されて、後にアップロードされ照合確認される（ＰＧＤと会計サーバとの間
に通信リンクがない場合）。プレーヤは、任意の数のゲームをプレーし、他のアクティビ
ティに切り替えるか、又はＰＧＤ２０に随時戻ることができる。
【００５１】
　１又は複数の実施形態では、ＰＧＤ２０が返却され且つ盗まれないのを保証する手段を
提供することができる。まず、一実施形態では、ＰＧＤ２０を特定のエリアでの使用に制
限することができる。例えば、装置の使用許可を特定のゲームルーム内のみにする。出口
を監視することにより、ＰＧＤ２０の盗み又は損失を制御することができる。別の実施形
態では、ＰＧＤ２０が横断した場合に、１又は複数のセキュリティ対策が発動されること
になる「フェンス」を作成することができる。フェンスは、ＰＧＤ２０が制限エリア内で
検出可能な信号を発する１又は複数のエミッタを含むことができる。ＰＧＤ２０は、信号
を検出すると、ＰＧＤ２０が認可エリアから持ち出されつつあることを警告する大音量の
可聴信号を（スピーカ３６等により）生成するように構成することができる。ＰＧＤ２０
は、警告メッセージをプレーヤに表示するように構成することもできる。一実施形態では
、ＰＧＤ２０のメモリは消去して、（ゲームオペレータに戻して装置をリセットせずには
）装置がそれ以上使用されないようにし、仮に装置に関連付けられた任意の重要な情報が
あった場合にプレーヤがそれを得るという状況をなくすことによりゲームオペレータを守
ることができる。別の実施形態では、ネットワーク又は通信接続がないとき、ＰＧＤ２０
の動作が単にディセーブル（不能化）される。このようにして、ＰＧＤ２０は、制限され
画定された周界内でのみ動作可能である。これらの実施形態のさらなる詳細を以下におい
てより詳細に提供する。
【００５２】
　これに関連して、ＰＧＤ２０のいくつかの実施形態における利点は、ゲームコードが使
用中以外にＰＧＤ２０に記憶されない、又は存在しないように構成可能なことである。特
に、ゲームの提示及びプレーに利用されるゲームコードは、ゲームサーバ７０等の遠隔に
記憶することができる。ゲームデータは、ゲームを提示する許可がある場合のみ、ＰＧＤ
２０に転送することができる。したがって、このような実施形態では、装置が盗まれても
、泥棒が、所有権のある重要なゲームコードを得ることにならない。もちろん、他の実施
形態は、特に、コード、プログラム、又はプログラムの部分が盗難又は調べられても、ゲ
ームオペレータにとって特に問題ではない場合、このようなゲームコード、ゲームコード
の部分、及び／又は他の関連システムプログラムをＰＧＤに記憶したままにすることがで
きる時間を含むことができる。例えば、単に特定のタイプのゲームをディスプレイに表示
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する仕方をＰＧＤに命令するが、乱数発生器（「ＲＮＧ」）機能、他のゲーム結果プログ
ラムコード、又は他の所有権を有する機密コードをまったく含まないコードの部分は、将
来使用するためにＰＧＤに残したままにしておいたほうがよく、それにより、所与のゲー
ム又はゲームセッションに求められるダウンロード量が最小化される。
【００５３】
　本発明の１又は複数の実施形態では、ＰＧＤ２０は特定のプレーヤに向けて「カスタマ
イズ」することができる。一実施形態では、プレーヤはプレーヤアカウントを作成するこ
とができる。このアカウントは、クレジット情報を含むのみならず、プレーヤ参照情報を
含むこともできる。例えば、プレーヤは、特定のゲームをプレーし、特定の金種で賭ける
ことを好むことを指定することができる。これらの好みは、プレーヤがサインアップシー
ト上で示し、次に、サインアップシートを使用してアカウントを作成することにより、又
はプレーヤがアカウント生成に使用できるプログラムインタフェースに入力することによ
り作成することができる。ＰＧＤ２０は他の様式でカスタマイズすることができる。例え
ば、ＰＧＤは、グラフィカルユーザインタフェースを介して情報を表示するように構成す
ることができる。インタフェースの要素の色（複数可）をパーソナライズすることができ
る。さらに、メニュー、「ボタン」レイアウト等をカスタマイズすることもできる。一実
施形態では、プレーヤの好みは、プレーヤカード又は他のポータブル入力装置に記憶する
こともできる。
【００５４】
　例えば、プレーヤは、プレーヤアカウントを作成するとき、好みを入力することができ
る。これらの好みは、ポータブルカードに記憶することができる。プレーヤは、ＰＧＤ２
０を使用して、個人情報を読み取り、それに従ってＰＧＤ２０を構成することができる。
一実施形態では、プレーヤに、各自のプレーヤアカウントに関する情報を含むプレーヤカ
ードが発行される。プレーヤがプレーヤカードをＰＧＤ２０のカードリーダ５０に通すと
、アカウント番号等のプレーヤアカウントに関する情報を提供することができる。次に、
プレーヤアカウントにアクセスし、アカウント内の情報を使用してＰＧＤ２０をパーソナ
ライズすることができる。例えば、ＰＧＤインタフェース６２はプレーヤアカウント情報
を使用して、パーソナライズされた表示メニューを生成し、又はプレーヤのデフォルト賭
け金でカスタマイズされたようにプレーヤの好きなゲームを自動的に提示することができ
る。
【００５５】
　本発明の別の実施形態について、図４～図７を参照して説明する。これらの図は、上述
したＰＧＤ２０等のゲーム装置を使用してゲームを提示する方法の一実施形態を示す。本
発明の他の各種特徴が示され、この方法に関連して以下において説明されるが、特徴が単
独で、又は他の組み合わせで、且つ他の使用方法で実施されてもよいことが理解される。
開示される各種方法ステップは特定の順序で提示されるが、他の順序も可能であり、又は
好ましくさえある場合もあることが理解されるであろう。例えば、プレーヤがクレジット
を購入することができ、それからプレーヤの身元が確認且つ／又は認証されることが開示
されるが、場合によってはこれらのステップの順序を逆にしたほうが好ましいことがある
。
【００５６】
　図４は、本発明によるゲームを提示する一方法を示す。図示したように、方法は、上述
したようなシステム６０を介して実施することができ、システムは１又は複数のＰＧＤ２
０を備える。図示のように、本発明の方法は、プレーヤがゲーム装置を得るステップＳ１
から始まる。ゲーム装置は、上述したＰＧＤ２０、ＰＤＡ、ラップトップ、携帯電話、又
は他の適した電子装置等の種々のタイプであってもよい。装置はポータブルであってもな
くてもよく、システムの他の装置から離れて配置してもよい。さらに、ＰＧＤは、カジノ
又は他のゲームオペレータから提供されるか又は購入されるものであってもよい。別法と
して、ＰＧＤは、プレーヤが所有及び提供するような、普通はシステム外部からのもので
あってもよい。場合によっては、適したＰＧＤの第三者プロバイダも代替形態であっても



(21) JP 2008-546443 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

よい。
【００５７】
　ステップＳ２において、プレーヤは１又は複数のゲームをプレーする権利を購入するか
、又は取得する。このような一方法を図５を参照して詳細に説明する。図５に示すように
、ステップＳ２Ａにおいて、好ましくは、プレーヤに、少なくとも、１又は複数のゲーム
プレーイベントを購入する選択肢が提示される。示すように、プレーヤには、プレーヤア
カウントに関する選択肢等の種々の他の選択肢を提示することもできる。上述したように
、プレーヤは、例えば、ゲーム購入又は賭け金を出すために価値を提供するために使用す
るアカウントを有する。アカウントには、銀行又は他の金融エンティティを関連付けるこ
とができるか、又はカジノ又はゲームプレゼンターを関連付けることができる。示す実施
形態では、プレーヤには、（ａ）アカウントを照合確認する、（ｂ）ゲームを購入する、
（ｃ）アカウントに関する問い合わせをレビュー又は作成する、（ｄ）現金を引き出す、
又は（ｅ）現金を入金するという選択肢が提示される。選択肢（ａ）及び（ｃ）～（ｅ）
は、種々の様式で実施され得るため、本明細書において詳細に説明しない。しかし、これ
らの選択肢には、ユーザがアカウントにアクセスし、入金し、引き出し、アカウント情報
を得る等を行えるようにする各種方法の関連付けることができる。
【００５８】
　プレーヤが選択肢（ｂ）を選択した場合、ステップＳ２Ｂにおいて、プレーヤは１又は
複数のゲーム又はゲームイベントを購入することが許される。この機能は種々の様式で実
現される。一実施形態では、この選択により、ＰＧＤ２０がゲームサーバ７０に接続され
る。好ましくは、次に、プレーヤは賭け金額を選択又は入力する。例えば、プレーヤは、
１００．００ドルの価値のゲームをプレーすることを選択することができる。ステップＳ
２Ｃにおいて、プレーヤは、賭けると選択した金額を表す価値を提供する。上述したよう
に、プレーヤはクレジットカードを使用して、この支払いを提供することができる。ＰＧ
Ｄ２０が例えば、貨幣識別器又は硬貨選別器を備えることにより支払いを受け入れるよう
に構成されている場合、プレーヤは現金を使用することもできる。一実施形態では、プレ
ーヤは、カジノ又は他のゲームプロバイダを使用して確立されたプレーヤ金融口座を利用
することができる。提供される価値は、プレーヤポイント又はゲームプロバイダが受け入
れる他の特徴等の金銭価値以外を含むことができる。
【００５９】
　ステップＳ２Ｄにおいて、プレーヤはプレーする１又は複数のゲームを選択する。一実
施形態では、プレーヤに、ゲームが選択されるメニューを提示することができる。プレー
ヤは、プレーする１又は複数のゲームを選択することができる。一実施形態では、プレー
ヤに、賭け金額に関連してプレーされるゲーム数に関する情報を提供することができる。
例えば、プレーヤは、賭け金１００．００ドルを選択してビデオポーカーゲームをプレー
することができる。次に、特定の各ゲームに賭けたい金額を示すようにプレーヤに求める
ことができる。例えば、各ゲームに０．２５ドル賭けたいのか、それとも１．００ドル掛
けたいのかを示すようにプレーヤに求めることができ、又はデフォルト賭け金をゲームの
うちの１又は複数に適用することもできる。プレーヤが各ゲームの賭け金に１．００ドル
を選択するか、又はデフォルト賭け金が各ゲームで１．００ドルであり、プレーヤが１０
０．００ドル掛けた場合、ゲームサーバはプレーヤに、１００回のビデオポーカーゲーム
をプレーする資格を得たことを示すことができる。
【００６０】
　上記ステップの一般的な目的は、プレーヤがプレーを望み、且つ賭け金又はプレーの支
払いを提供したゲーム数を定義することである。述べたように、ゲーム数は、プレーヤが
掛けたい総額及び各ゲーム当たりの賭け金額又は各ゲームをプレーするコストを含む複数
の要因に応じて異なる。したがって、ステップは各種要因に応じて異なる。例えば、ゲー
ムプレーパッケージをプレーヤ選択に提供することができる。ゲームプレーパッケージは
、ビデオポーカーゲームを２５．００ドル等の特定の賭け金で各ゲームにつき１．００ド
ルで２５回プレーするか、又はさらに割り引く選択肢を含むことができる。この例では、
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プレーヤはゲームプレーパッケージのうちの１つを選択して、適当な賭け金を出す必要が
あるだけである。
【００６１】
　次に、プレーヤの身元及び／又はプレーヤがゲームをプレーする権利を確認することが
できる。一実施形態では、ステップＳ２Ｅにおいて、プレーヤに関する特定の情報が得ら
れる。示すように、この情報は、プレーヤの指紋等の生体認証情報を含む。ステップＳ２
Ｆにおいて、集められた情報を使用して、プレーヤを識別し、且つ／又はゲームをプレー
する資格を確認する。一実施形態では、これは、集められた生体認証情報を記憶されてい
る生体認証情報と比較することを含む。例えば、プレーヤがカジノに金融口座を開設する
ときに、又はＰＧＤ２０を借りるときに、プレーヤに生体認証情報の提供を求めることが
できる。この情報は、確認プロセスに使用するために記憶される。他の情報を使用してプ
レーヤを識別し、且つ／又はゲームプレーの資格を確認してもよいことが理解されよう。
例えば、確認は、パスワード等の識別子の使用を通じて実現してもよい。網膜スキャン、
顔の特徴（カメラ４１を使用してプレーヤの画像を取り込むこと等により）、又は他の認
証を介するもの等の他の生体認証を使用してもよい。
【００６２】
　一実施形態では、確認ステップは、プレーヤがゲームをプレーする法定年齢であるかを
確認することを含む。一実施形態では、年齢が確認されたプレーヤしか、口座の開設、Ｐ
ＧＤ２０の取得、又はＰＧＤ２０でのプレーが許可されない。この構成では、プレーヤは
、第１に法定年齢になっていなくては口座又は装置にアクセスすることができないため、
プレーヤの生体認証情報がファイル上の生体認証情報に一致した場合に、確認が保証され
る。これにより、例えば、未成年が他人のＰＧＤ２０を使用してゲームをプレーすること
が回避されると共に、許可を受けたプレーヤ以外の第三者が有効なＰＧＤ２０を使用する
ことが回避される。このようなプレーヤの確認又は認証の手順は、１又は複数のシステム
サーバ又は構成要素、例えば、図９の認証サーバ９６等により実行することができる。
【００６３】
　ステップＳ２Ｇにおいて、ゲームサーバ７０はゲーム情報を提供する。一実施形態では
、上述したように、これは、ゲームコードをＰＧＤ２０にダウンロードすることを含む。
ゲームコードは、ＰＧＤ２０がユーザが選択した１又は複数のゲームを提示できるように
する実際の実行可能コードを含む。本発明の一実施形態では、基本ゲームコードはＰＧＤ
２０に記憶されることができるか又は存在することができる。このゲームコードは、それ
自体ではＰＧＤ２０にゲームを提示させることができない。この構成では、ＰＧＤ２０が
ゲームを提示するには、追加のコード又はデータをＰＧＤ２０に供給しなければならない
。他の実施形態では、ＰＧＤに記憶されている基本ゲームコードがより大きくてよく、場
合によっては、ＰＧＤのゲームプレー及びゲーム提示のかなりの能力又は完全な能力をイ
ネーブルさせるように、ＰＧＤの記憶装置及び計算機能をさらに使用することが望ましい
ことがある。このような場合は、より詳細に後述するように、システムサーバからの１又
は複数のプログラム全体のコマンドダウンロードを含む。
【００６４】
　一実施形態では、ゲームサーバ７０は、ゲーム結果及び／又は配当表情報を送信するよ
うに構成される。ゲーム結果情報は、好ましくは、ＰＧＤ２０に提供されたときに、ＰＧ
Ｄ２０に結果データに関連する特定の結果を有するゲームを提示させるランダムに生成さ
れたゲーム結果データを含む。例えば、ゲーム結果データは、ゲームコードに提供される
と、ゲームコードにその対応する結果を有するゲームを提示させる数値コード等の乱数に
より生成される結果を含む。「スロット」タイプのゲームの場合、結果コードは勝ち結果
「チェリー３個」を表すことができる。他の実施形態では、結果コードは、ゲームコード
を使用してゲームを提示するために使用されるより詳細なデータを含むことができる。例
えば、データは、ブラックジャックゲームでプレーヤに配るべき特定のカードと共に、捨
てたいカードに基づいてプレーヤが選択できる可能な追加のカードを表す。ゲームサーバ
７０によりＰＧＤ２０に提供されるデータはプレーされるゲーム数に依存することが理解
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されよう。例えば、プレーヤが、各賭けゲーム当たり１．００ドルで、賭け金１００．０
０ドルを選択した上記に提供された例では、ゲームサーバは、少なくとも１００のゲーム
に関する情報を提供しなければならない。しかし、プレーヤが賭け金レベルを変更できる
場合、及び／又は最初に購入してプレーした１００ゲームでの累積勝ちで追加のゲームを
プレーできる場合等、さらなるゲームについての情報が望ましい場合がある。
【００６５】
　示したように、データは配当表データを含むこともできる。このデータは有用であり、
結果及び／又は勝ち結果の支払額を計算している。配当表は一般に、ゲーム結果から独立
しているが、賭け金額に応じて異なることが理解されよう。したがって、配当表は、プレ
ーヤが異なる賭け金額を選択する場合に、勝ち金額を計算する必要がある。一実施形態で
は、追加のデータがＰＧＤ２０に提供される。このデータは、プレーヤに関する生体認証
データ及び／又は全地球測位システム（「ＧＰＳ」）データを含み得る。データ又は情報
がステップＳ２ＨにおいてＰＧＤ２０に提供されると、ゲームサーバ７０は、好ましくは
、後の照合確認のために情報を金融サーバ６８に送る。この情報は、例えば、データがＰ
ＧＤ２０に提供された各ゲームに関連する勝敗に関するデータを含む。このようにして、
プレーヤがゲームをプレーするときに、各ゲームに関連する勝敗を追跡して確認すること
ができる。
【００６６】
　再び図４を参照すると、ステップＳ３において、プレーヤはゲームセッションを開始す
る。プレーヤは、例示的なＰＧＤ２０等のＰＧＤ又は上述したような他の任意の適したゲ
ーム装置を得る。セッションを開始するには、プレーヤに特定のソースからＰＧＤを得る
ように求めてもよく、又はユーザは単に装置をオンにするだけ等でもよい。好ましい実施
形態では、ステップＳ４において、通信がゲームサーバ７０とＰＧＤとの間で開始される
。一実施形態では、情報がゲームサーバ７０からＰＧＤに送信され、ＰＧＤにより受信さ
れると、ゲームを提示するモードにＰＧＤを保つ。したがって、この情報は「アクティブ
化情報」と呼ぶことができる。この情報は、ＰＧＤに断続的に送信されるデータを含むこ
とができる。情報送信の間隔は様々であってもよいが、５秒～３０秒である。
【００６７】
　このような実施形態は、ＰＧＤが本質的に遠隔サーバの洗練されたディスプレイであり
、遠隔サーバが真に１又は複数の対象となるゲームを実行しているエンティティであるよ
うな、ＰＧＤ及びサーバが関与する「シリアル」のアクション単位のプロセスとみなすこ
とができる。１又は複数のシステムプログラムをＰＧＤに完全にダウンロードして「オフ
ライン」ゲームを拡張させることを含む代替的な「コマンドダウンロード」実施形態を、
以下においてさらに詳細に提供する。いずれの形態の実施形態でも、アクティブ化情報及
び／又はプログラムコマンドダウンロード情報は、無線通信リンクを介して送信される。
好ましくは、送受信器６４及び各種中継器６６は、それぞれの数、場所、及び電力を含み
、ＰＧＤがアクティブ化情報を受信する「ゲームゾーン」を作成するように構成される。
好ましくは、このゾーン外では、アクティブ化情報及び／又はダウンロード情報はＰＧＤ
により受信されない。
【００６８】
　いくつかの実施形態、特に「シリアル」プロセスを含む実施形態では、ＰＧＤは、特定
の時間期間にわたってアクティブ化情報を受信しない場合、それ以上のゲームプレーを自
動的に阻止するように構成される。このようにして、ＰＧＤのユーザは、法律で規制され
た（proscribed）ゲームゾーン又はカジノ内等の特定の指定エリア内以外でゲームプレー
に参加することができない。いくつかの実施形態では、ＰＧＤ２０の特定の特徴は、アク
ティブ化情報から独立してアクティブ化されたままである。例えば、プレーヤがゲームを
プレビュー等することができる他の各種メニュー特徴は、引き続きアクティブなままにす
ることもできる。プレーヤが、カジノ所有のＰＧＤ２０以外の装置、例えば、外部の個人
所有のＰＤＡ等を介してゲームをプレーしている場合、ゲームプレーから独立した特徴等
の各種特徴は、アクティブなままであってもよい。
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【００６９】
　一実施形態では、ステップＳ５において、ＰＧＤはゲームプレーについて確認される。
図６はこのような方法の一例を示すが、他の方法を使用してもよい。図６を参照すると、
ステップＳ５Ａにおいて、生体認証及び／又は他の確認情報がプレーヤから得られる。一
実施形態では、これは、ＰＧＤの指紋リーダ４９を使用して指紋情報を読み取ることを含
むことができる。さらに、一実施形態では、ＰＧＤの場所に関するＧＰＳデータがＰＧＤ
より得られる。ステップＳ５Ｂにおいて、好ましくは、生体認証情報が前に得られた生体
認証情報（図５のステップ１Ｇ参照）と比較される。ステップＳ５Ｃにおいて、生体認証
情報が一致しない場合、ステップＳ５Ｄにおいてセッションは終了する。他の実施形態で
は、生体認証情報が一致しない場合、プレーヤに対して、１又は複数の追加の回数分、指
紋を再スキャンする等により生体認証情報を一致させるように試すことを求めることがで
きる。
【００７０】
　生体認証情報が一致する場合、ステップＳ５Ｅにおいて、ゲームサーバ６８からのアク
ティブ化情報が評価される。これは、情報の品質又は受信時刻を評価し、特定の基準又は
要件を満たしているか否かを判断することを含む。アクティブ化情報が要件を満たさない
場合、ステップＳ５Ｇにおいて、セッションは終了する。アクティブ化情報が要件を満た
す場合、ステップＳ５Ｈにおいて、ＰＧＤはゲームプレーについての確認を得る。再び図
４を参照すると、ステップＳ６において、次に、プレーヤはゲームプレーに参加すること
ができる。一実施形態では、プレーヤがプレーすると選択したゲームのうちの１つがプレ
ーヤに提示される。好ましくは、ステップＳ７において、プレーされるべきゲームがまだ
残っているか否か、及びプレーヤがプレーを継続したいか否かが判断される。ゲームがま
だ残っている、又はプレーヤがプレーを継続したい場合、好ましくは、ＰＧＤはステップ
Ｓ５において再確認されてから、次のゲームがプレーのために提示される。
【００７１】
　上述したように、一実施形態では、ゲームがプレーのために提示されるとき、ＰＧＤは
常駐のゲームコードを、ダウンロードされたゲームデータと共に使用して、ゲームを提示
する。ゲームデータは、プレーするゲームの特定の「結果」を表すデータを含むことがで
きる。プレーヤがプレーを止めたい場合、又はすべてのゲームをプレーし終えている場合
、ステップＳ８において、好ましくは、プレーされた１又は複数のゲームの結果がＰＧＤ
に記憶される。これらのゲーム結果は、確認のためにゲームサーバ７０に送信される。ス
テップＳ９において、ゲームプレーが停止すると、いくつかの実施形態、特にＰＧＤとサ
ーバとの間に「シリアル」ゲームプレープロセスを含む実施形態では、ゲームサーバ７０
はアクティブ化情報を送信するのを止め、これにより、ＰＧＤのプレーヤによるゲームプ
レーへのそれ以上のいかなる使用も阻止する。
【００７２】
　ステップＳ１０において、好ましくは、ゲーム結果が確認される。図７は、このような
方法の一実施形態を示す。ステップＳ１０Ａにおいて、ＰＧＤはゲームサーバ７０との通
信リンクを確立する。ステップＳ１０Ｂにおいて、認証が行われる。好ましくは、この認
証は、プレーヤが、個人識別番号（「ＰＩＮ」）又は（上述したような指紋のような）生
体認証等の他の識別子を提供することを含む。認証が成功した場合、認証サーバ９６はゲ
ームサーバ７０、金融サーバ６８、及び／又は１つ若しくは複数の他のシステム構成要素
に、現在のプレーヤがプレーに承認されたことを通知することができる。次に、ステップ
Ｓ１０Ｃにおいて、ゲームサーバ７０は、好ましくは、金融サーバ６８との通信リンクを
確立する。ゲームサーバ７０は、ＰＧＤにより提供されたゲーム結果データを送信する。
この情報は様々であるが、特定のＰＧＤ又は「ゲームセット」を識別する情報並びに各ゲ
ームの勝敗情報及び／又は総合的な勝ち若しくは負け情報を表す金銭差引残高等のゲーム
の結果を含むことができる。
【００７３】
　ステップＳ１０Ｄにおいて、金融サーバ６８は、ゲーム情報が当初生成された（図５の
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ステップＳ１Ｈ参照）ときにゲームサーバ７０により提供された、前に提供されたセッシ
ョンデータを検索する。ステップＳ１０Ｅにおいて、一実施形態では、金融サーバ６８は
ゲームデータに関連する結果を生成する。これは、金融サーバ６８が、各ゲーム結果に関
連する金銭的な勝ち又は負け並びに全ゲームの総合的な勝ち又は負けを判断することを含
む。ステップＳ１０Ｆにおいて、金融サーバは、ＰＧＤにより提供された結果データを、
ゲームサーバ７０が生成したゲームデータに基づく結果データと比較する。
【００７４】
　ステップＳ１０Ｇにおいて、データが同じではない場合、ステップＳ１０Ｈにおいて、
好ましくは、プレーヤに照合確認の不一致が通知される。次に、プレーヤは、ステップＳ
１０Ｉにおいて、カジノの担当者とコンタクトをとってこの問題をさらに調べる等により
、助けを求めるように勧められる。ステップＳ１０Ｊにおいて、金融サーバ６８は、好ま
しくは、この問題を調べる際に担当者が使用するために、照合確認の実行に使用されたデ
ータを記憶する。ステップＳ１０Ｇにおいてデータが照合確認される場合、ステップＳ１
０Ｋにおいて、好ましくは、特定のゲームの勝ち又はゲーム群の総合的な勝ちが所定の閾
値を超えているか否かが判断される。超えている場合、好ましくは、ゲーム結果は再度確
認される。このステップは、ゲームの勝ちを確かめる等のさらなる監査手順を含むことも
できる。このさらなる照合確認に失敗した場合、プレーヤに、ステップＳ１０Ｉでのよう
に担当者にコンタクトをとるように勧めることができる。
【００７５】
　ステップＳ１０Ｋにおいて、勝ち金額が閾値未満である場合、ステップＳ１０Ｌにおい
て、プレーヤに、照合確認が行われたことが通知される。ステップ１０Ｍにおいて、好ま
しくは、プレーヤにあらゆる勝ち金額が支払われる。プレーヤがゲーム金融口座を有する
場合、これは、金融サーバ６８が単に、プレーヤの口座情報を更新することを含む。プレ
ーヤには、チケット、クレジットカード口座への入金等の他の様式で勝ち金額を支払うこ
ともできる。ステップＳ１０Ｎにおいて、好ましくは、金融サーバ６８は、プレーヤによ
るレビューのために勝ち情報をＰＧＤに送信する。例えば、ＰＧＤに、「おめでとうござ
います。１０１５クレジットを獲得しました。口座への入金が完了しており、現在の合計
クレジットは１８７３です」等のメッセージを表示させることができる。
【００７６】
　本発明のさらなる態様について図８を参照して説明する。上述したように、一実施形態
では、プレーヤは本質的に、１又は複数のゲームをプレーする権利を購入し、ゲームの結
果を定義するか、又はゲームの結果を含むデータ又は情報が、後のゲームプレーで使用す
るために生成される。図８は、ユーザがプレーするゲームを購入できるシステムを示す。
図示のように、システム６０は、１又は複数のステーション８０を備えることができる。
ステーション８０は、売店等の専用ステーションを含んでもよく、ホームコンピュータを
含んでもよく、又は後述するように独立型ゲーム機の形態をとることさえ可能である。図
示のように、ステーション８０は、プロセッサ８２、モニタ８４、及びキーボード８６を
有するデスクトップコンピュータの形態を有する。ステーション８０は、種々の他の形態
を有し得る。ステーション８０は、好ましくは、例えばインターネット又は専用通信リン
クを介して、ゲームサーバ７０と１回又は複数回リンクされる。
【００７７】
　一実施形態では、ユーザは、ステーション８０を利用して、プレーするゲームを購入す
ることができる。一実施形態では、ステーション８０は、ゲームを購入する際、又は口座
管理等の他のアクティビティに参加する際に、メニュー又は他の情報をユーザに表示する
ように構成される。一実施形態では、プレーヤがプレーするゲームを首尾良く購入した場
合、ゲームサーバ７０は、ゲーム結果情報を売店７０に送信するように構成することがで
きる。次に、ゲーム結果情報をスマートカードインタフェース９０に向けることができ、
そこで、データをプレーヤのスマートカード９２に書き込むことができる。データがカー
ド９２に記憶されると、プレーヤはデータを取り出してから、上述した例示的なＰＧＤ２
０等の適したＰＧＤに入力することができる。ゲーム装置に入力されると、その情報をカ
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ード９２から読み出して、１又は複数のゲームを提示する際に使用することができる。
【００７８】
　別の実施形態では、ステーション８０はドッキングステーション８８を含むことができ
る。ＰＧＤ２０は、ドッキングステーション８８とインタフェースし、情報をステーショ
ン８０とＰＧＤ２０との間で伝送できるように構成することができる。一実施形態では、
ゲーム結果情報は、ドッキングステーション８８を介してＰＧＤ２０に提供することがで
きる。この実施形態では、ユーザは、ＰＧＤ２０を得てから、ＰＧＤ２０をドッキングス
テーション８８に関連付けてもよく、又はＰＧＤ２０がすでにドッキングステーション８
８に関連付けられており、本質的にその場所から「貸し出され」てもよい。いくつかの実
施形態では、ドッキングステーション８８及び／又は全体ステーション８０は、より詳細
に後述するように、独立型ゲーム機の形態であってもよく、又は独立型ゲーム機に取り付
けられてもよい。これらの実施形態では、ゲームを実施するステップの厳密な順序が図４
～図７において記したものと異なってもよいことが理解されるであろう。
【００７９】
　本発明によれば、プレーヤは、ＰＧＤを介して特に上述したもの以外の広範囲の商品又
はサービスにアクセスすることが可能である。例えば、プレーヤは、ルームチャージアカ
ウントにアクセスして、ホテルでの滞在に関連する現在の部屋の料金を見ることができる
。プレーヤは、例えば、バレット（valet：係員）券識別番号を入力することにより係員
付き駐車サービス（valet service）から自分の車を要求することができる。プレーヤは
、広範囲の他の商品、サービス、又は情報を得るか、又は広範囲の他のアクティビティに
参加することができる。
【００８０】
　本発明のＰＧＤは多くの利点を有する。第１に、プレーヤはＰＧＤを使用して、固定場
所以外でゲームに参加することができる。プレーヤは、従来の固定ゲーム装置の場所から
移された（removed）場所でゲームをプレーすることができる。こういった場所としては
、プレーヤのホテルの部屋、レストラン、バー又はラウンジ、スポーツブック、ホテル／
カジノのプールエリア、及び固定ゲーム装置から離れた広範囲の他のエリアを挙げること
ができる。もちろん、プレーヤは、据置きのゲーム機エリアでＰＧＤを利用してゲームに
参加することもでき、さらにはＰＧＤ及び据置きの独立型ゲーム機の両方で同時にプレー
されるゲームに参加することさえも可能である。
【００８１】
　ＰＧＤの別の利点は、この装置が容易に可搬なことである。プレーヤは、レストランか
らホテルの部屋等、場所から場所に移動する際に装置を携帯することができる。したがっ
て、プレーヤが、食事又はカジノ内の或る場所から別の場所への移動等の他のアクティビ
ティに従事している間に、プレーヤのゲームをプレーする能力を邪魔しないことができる
。ＰＧＤの別の利点は、そのコンフィギュレーションにより使用しやすいものとなること
である。ＰＧＤは、好ましくは、ハンドヘルド式で無線式であるため、プレーヤが容易に
持ち運ぶことができる。さらに、例示的なＰＧＤ２０の設計はかなり単純であり、経験の
ないユーザであっても使用法を容易に理解することができる。一般に、ディスプレイに表
示されるか、又はスピーカ３６を通じて可聴的に提供される指示等により、プレーヤにと
って必要な作業を促すことができる。いくつかの実施形態では、プレーヤが、各自に馴染
みのあるＰＤＡ、ラップトップ、携帯電話、又は他の適した個人の装置を使用することが
できることも利点である。
【００８２】
　ＰＧＤ２０はまた多目的であり、プレーヤによるプレーのためにゲームを提示すること
に制限されるものではない。上述したように、ＰＧＤ２０のプレーヤ又はユーザは、ＰＧ
Ｄを利用して、広範囲の情報にアクセスし、広範囲のサービスを得ることができる。プレ
ーヤは、インターネットにアクセスして、そこから情報（ニュース及び天気等）を得るこ
とができ、且つインターネットを通じて（例えば、ウェブサイトを有するベンダーに注文
することにより）商品及びサービスを得ることができる。プレーヤは、部屋、ショー、又
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はレストランの予約をすることができ、ホテル／カジノの情報を得ることができる。
【００８３】
　本発明の一態様は、装置が、ゲームを提示するための常駐のゲームコードを有するが、
追加のゲームデータなしではゲームをプレーすることができない１又は複数のＰＧＤを介
してゲームを提示する方法である。好ましくは、追加のゲームデータは、ＲＮＧ及び／又
は配当表情報等のゲーム結果データを含む。この構成は、ゲームコードのほぼすべてをＰ
ＧＤに記憶することができ、それにより、ゲームプレーに向けての装置のコンフィグレー
ションに関連するダウンロード時間が低減されるという利点を有する。しかし、同時に、
ＰＧＤは最初に追加データを受信しなければゲームを提示しない。
【００８４】
　ゲームの関連する利点は、プレーヤが１回で複数のゲームの支払いを行うことができる
ことである。各ゲームがプレーされるときに、クレジットカード認証等により各ゲームの
支払いを確認するように強制されずに、プレーヤは複数のゲームの「ゲーム結果」をすべ
て同時に支払う。本発明の一態様として、ゲーム結果は、スマートカード等のゲームカー
ドに提供することができる。次に、プレーヤはゲーム結果を保持して、それを使用して、
様々な時に、様々な場所でゲームをポータブル装置（例えば、ＰＧＤ）でプレーすること
ができる。例えば、プレーヤは、１００のゲームを購入し、関連する「結果」をプレーヤ
カードに記憶することができる。ＰＧＤは結果情報を読み取り、これを使用してゲームを
プレーヤに提示することができる。次に、プレーヤは、ゲームの追加を後の時間にプレー
することを選択することができ、後の時間のプレーは異なる装置を使用してであっても可
能である。その後の時間に、結果情報を再び読み取って使用して、追加のゲームを提示す
ることができる。
【００８５】
　本発明の別の利点は、ＰＧＤが適正な場所（複数可）で、適正なプレーヤ（複数可）に
より使用されており、且つ／又は盗まれていない若しくは改竄されていないことを保証す
る構成である。説明したように、これは、アクティブ化情報がＰＧＤに送信され、その情
報が受信されていない、又は確認されない場合、ＰＧＤはプレーするゲームを提示さず、
且つ／又はアラーム若しくは他の警告信号を発することができるシステムを含む。これは
、例えば、ユーザがＰＧＤを持ち出すこと、又は認可されていない場所で使用しようとす
ることを防ぐ。これはまた、未成年者による使用等、不正又は認可されていないＰＧＤの
使用を防ぐこともできる。このような「仮想リーシュ」タイプの構成のさらなる詳細を以
下において提供する。
【００８６】
プロセスタイプＩＩ：ビデオクリップベースのＰＧＤプロセス
　図１０及び図１１に示す本発明の別の態様では、１又は複数の事前購入済みチャンスゲ
ームを選択的に表示する、全体的に１１６で示されるモバイルゲームシステムが提供され
る。モバイルゲームシステム１１６は、遠隔ＰＧＤ（図１に表されるＰＧＤ２０等）と、
中央ゲームシステム１２０とＰＧＤとの間で通信して、第１の時間に中央ゲームシステム
により生成された、１又は複数の事前購入済みチャンスゲームのプレー及び結果を表すプ
レビュー済みゲームデータを選択的に受信するようになっている通信インタフェース１１
８（図１１）と、を含む。遠隔ＰＧＤ２０は、表示画面３４を支持する筐体２２及び１又
は複数の入力機構４６をさらに備える。１）プレビュー済みゲームデータのプレー又は処
理を開始し、且つ２）第１の時間後の時間をずらした第２の時間に、１又は複数のチャン
スゲームのプレー及び結果を表示画面３４に選択的に表示するように構成されるゲーム装
置のマイクロプロセッサ装置５２が含まれる。
【００８７】
　したがって、本発明のこの態様では、第１の時間に、１又は複数のチャンスゲームは事
前購入され、中央ゲームシステム１２０（例えば、バックエンドサーバ）で事前実行され
、その後、そのプレー及び結果を、第１の時間後の第２の時間にＰＧＤ２０でプレーして
閲覧することができる。したがって、事前購入済みチャンスゲームは、安全なゲーム環境
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又はシステム（例えば、中央ゲームシステム１２０）で完全に実行されてから、プレビュ
ー済みゲームデータの形態で遠隔ＰＧＤに転送されて、プレーヤが暇なときに各自の遠隔
ＰＧＤ上でチャンスゲームのプレー及び結果が完全にリプレー実行される。本質的に、事
前購入済みチャンスゲームのプレー及び結果は、ゲーム装置でプレーされ閲覧される前に
サーバ側で「既知」であり、承認される。プレビューされたゲームデータが遠隔ＰＧＤに
転送されると、ＰＧＤは単に、チャンスゲームのプレー及び結果を見るために適用される
だけである。したがって、最も基本的なレベルでは、ゲームのプレー及び結果のビデオク
リップ（複数可）が、サーバからモバイルゲーム装置に転送又はダウンロードされて、第
２の時間に時間をずらしてリプレーされる。ＰＧＤは本質的に、ビデオクリップの次の「
フレームシーケンス」で何が起こるのかを見ることができるようにする、おそらくボタン
を押下するだけのこと以外のあらゆるプレーヤ入力をなくした表示機構に格下げされる。
例えば、複数のゲームビデオクリップをサーバ又はバックエンドで、第１の時間に事前生
成することができる。顧客が、後の第２の時間に見るために１又は複数の事前生成ゲーム
を購入した場合、このデータを、設定された順序、シーケンス等なしでＰＧＤに割り振る
（例えば、ランダムに）ことができる。ＰＧＤは単に、第１の時間に安全な環境ですでに
行われたイベントに関連するビデオクリップを再生するだけである。しかし、プレーヤに
とってはこの局面は未知であり、関心を持つ可能性は低い。
【００８８】
　この手法は、連続した「プレー」及び「結果」が単にビデオクリップ又はセッションフ
ァイルの形態にすぎず、払い出し及び／又は紛争の解決のためにサーバにより明確に定義
されて記録が残されるため、改竄の危険性を大幅に低減する。このように、セキュリティ
問題にサーバ側から対処する。したがって、勝つビデオゲームを「選択」して「選ぶ」こ
とができないため、ハッカーにとって「先見」してどのゲームが好都合であるかを判断す
ることに利益はまったくない。
【００８９】
　本発明の別の態様では、１又は複数のチャンスゲームのＰＧＤ２０での閲覧済みのプレ
ー及び結果を表す閲覧後ゲームデータが、中央ゲームシステムに記憶されているプレビュ
ー済みのゲームデータと突き合わせられて、又は照合確認されて、ＰＧＤから転送された
ゲーム結果を認証する。明白なように、このようなデータ認証は、データ改竄の危険性を
大幅に、さらに高い程度で低減するために望ましい。この形態の遠隔ゲームは、チャンス
ゲームのプレー及び結果の閲覧をオフラインで行うことができるという点で極めて有利で
ある。手短に言えば、モバイルゲーム装置のプレーヤがゲームを実行中に、ＰＧＤ２０が
バックエンドゲームシステムに接続されていない間に、プレーのオフライン構成要素が実
行されるのに対して、プレーのオンライン構成要素は、チャンスゲームの事前購入、ポイ
ント回収、現金化、及び／又はプレーの照合確認のためのバックエンドゲームシステムと
の同期等の時に行われる。このようにして、すべての取引が法的カジノ管轄内で行われる
。
【００９０】
　さらに、本発明は、スタンドアロンモバイルゲーム方法を提供し、完全オフラインゲー
ムプレー（即ち、プレー及び結果の閲覧）を、プレー及び結果をモバイルゲーム装置で表
示している間にインターネットを通じての接続又は他のあらゆるネットワーク接続を必要
とせずに、又はプレーヤがカジノ施設に物理的に存在する要件なしで実施する。したがっ
て、携帯電話ネットワークカバレージ等のあらゆるタイプのネットワーク接続を利用でき
ない場合であっても、モバイルゲーム装置上のゲームをほぼどこでも実行することができ
る。
【００９１】
　再び図１０を参照して、本発明のこのモバイルゲーム態様についてこれよりさらに詳細
に説明する。本発明によれば、モバイルゲームシステム１１６全体は、中央ゲームシステ
ム１２０及び例示的なＰＧＤ２０等の１又は複数の遠隔ゲーム装置を含む。中央ゲームシ
ステム１２０は通常、ネットワークシステム等を通じて相互接続されたマスタゲームサー
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バ７０及び複数のスタンドアロンゲーム端末（図示せず）を含む。手短に言えば、中央ゲ
ームシステムは、大型単一サーバ装置を含むことができるが、協働して中央ゲームシステ
ムを形成する複数の相互接続されたサーバにより提供されるほうが好ましい。図３におい
て上で説明したように、例えば、これらはマスタゲームサーバ７０、金融サーバ６８、予
約サーバ７２、会計サーバ等を含むことができる。例えば、会計サーバは、各種クレジッ
トイン取引／クレジットアウト取引を認可し、クレジットカード取引を有効化し、クレジ
ット間転送円滑化を行うために利用される。サーバはまた、システムネゴシエーションを
介してゲーム装置から従来の装置（マスタサーバから金融）へのクレジット転送を行える
ようにすることもできる。
【００９２】
　図１を参照して上で説明したように、例示的なＰＧＤ２０は、筐体２２、表示画面３４
、１又は複数の入力装置４６、マイクロプロセッサ装置５２、及び内部メモリ５２を備え
て、ゲームを実行する。即ちモバイルゲーム装置でのチャンスゲームのプレー及び結果を
表示する。好ましくは、遠隔ＰＧＤは個人、モバイル、又はポータブルのゲーム装置であ
るが、本発明のこの態様では、同様にデスクトップコンピュータ又は遠隔に固定された、
即ちスタンドアロンのゲーム装置であってもよいことがさらに理解されよう。しかし、好
ましくは、個人又はモバイルのゲーム装置は、ＰＤＡ、携帯電話、ラップトップコンピュ
ータ、専用モバイルゲーム装置等のほぼあらゆる電子通信ユニットを含む。
【００９３】
　中央ゲームシステム１２０とモバイルゲーム装置２０との間の通信インタフェース１１
８を介した双方向通信は、本明細書においてすでに述べた種々のＩ／Ｏ装置技法（即ち、
無線インタフェース、ＲＳ－２３２ポート３８、ＵＳＢポート４０等）を使用して提供す
ることができるが、通信インタフェース１１８（図１１）は、好ましくは、ＰＧＤから自
在に取り外し可能である。本発明のこの態様では、通信インタフェースは、中央ゲームシ
ステム１２０とモバイルＰＧＤ２０（図１０）との間でスタンドアロンオフラインゲーム
に必要な関連プレビュー済みゲームデータを受信して転送することが可能なリムーバブル
中間通信インタフェース１１８により提供することができる。
【００９４】
　リムーバブル通信インタフェース１１８は、換言すれば、任意の専用スタンドアロンカ
ードリーダ、プレーヤ端末、又は売店１１９に配置されたシステムカードリーダ装置１２
１を通じて中央ゲームシステム１２０とインタフェースすることができる。同様に、リム
ーバブル通信インタフェース１１８は、同様のカードリーダ装置５０を通じて任意のモバ
イルゲーム装置とインタフェースすることができる。例として、システムカードリーダ１
２１を通じて、事前購入済みチャンスゲームのプレー及び結果を表すプレビュー済みゲー
ムデータが、リムーバブル通信インタフェース１１８にダウンロードされて、そのメモリ
ユニットに記憶される。次に、リムーバブル通信インタフェース１１８を取り外して、モ
バイルゲーム装置即ちＰＧＤ２０のカードリーダ５０に挿入することができ、事前購入済
みチャンスゲームのプレー及び結果を見るために選択された、暇な第２の時間に抽出して
処理することができる。特定の一構成では、ユーザの暇なときに、本発明は、前の第１の
時間にゲームサーバで完全に実行されたチャンスゲームのプレー及び結果を、時間をずら
して閲覧できるようにする。
【００９５】
　こうして、本発明は、スタンドアロンモバイルゲーム方法を提供し、完全オフラインゲ
ームプレーの実行を、インターネットを通じたライブ接続又は他のあらゆるネットワーク
接続を必要とせずに実施する。プレーヤは、実際に、モバイルゲーム装置でプレー及び結
果を見ている間にカジノ施設に物理的に存在する必要がない。したがって、携帯電話ネッ
トワークカバレージ等のあらゆるタイプのネットワーク接続を利用できない場合であって
も、ゲームをほぼどこでも実行することができる。
【００９６】
　したがって、リムーバブル通信インタフェースは、もっとも基本的なレベルでは、プレ
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ビュー済みゲームデータを中央ゲームシステム１２０からモバイルゲーム装置即ちＰＧＤ
２０に転送して、第２の時間に時間をずらしてプレー及び結果を行えると共に、データ照
合確認のためにモバイルゲーム装置から元の中央ゲームシステムに閲覧後ゲームデータを
転送することが可能な大容量ポータブルメモリユニットにより提供することができる。こ
のような従来のメモリユニットとしては、コンパクトフラッシュモジュール、フラッシュ
ドライブ、メモリスティック、スマートカード、マイクロドライブ等が挙げられるが、こ
れらに制限されるものではない。
【００９７】
　より好ましくは、データ改竄の危険性を低減するための使用可能データの暗号化及び復
号化、プレーヤを保護するためのプレーヤ識別機能の実行、ゲーム法的管轄内でのゲーム
動作をイネーブルさせるか、又はイネーブルさせないためのＧＰＳロケーション機能等の
増強した機能が可能なリムーバブル中間通信インタフェース１１８を提供することが望ま
しい。例として、図１１に示すように、通信インタフェース１１８は、好ましくは、ＪＡ
ＶＡ（登録商標）ベースのスマートカード、Ｅキードングル、及び他のマイクロコントロ
ーラシステムにより提供され、プロセッサ装置及び内部バッテリを組み込んで、上記機能
の実行を可能にする。
【００９８】
　従来のスマートカードは、コンピュータチップ１２２が埋め込まれたクレジットカード
サイズのプラスチックカードである。チップ１２２は、内部メモリを有するマイクロプロ
セッサか、又は非プログラマブルロジックを有するメモリチップのいずれかであることが
できる。チップ接続は、直接物理的接触又はコンタクトレス電磁インタフェースのいずれ
かを介する。通常、スマートカードに適用されるチップは、マイクロプロセッサチップ及
びメモリチップである。メモリチップは、２つのうちでより安価であるが、それに対応し
て、提供するデータ管理セキュリティは低減する。メモリチップは処理に関してカードリ
ーダのセキュリティに依存し、セキュリティ要件により、カードを低～中のセキュリティ
で使用することができる場合に理想的である。
【００９９】
　一方、マイクロプロセッサチップは、メモリ内の情報の追加、削除、及び他の操作が可
能である。データの暗号化及び復号化が、スマートカードのセキュリティ機能を増大させ
るために好ましいため、このチップが好ましい。マイクロプロセッサチップの、データの
みならずアプリケーションをもダウンロードする能力は、急速に進化している。例として
、ＪａｖａＣａｒｄスマートカードは、Sun MicrosystemsからのＪａｖａ技術に基づく。
Ｊａｖａはオブジェクト指向、プラットフォーム独立、マルチスレッドのプログラミング
環境である。Ｊａｖａは、スマートウェブ及びネットワークサービスの土台であり、プラ
ットフォーム独立を通じて安全な企業の拡張を可能にする。異なるシステムは、基礎を成
すハードウェア又はシステムソフトウェアに関係なく、互いに－Ｊａｖａベースのスマー
トカードからスーパーコンピュータに－通信することができる。
【０１００】
　本発明によれば、リムーバブル通信インタフェース１１８は、好ましくは、プレーヤ認
証及びモバイルゲーム装置の適正な場所ベースの動作を促進するための１又は複数のセキ
ュリティ特徴を備える。例えば、プレーヤに、インタフェースの使用を開始できるように
するために、個人識別番号の入力を求めることができる。別の実施形態では、プレーヤ識
別装置１２３を、プレーヤを識別可能な生体認証センサの形態でスマートカードに組み込
むことができる。より具体的には、生体認証センサ１２３は指紋センサ、マイクロホン等
である。
【０１０１】
　さらに、リムーバブル通信インタフェース１１８は、装置の場所を確認する小型ＧＰＳ
センサ１２４を備えることができる。位置確認を使用して、モバイルゲーム装置又は他の
ＰＧＤ２０が法的ゲーム管轄内でのみ動作していることを保証すると共に、なくなった、
又は盗まれた装置を追跡することができる。リムーバブル通信インタフェースにより、モ
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バイルゲーム装置が制限エリア即ち不法ゲーム管轄内にあることが検出された場合、プロ
グラムロジックは、遠隔通信インタフェースへの、又はそこからのデータ転送又はゲーム
実行を許可しないことができる。ＧＰＳは、全地球測位システムを表し、今日、いつでも
、どんな天気でも、どこでも地球上のＧＰＳセンサの正確な位置を識別可能なより正確な
システムの１つである。手短に言えば、このようなセンサを使用して、リムーバブル通信
インタフェースの場所をおよそ数ｍ以内で突きとめることができる。他の測位技術として
は、三角測量技法が挙げられる。
【０１０２】
　別の特定の実施形態では、モバイルゲーム装置は、中央ゲームシステムとの通信を可能
にする無線通信インタフェース４４（図２）等の第２の補助通信インタフェース、又は補
助通信インタフェースを備えることができる。これは、ＩＥＥＥ８０２．１ｘ、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ、ＩｒＤＡ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、及びＨｏｍｅＲＦ等の任意の無線
通信プロトコルを含んでもよい。補助通信インタフェースは、ＵＳＢポート４０、ＲＳ－
２３２ポート３８、又は汎用Ｉ／Ｏポート等の任意の従来の有線Ｉ／Ｏ装置の接続又はポ
ートにより提供してもよい。
【０１０３】
　より詳細に後述するように、補助通信インタフェースを利用して、ファームウェア更新
、広告、ビデオ更新、ゲーム提示に関連する制御コード、及び選択されたチャンスゲーム
を閲覧するためのゲームロジック等のより大きなソフトウェアアプリケーションを個人ゲ
ーム装置にダウンロードすることができる。一方、モバイルゲーム装置での１又は複数の
チャンスゲームのプレー及び結果に影響するすべてのプレビュー済みゲームデータ並びに
すべての閲覧後ゲームデータは、中央ゲームシステムとのデータ照合確認のために、好ま
しくは、リムーバブル中間通信インタフェースを通じて転送される。しかし、必要であれ
ば両方の通信インタフェースを適用できることが理解されるであろう。
【０１０４】
　これより図１２Ａ～図１２Ｄを参照して、本発明のこの態様の全体的な動作及び応用例
について説明する。本発明のこの態様のゲーム実行は、プレーセッション全体が第１の時
間に、事前購入済みチャンスゲームのプレー及び結果を表すプレビュー済みゲームデータ
の形態でゲームサーバ７０により生成されてから、モバイルゲーム装置にダウンロードさ
れて、後の第２の時間にプレー及び結果が閲覧されるため、受動的な性質とみなされる。
ゲームデータは、ビデオクリップ等のプリセットフォーマット又はｍｐｅｇファイル等の
ゲーム提示ロジックファイルの形態である。最も基本的な形態では、ゲームのプレー及び
結果に関連するビデオデータが、サーバからモバイルゲーム装置に転送又はダウンロード
され、第２の時間に時間をずらしてリプレーされる。結果として、この受動実行実施形態
は、データ改竄の危険性が大幅に低いという点でより安全である。
【０１０５】
　図１０及び図１２Ａに最もよく示すように、動作はステップ１４０から始まり、ステッ
プ１４２において、プレーヤは、モバイルゲームシステム１１６に接続して使用するため
に、例示的なＰＧＤ２０等のモバイルゲーム装置を購入、レンタル、リース等をする。ス
テップ１４４において、プレーヤは、モバイルゲーム装置で見るために１又は複数のチャ
ンスゲームを事前購入することを選択すると、発行されたリムーバブル通信インタフェー
ス１１８（例えば、スマートカード）をシステムカードリーダ１２１に挿入することがで
きる。このようなカードリーダ１２１は、好ましくは、中央ゲームシステム１２０と直接
通信し、ネットワーク接続されたゲーム端末又は売店１１９等のスタンドアロン装置等に
配置することができる。手短に言えば、他の特定の実施形態では、述べたように、ゲーム
装置２０を、プレーヤ端末又はスタンドアロン売店への直接のハード配線により、上記無
線プロトコルの任意のもの（例えば、補助通信インタフェース４４）を通じてゲームシス
テムに接続してもよい。
【０１０６】
　リムーバブル通信インタフェース１１８をシステムカードリーダ１２１に挿入すると、
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初期ログインメニューがプレーヤ端末又は売店の近傍の表示画面（図示せず）に表示され
、選択コマンドを入力するようにプレーヤに指示する。例として、ログインメニューは、
まずＰＩＮコード又は上述した他の生体認証識別情報を入力するようにプレーヤに指示す
ることができる。こういったセキュリティ対策が満たされると、プレーヤは、適宜指示さ
れる情報を入力することにより、より多くのチャンスゲーム上の購入を選択することがで
きる。より詳細に後述するように、このような事前購入ゲームパラメータは、事前購入し
たいチャンスゲーム数及びスロットゲーム、ポーカー、パチンコ、複数参加型（multiple
 hand）ポーカーゲーム、パイゴウポーカー、ブラックジャック、キノ、ビンゴ、ルーレ
ット、クラップ、及びカードゲーム等のビデオゲームのタイプを選択することを含むこと
ができる。１４４において表示メニューから選択可能な他の事前購入パラメータは、賭け
金総額（例えば、クレジット数のドル総額）又は１ゲーム当たりの賭け金のデノミネーシ
ョン（例えば、１ゲーム当たり０．２５ドルベット（賭）又はクレジット数ベット）を含
むことができる。ステップ１４４において、プレーヤは最低でも、事前購入したいゲーム
タイプ及びゲーム数及び／又は所望の賭け金総額を選択しなければならない。このゲーム
事前購入手順について、図１２Ｂのフロー図を参照してより詳細に後述する。
【０１０７】
　プレーするゲームタイプ、ゲーム数、デノミネーションベット等を選択した後、各ゲー
ムのプレーが中央サーバ７０により実行されて、プレビュー済みゲームデータが生成され
る。このデータは、データセッション全体又はビデオデータの形態で、後の第２の時間に
時間をずらして見られるゲームプレゼンテーション全体、事前購入済みゲームのゲームプ
レー、及びゲーム結果を表す。ＰＧＤでのこの形態のゲームは、上述したアクション単位
の「シリアル」プロセス並びに後述するコンピュータプログラム（複数可）の「コマンド
ダウンロード」プロセスといくらか異なることが容易に理解されよう。上記「シリアル」
プロセス実施形態では、アクティビティは一般に、中央サーバとＰＧＤとの間でアクショ
ン単位で常に行われるが、以下の「ダウンロードコマンド」プロセスでは、実際のコンピ
ュータプログラム及びコードがＰＧＤにダウンロードされてＰＧＤで動作する。しかし、
本明細書において述べたように、本「ビデオクリップ」実施形態は、アクション単位のシ
リアル処理が必要なく、且つゲームプレーのかなりの処理又は計算がＰＧＤで必要ないよ
うに、ｍｐｅｇ又は他の同様のプリセットビデオファイルのみのダウンロードを含む。こ
の意味で、これらの「ビデオクリップ」実施形態は、「シリアル」実施形態と「コマンド
ダウンロード」実施形態の両方の各種の利点及び制限を含む。
【０１０８】
　提供される「ビデオクリップ」実施形態内で、記録保持及び照合確認を後で行うために
、ステップ１４６において、プレビュー済みゲームデータ及びすべての購入データがゲー
ムサーバ７０の記録に記録される。中央ゲームシステムによる購入データの記録に含まれ
るのは、ゲーム選択（例えば、リトルグリーンメン（Little Green Men）のゲームテーマ
）、ゲーム購入日時（例えば、２００４／９／２０に購入）、ゲームデータ期限切れ日（
例えば、購入日から３ヶ月（この事前購入済みゲームセット内の最後のチャンスゲームの
結果が生成される時間に対応する「第１の時間」と混同しないこと））、選択されたゲー
ム配当表データ（例えば、ＩＧＴ＃１２３４（リトルグリーンメンに対してゲーム管理委
員会により事前承認された配当表シリアルナンバー、９７％ペイバック、２５セントデノ
ミネーション等））、口座データ（即ち、賭け金総額（例えば、支払われた料金１００ド
ル））、及びゲームデノミネーション（例えば、０．２５ドル）である。また、この購入
記録には、プレーヤ識別データ（例えば、ジョンスミス、プレーヤＩＤ＃３４５６Ｐ及び
必要に応じた法的規制）等のオプションデータを含めることもできる。
【０１０９】
　ステップ１４６における購入データ記録が完了すると、ステップ１４８において、プレ
ビュー済みゲームデータがモバイルゲーム装置２０にダウンロードされる。ここでも、用
語「モバイルゲーム装置」が本明細書での考察に頻繁に使用されるが、任意の適したモバ
イル、ポータブル、又は非ポータブルＰＧＤを本発明において適宜使用することが可能で
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ある。上述したように、プレビュー済みゲームデータは、事前購入済みチャンスゲームの
プレー及び結果のゲームプレゼンテーションを表す。したがって、ダウンロードされるこ
のデータは、ゲームプレゼンテーションのビデオクリップの形態、又はゲームプレゼンテ
ーションを指示するセッションファイル及び事前購入済みチャンスゲームのプレー及び結
果をグラフィックスで示すロジックゲームデータの形態であることができる。
【０１１０】
　このような情報は、プレーを実行し、結果を生成してモバイルゲーム装置に提示するた
めに、モバイルゲーム装置２０に組み込むことが必要である。したがって、転送されるゲ
ームデータは単に、例えばビデオクリップの形態であるため、ディスプレイでのゲームの
プレー及び結果の閲覧を行うために、選択されたゲームテーマに対応するゲームプレゼン
テーションデータ及びゲームロジックデータをモバイルゲーム装置２０に転送する必要が
ない。これにより、ダウンロードされるデータ量を大幅に低減することができる。より重
要なことに、ダウンロードデータは本質的に、「未処理の」データではなくプレー及び結
果の「ビデオ」データであるため、データ改竄を大幅に減らすことができる。したがって
、プレーヤがデータを変更することに利益はまったくない。
【０１１１】
　再び図１２Ａを参照すると、ステップ１５０において、リムーバブル通信インタェース
１１８がモバイルゲーム装置２０に挿入され、プレビュー済みゲームデータがゲームサー
バから転送される。上述したように、各モバイルゲーム装置２０は、リムーバブル通信イ
ンタフェース１１８の形態がスマートカードであれ、Ｅキードングルであれ、フラッシュ
メモリ装置であれ、現場ベースのマシンからの直接ダウンロードであれ、リムーバブル通
信インタフェース１１８の受け入れに適したカードリーダ５０を備える。
【０１１２】
　より詳細に後述するように、図１２Ａのステップ１５２において、特定の一実施形態で
は、オプションの確認イベントを要求することができる。このような確認の利用により、
モバイルゲーム装置での動作プレーを許可するために、プレーヤ識別情報及び／又はプレ
ーヤ位置情報の入力を求めるさらなるセキュリティ対策が提供される。
【０１１３】
　次に、プレーヤは、モバイルゲーム装置２０のオフライン操作を開始して、法的管轄の
問題がなければほぼどこでも、いつでもプレビュー済みゲームデータを見ることができる
。モバイルゲーム装置２０の１又は複数の入力機構４６のプレーヤ操作を通じて、１又は
複数の事前購入済みチャンスゲームのプレー及び結果の閲覧を開始することができる。上
述したように、モバイルゲーム装置の表示装置に示されるチャンスゲームのこのようなプ
レー及び結果「ビデオクリップ」の実行及び閲覧、このうちの最後は第１の時間の後の第
２の時間に生成される。したがって、事前購入済みゲームの時間をずらした実行及び閲覧
をほぼどこでも行うことができる。このとき、プレビュー済みゲームデータは閲覧後ゲー
ムデータになり、閲覧後ゲームデータは、この場合、変更されていなければ本質的に同じ
ゲームデータのデータ照合確認のための専門用語である。他の実施形態では、このような
閲覧後、ゲームデータを閲覧済みと「フラグ」をつけることができる。
【０１１４】
　再び図１２Ａを参照すると、ステップ１５４において各ゲームのプレー及び結果を閲覧
した後、ステップ１５６において、モバイルゲーム装置２０は閲覧がすべて終わっている
か否かを判断する。プレビュー済みゲームデータの閲覧がまだ残っている場合、残ってい
るすべてのゲームがモバイルゲーム装置２０においてなくなるまで、プレーを続けること
ができる。ゲームプレーが残っていない場合、ステップ１５８において、ゲーム装置のマ
イクロプロセッサ装置５２は、閲覧後ゲームデータを再びリムーバブル通信インタフェー
ス１１８に記憶するように指示される。
【０１１５】
　上述したように、特に勝ちゲームセッションの場合に、口座を現金化するため、又はカ
ジノ運営と「精算」するために、プレーヤ又はユーザは、閲覧後ゲームデータを再び中央
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ゲームシステム１２０の会計サーバ６８に通信しなければならない。これは、リムーバブ
ル通信インタフェース１１８をモバイルゲーム装置のカードリーダ５０から取り出して、
中央ゲームシステム１２０の会計サーバ６８と通信可能なシステムカードリーダ１２１に
挿入することにより行われる。これらのカードリーダ１２１は、例えば、ゲーム端末又は
指定の売店に配置することができる。手短に言えば、他の照合確認技法として、ＰＧＤに
より生成される電話コードによる照合確認、秘密鍵（ＰＧＤにより生成される）を使用し
てのインターネットアクセス、及び／又は電話システムを介しての音声識別を挙げること
ができる。
【０１１６】
　したがって、本発明によれば、１６０において、閲覧後ゲームデータを、中央ゲームシ
ステム１２０により生成されて記憶されているプレビュー済みゲームデータと照合確認し
なければならない。このようにして、データを認証して、データ改竄の危険性を大幅に最
小化し、且つ／又は阻止することができる。手短に言えば、閲覧後ゲームデータがシステ
ムカードリーダ１２１を介してリムーバブル通信インタフェース１１８からダウンロード
されると、会計サーバ６８は、ゲームサーバ７０からリムーバブル通信インタフェース１
１８に最初にダウンロードされた関連するプレビュー済みゲームデータを呼び出す。その
後、システム生成プレビュー済みゲームデータのゲームプレー及び結果（即ち、ゲーム結
果）が、モバイルゲーム装置（例えば、ＰＧＤ２０）から転送された閲覧後ゲームデータ
と比較されて、データ照合確認され、１６２において手順が終了する。このようなデータ
照合確認については、図１２Ｄを参照してさらに詳細に説明する。
【０１１７】
　これより図１２Ｂを参照する。図１２Ｂでは、１又は複数のチャンスゲームの事前購入
（ステップ１４４）を、図１２Ａの受動モバイルゲーム方法での場合に関してさらに詳細
に考察する。上述したように、プレーヤは、中央ゲームシステム１２０に結合されたシス
テムカードリーダ１２１及び表示画面を有する任意の売店、ゲーム端末等で、中央ゲーム
システム１２０のゲームサーバ７０にアクセスすることができる。このようなアクセスは
、より詳細に後述する専用独立型ゲーム機において行うこともできる。ステップ１６４に
おいてゲームの事前購入を開始した後、ステップ１６６において示すものと同様のユーザ
フレンドリなメニューが表示画面に表示される。このメニュー例では、１又は複数のチャ
ンスゲームを事前購入するには、ステップ１６８において、プレーヤは「Ｂ」を選択する
。
【０１１８】
　ステップ１７０において、プレーヤは、プレーヤのリムーバブル通信インタフェース１
１８を指定のカードリーダ１２１（例えば、売店にある）に挿入して、ゲームサーバ７０
との通信を確立するように指示される。手短に言えば、この段階で、図１２Ａのステップ
１５２と同様のオプションの識別確認手順を行うことができる。このイベントをより詳細
に後述する。
【０１１９】
　再び図１２Ｂを参照すると、プレーヤ端末又は売店の表示画面で、ゲームサーバ７０は
、プレーヤが賭けたい賭け金総額を入力するようにプレーヤに指示することができる。例
えば、プレーヤは総額で１００．００ドルを賭けると決めることができる。特定の一実施
形態では、ゲーム管理委員会により定められるような賭け金制御制御のために、及びゲー
ムプレーヤ保護のために、最大賭け金総額限度を適用することができる。最大賭け金限度
は、プレーヤ追跡技法と同様に、過去のゲームアクティビティ、クレジット履歴等に基づ
いて特定のプレーヤに対してカスタマイズすることができる。これらの、及び他の「被害
最小化」の技法及び特徴が、例えば、「Player Verification System and Method for Re
mote Gaming Terminals」と題するNguyen他による本願と権利者が共通であり同時係属中
の米国特許出願第１０／７０８，１６８号において見出すこともでき、この全体を参照に
より本明細書に援用する。
【０１２０】
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　賭け金ベット総額の入力の他に、ステップ１７０において、プレーヤは通常、他の特定
のパラメータを選択しなければならない。例えば、ゲームサーバ７０は、通貨デノミネー
ション（例えば、０．２５ドル）、事前購入したいゲーム数、及び／又は要求され得るさ
らなる入力をさらに入力するようにプレーヤに指示することができる。一般に、３つの（
３）パラメータ選択が提供されると、４番目の（４）パラメータを導出することができる
。例として、固定ベットのみのコンフィギュレーションが選択又は提供される場合、本発
明の事前購入イベント中に、賭けたい固定デノミネーション及び事前購入するゲーム数を
選択するようにプレーヤに指示することができる。１ゲーム当たりのデノミネーションベ
ットは固定されているため、もちろん、賭け金総額は、固定デノミネーションベットとプ
レーするゲーム数との積になる。別法として、これらの固定ベットのコンフィギュレーシ
ョンでは、この事前購入イベント中、プレーヤは賭け金総額を入力し、事前購入すると選
択したゲーム総数を入力して、それにより、固定ベット額が決まるか、又は固定ベット額
を入力し、プレーできるゲーム総数が決まる。
【０１２１】
　その後、図１２Ｂのステップ１７２において、売店又はゲーム端末の表示画面は、賭け
金総額を支払うようにプレーヤに指示することができる。従来の技法を用いて、支払いは
、紙幣検証器（validity）若しくは硬貨選別器（acceptor）、ＡＴＭを通じて現金を挿入
することを通じて、又はクレジットカード情報の入力若しくはカードをゲーム機若しくは
売店に配置されているカードリーダに通すことを通じて行うことができる。さらに、プレ
ーヤは、プレーヤ追跡アカウント又はゲーム施設との口座を有する場合、単に前に確立し
た口座から適当な資金を引き出すだけでもよい。支払いが行われると、１７２において、
プレーヤに、ゲーム事前購入してプレーしたいチャンスゲームのタイプを選択するように
指示することができる。例えば、ステップ１７４において、プレーヤは、例えば、各種ス
ロットゲーム、ポーカー、パチンコ、複数参加型ポーカーゲーム、パイゴウポーカー、ブ
ラックジャック、キノ、ビンゴ、ルーレット、クラップ、及び他のカードゲームの中から
選択することができる。
【０１２２】
　しかし、より複雑な応用例では、２つ以上のタイプのゲームをゲーム事前購入に選択す
ることができる。こういったマルチゲーム事前購入選択では、固定ベットを適用するか、
それとも可変ベットを適用するかに関わらず、パラメータ選択は、プレーヤが選択された
１ゲーム当たりの賭け金総額を分けることができ、それから上記選択パラメータの入力が
指示されるという点でさらに複雑になる。ステップ１７４において、メニューにより、利
用可能なゲームのうちの１又は複数を選択するようにプレーヤに指示することができる。
プレーヤは、（タッチスクリーン又はボタンを介して）２つ以上のゲームタイプ及び選択
された１ゲームタイプ当たりに賭けたい賭け金総額を選択することができる。例えば、プ
レーヤは、リトルグリーンメンに総額３０ドル（＄３０）を賭け、レッドホワイトアンド
ブルーに総額５０ドル（＄５０）を賭け、トリプルプレーポーカーに総額２０ドル（＄２
０）を賭けたいものとすることができる。
【０１２３】
　このマルチゲーム選択実施形態では、メニュー選択順は図１２Ｂに示す順を辿らなくて
もよい。しかし、本明細書全体を通しての方法の表示及び説明は１つの特定の順序になっ
ているが、これを当てはめる必要がない。例えば、今述べたように、本発明の技術思想及
び特質から逸脱することなく、ゲーム選択は賭け金額前等に行ってもよい。さらに、プレ
ーヤはステップ１７０において賭け金総額を入力し得るが、入力した賭け金総額を賭ける
ように要求されない。この状況では、プレーヤは残りの賭け金総額についてクレジットメ
ータ等を有することができる。例えば、ステップ１７０において賭け金総額１００ドル（
＄１００）から始まり、プレーヤがゲームを２０回プレーし、１ゲーム当たり２（２）ラ
インで、１ドル（＄１）デノミネーションベットを選択した場合、合計で４０ドル（＄４
０）になり、６０ドル（＄６０）が余り、これは口座に入金される。
【０１２４】
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　これより図１２Ｂのステップ１７６及び１７８を参照する。ゲーム事前購入手順中での
リムーバブル通信インタフェース１１８の適宜使用を認証して確認するために、プレーヤ
にプレーヤＩＤを入力するように求めることができる。この構成では、識別センサ又は装
置を売店、端末、又はリムーバブル通信インタフェースに配置することができる。他の構
成では、このようなプレーヤ識別手順は、事前購入手順の他の多くの場合で行うことがで
きる。それにも関わらず、ゲーム事前購入手順を完了する前のこのオプションのプレーヤ
の認証及び確認は、セキュリティのために行うことができる。このようなシステム、特徴
、及び手順は同様であるため、より詳細な説明が、図１２Ｃの確認及びゲームプレー手順
において続けられる。要求されるすべての識別及びセキュリティパラメータが満たされる
と、図１２Ｂのステップ１７８において、ゲームサーバ７０は、選択されたゲームに対し
て、ゲームサーバによりランダムに生成される数、並びにゲームロジック及びプレゼンテ
ーション等を使用して１又は複数のチャンスゲームのプレー及び結果を即座に生成する。
好ましくは、プレビュー済みゲームデータに含まれるセッション全体又はビデオクリップ
は、ゲーム装置にダウンロードされる前にゲームサーバで生成されて記憶される。
【０１２５】
　他の特定の実施形態では、プレビュー済みゲームデータ形態の任意の所定の数（例えば
、１０、５０、１００等）の事前生成ゲームのパッケージが利用可能である。所望のゲー
ム数及び／又はプレーヤにより選択されるパッケージに応じて、サーバは、恐らく、１０
０のゲームの、利用可能な１０，０００の事前生成ゲームパッケージのうちの１つをラン
ダムに選択することができる。こうして、選択されたこのパッケージは、ゲームサーバに
より順次実行された１００のゲームのプレー及び結果（ビデオクリップ）のプレビュー済
みゲームデータを含む。したがって、この実施形態では、プレビュー済みゲームデータの
生成は、厳密にゲーム購入の際にではない。このような事前生成パッケージは、プレーヤ
が実際にパッケージで利用可能な次の最大ゲーム数未満を購入する状況であってもダウン
ロードすることができ得る。例えば、５０の事前生成ゲームのパッケージを購入すること
ができるが、プレーヤは３０のゲームを事前購入するのみである。この場合、購入された
ゲームは最初の一続きの３０のゲームのプレビュー済みゲームデータを構成するため、デ
ータ改竄を大幅に低減することができる。ここでも、ハッカーが「先見」することができ
た場合であっても、「ビデオクリップ」の順序の変更に成功することはできない。
【０１２６】
　次に、ステップ１８０において、生成されたプレビュー済みゲームデータをゲーム装置
にダウンロードする。ステップ１８０において、プレビュー済みゲームデータと共にゲー
ム装置にダウンロードすることができる、アクセスされる他のオプションデータは、生体
認証識別情報、ＧＰＳ位置確認データ、並びに広告データを含む他の任意の関連プレーヤ
追跡情報を含む。今生成されたか、又は事前生成されたこのプレビュー済みゲームデータ
と共に、ゲーム管理委員会により事前承認された、選択された１又は複数のゲームに対応
する配当表シリアルナンバー、ペイバックパーセント、及びベットに受け入れられるデノ
ミネーション、ゲームセッション口座データも同様に計算することができる。ステップ１
８２において、ゲームサーバ７０は、プレビュー済みゲームデータ及び他のすべての関連
ゲームデータを会計サーバ６８に送る。ステップ１８４においてゲームの事前購入が終了
すると、システムは図１２Ａのステップ１４６に戻り、関連データが、後のデータ照合確
認のために会計サーバに記憶される。
【０１２７】
　再び図１２Ａ及び図１２Ｃの１５２に戻ると、モバイルゲーム装置２０のプレー前に、
オプションの身元及び場所の確認手順を開始することができる。このプレーヤ身元及び場
所の確認手順は、ゲーム事前購入中にゲーム端末又は売店で行われる図１２Ｂのゲーム事
前購入イベント１７６のものと同様である。例えば、上述しかつ図１１に示したように、
リムーバブル通信インタフェース１１８（スマートカードの形態で）は、オプションとし
て、指紋認識センサ等の生体認証識別センサ１２３及び／又はＧＰＳセンサ１２４若しく
は最後の既知の位置又は三角測量を使用する測位装置を備える。このような身元及び／又
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は場所の確認又は「仮想リーシュ」手順は、詳細に後述するようにゲームプレー中に行う
こともできる。
【０１２８】
　指紋は、個人の身元を識別する確実で安価な手段を提供する。これは、危険であるか又
は忘れられやすいＰＩＮ又はパスワードよりもはるかに安全である。指紋を通じてプレー
ヤを取引プロセスに直接リンクすることにより、通常、認証されたプレーヤが、短い数字
列又は文字列を偶然知った誰かではなく、実際に存在することのより確実な証拠が与えら
れる。この機能は、メリーランド州ティモニアム（Timonium）に所在のbiometric Associ
ates（www.biometricassociates.com）及びスウェーデン、ストックホルム所在のfingerp
rint Cards AB（www.fingerprint.se）等の企業により、プレーヤ認証が必要な種々のア
クセス装置に挿入可能な、完全な埋め込み可能な指紋識別システムに設計された。これら
の製品は、モジュール内のすべてのセンサ、プロセッサ、及び意思決定機能を行い、生体
認証認識の、スマートカード及び無線周波数識別（「ＲＦＩＤ」）トークン等の小型の大
量生産製品への組み込みを大幅に簡易化した。もちろん、適当であり得る場合、他の適し
た指紋センサ、プロセッサ、及び装置をこれに加えて、又はこれに代えて使用してもよい
。
【０１２９】
　手短に言えば、一例では、リムーバブル通信インタフェース１１８の指紋センサ１２３
が指紋パターンを認識できるように、プレーヤの１本又は複数本の指を最初に登録しなけ
ればならない。これは、プロセスをアクティブ化し制御する外部登録ステーションに関連
して実現される。プレーヤが指先を指紋センサ１２３に置くと、指紋センサ１２３は指の
表面の静電容量の小さな変動を検出して取り込み、指紋の一意の突起パターンの三次元電
子イメージを作成する。これらの信号が検証されてから、登録ステーションの制御下で通
信インタフェース１１８の保護されたメモリにプログラムされる。このような情報は、ゲ
ーム事前購入手順中にプレビュー済みゲームデータの一部として通信インタフェースにダ
ウンロードすることもできる。登録プロセスが完了し、且つ／又はプレビュー済みゲーム
データがダウンロードされると、モジュールは「ロック」され、その後、センサに任意の
指を配置すると、確認プロセスが開始される。これは、特別にプログラムされたアルゴリ
ズムを使用して、前に記憶された「登録」テンプレートと指紋イメージとを比較すること
を含む。
【０１３０】
　説明した生体認証センサ装置は、リムーバブル通信インタフェースに組み込まれるが、
ＰＣ又はラップトップコンピュータにプラグインして指紋イメージを提供することができ
る利用可能なスタンドアロン指紋センサである。識別装置として指紋リーダのさらなる説
明もWells他に２００２年１２月３日に発行され、「Gaming Device Identification Meth
od and Apparatus」と題する本願と権利者が共通の米国特許第６，４８８，５８５号に提
供され、この全体を参照により本明細書に援用する。ＰＩＮ番号又はパスワード等の他の
タイプの確認方法を、別個に、又は生体認証識別方法と組み合わせて使用してもよい。本
発明と共に使用できる他の生体認証識別方法としては、カメラを使用した特徴識別、網膜
スキャナを使用した網膜パターン識別、マイクロホンを使用した音声パターン識別入力、
及び手描き入力パッドを使用した手描き認識が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１３１】
　図１２Ｃのステップ１８１においてこの確認手順を開始した後、まず、プレーヤに、指
を指紋センサ１２３の上に置くように求め、ステップ１８８において、指紋データを取り
込むことができる。述べたように、静電容量アレイセンサチップが、指表面の静電容量の
小さな変動を検出して取り込み、指紋の一意のパターンの三次元電気イメージを作成する
。ステップ１９０において、次に、通信インタフェースのマイクロプロセッサを使用して
、この三次元イメージを登録手順中に登録された三次元電気イメージと比較する。指紋対
応のスマートカードの場合、ステップ１９２においてデータが一致しない場合、ステップ
１９４において、プレーヤは通信インタフェースの使用からロックアウトされる。ステッ
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プ１９２においてデータ結果が一致する場合、カードを保持する人物（ＰＩＮを偶然知っ
た誰かではなく）が認可されたプレーヤとして確認される。
【０１３２】
　さらに、ＰＧＤ２０等のモバイルゲーム装置及び／又はリムーバブル通信インタフェー
ス１１８は、述べたように、小型ＧＰＳ装置又はセンサ１２４を有して、装置の場所を確
認することができる。位置確認を使用して、モバイルゲーム装置がカジノの法的ゲームエ
リア内でのみ使用されることを保証すると共に、なくなった、又は盗まれた装置を追跡す
ることができる。ゲーム端末又は売店は、モバイルゲーム装置が規制エリア内にあること
を検出した場合、そのモバイルゲーム装置との通信を切断することができる。したがって
、ステップ１９６において、通信インタフェース１１８の現在の使用位置で計算されたＧ
ＰＳデータを、それらのゲームが合法である法的管轄と比較することができる。このよう
な情報は、ゲーム事前購入手順中に、プレビュー済みゲームデータの一部として通信イン
タフェースにダウンロードすることもできる。
【０１３３】
　ＧＰＳ対応スマートカードの場合、現在位置ＧＰＳデータがステップ１９８において法
的管轄ＧＰＳデータと一致しない場合、ステップ２００において、プレーヤは通信インタ
フェースの使用からロックアウトされる。現在位置ＧＰＳデータ結果がステップ１９８に
おいて法的管轄ＧＰＳデータと一致する場合、潜在的な使用を開始することができる。即
ち、認証されたプレーヤの指紋が確認され、合法ゲーム管轄が確認されると、カード上の
「スマートチップ」構成要素が自動的にアクティブ化され、ステップ２０２において、先
に進んで、ホストシステムとの保護された通信を確立する。
【０１３４】
　セキュリティを追加するために、モバイルゲーム装置は、暗号化されたシリアルナンバ
ー（コード）を有することができ、これを、モバイルゲーム装置の確認及び認証に使用す
る。電子キーを装置と併用することもできる。電子キーシステムを使用する場合、モバイ
ルゲーム装置は、キーがゲーム装置のレセプタクルに挿入されるまでアクティブ化するこ
とができない。さらに、場合によっては、プレーヤはプライバシー保護のために身元を明
かしたくないことがある。そのような匿名性を望むプレーヤの場合、プレーヤを一意のＩ
Ｄ（例えば、プレーヤのシリアルナンバー１２３４５）として識別することができる。こ
の一意のＩＤは、プレーヤにより選択されてもよく、中央ゲームシステムによりランダム
に生成されてもよく、各装置に割り振ってもよい。次に、プレーヤはセキュア金融サーバ
に知られる。同様に、他の多くの形態のセキュリティを適用することも可能である。当業
者は、本発明の真の精神及び性質から逸脱することなく、当該技術分野（the field）に
おいて既知の他の従来のセキュリティ技法を実施して、データを安全にすることができる
。
【０１３５】
　モバイルゲーム装置２０でのゲームプレーについて、これよりさらに詳細に説明する。
述べたように、プレーヤは、リムーバブル通信インタフェース１１８により要求されるす
べての身元情報及び法的管轄確認を満たした場合、図１２Ａのステップ１５４に対応する
図１２Ｃのステップ２０２においてプレーを開始することができる。本発明によれば、示
したように、モバイルゲーム装置２０は、オプションとして、固定ベット及び／又は可変
ベット方式を提供することができる。しかし、いずれのベット方式も、ゲーム事前購入時
に選択する必要がある。この理由は、プレビュー済みゲームデータのモバイルゲーム装置
での閲覧中、プレーヤの対話が閲覧中セッションの開始・停止のみであるためである。し
たがって、述べたように、データは本質的に、すでに消費されたイベントの時間をずらし
たものであるため、ゲームデータの閲覧中にベット方式を変更することはできない。
【０１３６】
　したがって、第２の時間にプレビュー済みゲームデータのプレー及び結果の閲覧を開始
するには、プレーヤは単に、各ゲーム毎に、又は１回だけ「プレー（ＰＬＡＹ）」入力機
構４６を実行するだけである。プレーヤは単に、プレー及び結果の、ｍｐｅｇファイル等
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のビデオクリップを見るだけであるため、プレーヤの対話は、プレビュー済みゲームデー
タの表示の開始及び停止だけであり得る。例えば、スロットゲーム体験をシミュレーショ
ンするために、入力ボタンのうちの１つがスロットハンドル又はスピンボタンを表して、
各ゲームでスロットリールの回転を開始させることができる。リールが停止し、ゲームが
終了すると、プレーヤに、「プレー」ボタンをアクティブ化して、ビデオクリップの閲覧
を開始するように求めることができる。このようにしてプレー及び結果を閲覧するのに適
したプレーヤ対話を必要としない他の潜在的なゲームとしては、パチンコ、キノ、ビンゴ
、及びルーレットが挙げられるがこれらに限定されない。
【０１３７】
　ところで、プレビュー済みゲームデータの生成中、ゲームサーバは、ゲームのプレー及
び結果の提示と同じように、プレーヤの口座の口座メーターをグラフィックス的にビデオ
クリップに挿入して表示することができる。ここでも、この安全な技法は、「未処理の」
データではなく「ビデオ」データを転送するだけであるため、データ改竄を大幅に低減さ
せる。上記で示したように、プレビュー済みゲームデータが実際に、第２の時間にプレー
ヤにより閲覧されると、プレーヤよる閲覧済みであるとゲームデータにフラグを付けられ
る。その後、図１２Ａのステップ１５８において、この閲覧後ゲームデータは次に、デー
タ照合確認のためにリムーバブル通信インタフェース１１８に記憶される。
【０１３８】
　これより図１２Ｄのデータ照合確認手順を参照し、この手順は、プレーヤがまず、リム
ーバブル通信インタフェース１１８をシステムカードリーダ１２１に挿入するステップ２
０６から始まる。ゲーム事前購入手順及び／又はゲームプレー手順において先に示したよ
うに、ステップ１５２において、プレーヤに、ＰＩＮ番号、コード、指紋、及び／又は他
の生体認証情報等のプレーヤ識別データを入力するように求めることができる。識別及び
確認手順を満たした後、通信が、リムーバブル通信インタフェース１１８が配置された売
店、独立型ゲーム機（後述）、又は他のゲーム端末との間に確立される。
【０１３９】
　ステップ２０８において、図１２Ｂのステップ１６６と同様のメニュー選択肢リストが
、システムカードリーダ１２１に隣接した、又はその近傍にある表示画面に表示される。
この例では、口座を照合確認するために、ステップ２１０において、プレーヤは「Ａ」を
選択し、会計サーバ６８は、リムーバブル通信インタフェース１１８に含まれている閲覧
後ゲームデータのアップロードを開始する。述べたように、この閲覧後ゲームデータは、
フラグが付いているが、プレビュー済みゲームデータと同一のデータであるべきである。
【０１４０】
　従来のデータ識別技法を適用して、ステップ２１２において、会計サーバ６８は、図１
２Ｂのステップ１８０においてゲーム事前購入手順中にリムーバブル通信インタフェース
に当初ダウンロードした、対応するプレビュー済みゲームデータを検索する。ステップ２
１４において、閲覧後ゲームデータがアップロードされて検索され、ステップ２１８にお
いて照合確認される。次に、会計サーバ６８のコンパレータが、プレビュー済みゲームデ
ータを閲覧後ゲームデータと比較して、データの不一致を探す。ステップ２２０において
データの不一致が検出された場合、会計サーバ６８は、この照合確認手順中に、ステップ
２２２において不一致をプレーヤに通知する。例えば、可聴アラームを発し、且つ／又は
可聴アラームにより、端末表示画面の売店でプレーヤに通知することができる。ステップ
２２４において、カジノ担当者とコンタクトをとり、データ不一致の原因を突きとめるよ
うにプレーヤに勧めることもできる。さらなるセキュリティ理由により、ステップ２２６
において、モバイルゲーム装置カードデータ及びゲームプログラムのスナップショットを
作成することができる。
【０１４１】
　ステップ２２０において、コンパレータが、プレビュー済みゲームデータと閲覧後ゲー
ムデータとが同一であると判断した場合、ステップ２３０において、会計サーバ６８は、
勝ち数が予め確立されている理論上の最大勝ち数以下であるか否かを判断する。ステップ
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２３０でのこの問い合わせが肯定である場合、エラーが発生し、２３４において安全な取
引（即ち、プレー関連／勝ち情報の更新）をまさに開始しようとするため、会計サーバ６
８はより高いセキュリティ確認モードになる。
【０１４２】
　ステップ２３０において、これが当てはまらないと判断された場合、ステップ２３２に
おいて、会計サーバ６８は、データ照合確認手順に成功したことをプレーヤに通知する。
次に、ステップ２３４において、プレーヤの口座残高が更新される。次に、ステップ２３
６において、この情報が、補助通信インタフェース１１８を通じてプレーヤがプレーして
いる売店又はゲーム端末ディスプレイ及び／又はプレーヤのＰＧＤに転送される。次に、
ステップ１６２において、モバイルゲーム手順の動作が終了する。
【０１４３】
プロセスタイプＩＩＩ：コマンドダウンロードＰＧＤプロセス
　さらに別の基本的なタイプのＰＧＤプロセスは、概して、ＰＧＤでのゲームのために、
ソフトウェアの大部分をＰＧＤにダウンロードすることを含む。このような場合は、１又
は複数のプログラム全体をシステムサーバからコマンドダウンロードすることを含むこと
ができる。ゲームサーバ及び金融サーバからポータブル装置にコードをシリアル送信する
のではなく、又は固定ビデオクリップを転送するのではなく、サーバからＰＧＤへのゲー
ム全体のコマンドダウンロードを提供することができる。このような転送は、中央サーバ
からＰＧＤにダウンロードするために、ゲームソフトウェアのいくつか又はすべてを、例
えばＪａｖａ（登録商標）等の適したコンピュータ言語にコード変換することを含むこと
ができる。ここでは、説明のためにＪａｖａ（登録商標）の例が提供されているが、この
ような目的に適した他の言語を使用してもよい。このようにして、ライン毎又はセクショ
ン毎にゲームプレーをサーバから装置に送信するという面倒なプロセスではなく、処理及
び個々のゲームプレー計算をＰＧＤ自体で扱うことができる。
【０１４４】
　広く認識され、使用されているこのようなコンピュータ言語の使用により、多くの異な
る製造業者又はベンダーの装置にダウンロードを直接行うことができ、それにより、プレ
ーヤが様々なＰＤＡ又は上述したＰＧＤ等の他の適した装置を提供することが可能にもな
る。中央サーバは、特定のＰＧＤが特定のバージョンのゲーム、例えばゲームのＪａｖａ
（登録商標）ベースのバージョン等のダウンロードを要求していることに気付くメイン装
置であることができる。中央サーバは、特定のＰＧＤがどの種類のダウンロードを要求し
ているかを厳密に認識するようになっていることもでき、それにより、適当なダウンロー
ド及び／又はコード変換を行い、その特定のＰＧＤをサポートすることができる。必要な
場合、さらに多くの装置を全体システムと併用する潜在的なＰＧＤとして含むために、例
えば、フロリダ州フォートローダデール（Fort Lauderdale）に所在のCitrix Systems, I
nc.により提供されるもの等の追加の変換ソフトウェアを使用することもできる。
【０１４５】
　このコマンドダウンロードプロセスは、ゲームプレーコードの大部分の転送を含むため
、場合によっては、個々のＰＧＤをシステムから切り離して、分離された「オフライン」
ゲームプレーにすることができる。容易に理解されるように、このような切り離し及びオ
フライン状態は単に、先に提供した代替の各種のライン毎のシリアルプロセス実施形態で
は不可能である。実施形態によっては、例えば、「レッドホワイトアンドブルー」又は「
リトルグリーンメン」等の特定のゲームのゲームソフトウェアセット全体を各種の個々の
ＰＧＤに送信してプレーすることもできるものもあれば、このようなゲームソフトウェア
セットの主要部分のみを送信するものもある。実際のゲームプレー結果が、カジノにより
所有及び運営されるサーバ又はゲーム機等の管理された装置で事前に決定されるように、
ホストサーバ又はゲーム機に保持されるソフトウェアの重要な一部分はＲＮＧである。上
述した「ビデオクリップ」タイプのＰＧＤプロセスと同様に、システムサーバ又は管理さ
れたゲーム機に配置されたＲＮＧを使用して、実際のゲームプレー結果を事前に決定する
ことができる。このような事前に決定された結果を「シード（seed）」と呼ぶことができ
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る。
【０１４６】
　コマンドダウンロードプロセスのコンテキスト内で、このような「シード」は、結果、
ゲームプレー、及びプレゼンテーションの全体のビデオクリップと異なり、事前に決定さ
れるゲーム結果の最も基本的な形態である必要があるだけであり、それ以上のものではな
い。上記ビデオクリップＰＧＤプロセスタイプと同様に、このようなシードはここでも事
前に決定されるゲームプレー結果であり、このような事前に決定されるゲーム結果は、好
ましくは、中央サーバ又はゲーム機等のカジノにより管理される装置で作成される。この
ような基本的なゲームシードを使用する場合、ゲームプレー及びプレゼンテーションを、
事前に決定されたゲーム結果又はシードに辿り着く広範囲の方法で行うことができる。換
言すれば、各シードが含む必要のある情報は、ＰＧＤが実際のゲームプレーの結果を判断
するのに十分な情報だけであり、ＰＧＤにその結果をどのように提示するかの指示を含ま
ない。ゲームソフトウェアの所与のコマンドダウンロードにより、ＰＧＤが、最終的に、
ダウンロードされた任意のゲームシードを反映したゲーム結果になる各自のゲームプレゼ
ンテーションを実行できるのに十分な情報を提供することができる。このようなゲームシ
ードを作成し、中央サーバ又は他の同様の装置からＰＧＤに転送する方法は、各種のビデ
オクリップＰＧＤプロセスタイプについて提供した方法と同様であるが、特定のゲームシ
ードのコンピュータコード量は、ビデオクリップ全体のコンピュータコード量よりもはあ
るかに小さくできる。
【０１４７】
　このようなコマンドダウロードタイプのＰＧＤプロセスは、少なくともＰＧＤへのダウ
ンロード又は通信にかかる総時間量に関して、他のタイプのＰＧＤプロセスを改良するこ
とができる。特定のタイプのゲーム、例えば「エルビス（Elvis）」ゲーム、「ホィール
オブフォーチュン（Wheel of Fortune）」ゲーム、又は「リトルグリーンメン」ゲーム等
の初期コマンドダウンロードには相当量の時間がかかるが、このようなコマンドダウンロ
ードは一般に、その特定のタイプのゲームにとって一度きりのイベントである。次に、そ
のタイプのゲームのＰＧＤでの実際のゲームプレーは、その初期コマンドダウンロードの
ゲームソフトウェアを使用して何度も行うことができ、限られた量のみが、中央サーバ又
はカジノにより管理されるゲーム機にさらにダウンロード又は通信される。このようなさ
らなるダウンロード又は通信は、ゲームシードの転送を含むことができるが、基本的なゲ
ームシード情報の通信に必要な時間は比較的最小であることが容易に理解されよう。逆に
、ＰＧＤでプレーするビデオクリップ全体をダウンロードするために必要な時間は、長期
で比較すると比較的大きくなり得る。例えば、潜在的な転送速度５６Ｋビット／毎秒で、
１つのゲームプレービデオクリップの転送には約３０秒かかり、特定のゲームタイプのソ
フトウェアの完全なダウンロードコマンドの転送には約１０分かかり、基本的なゲームシ
ードの転送には約１秒かかる。ビデオクリップＰＧＤプロセスタイプは一般に、２０ゲー
ムプレー以下の場合にはより高速であるが、コマンドダウンロードＰＧＤプロセスタイプ
は、それ以降の任意の数のゲームプレーで長期にわたり大幅に高速になる。もちろん、上
記例は単なる説明的な性質のものであり、利用可能な技術並びに関わる各種プログラム及
びクリップのサイズを仮定すると、他の転送速度及び時間が当てはまる。
【０１４８】
　事前に決定されるゲーム結果即ちシードが、種々の異なる特定のゲームタイプに汎用で
あることも意図される。例えば、１又は複数のゲームシード又は事前に決定された結果を
任意の「エルビス」ゲーム、「ホィールオブフォーチュン」ゲーム、「リトルグリーンメ
ン」ゲーム、又は各種の他の特定のゲームタイプに適用することができる。このような構
成が使用される場合、ダウンロードされるゲームモジュールが汎用シードを解釈し、ゲー
ムの特定のプレゼンテーションに汎用シードを利用して、そのシードの特定のゲーム結末
又は結果に到達できるように、例えば、Ｊａｖａ（登録商標）ベースのダウンロード等、
ダウンロードされる各ゲームモジュールのコードの少なくとも一部を含むことが好ましい
。例えば、所与の汎用シードが、所与の各ゲームプレーに好都合な１０ｘの払出しを表す
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ことができる。その汎用ゲームシードが、「リトルグリーンメン」ゲームを実行している
ＰＧＤに含まれる場合、そのリトルグリーンメンゲームのＰＧＤへのゲームソフトウェア
のダウンロードコマンドは、「１０ｘ」結果を有する汎用シードを読み取り、適当なペイ
ラインに３つの皿を示すゲーム結果を提示するようになっていることができ、この結果は
そのリトルグリーンメンゲームの場合での１０ｘ払出しに一致する。しかし、代わりにＰ
ＧＤが「ホィールオブフォーチュン」ゲームを実行している場合、ホィールオブフォーチ
ュンゲームのＰＧＤへのゲームソフトウェアのダウンロードコマンドは、「１０ｘ」結果
を有する同じ汎用ゲームシードを読み取り、例えば、適当なペイラインに３つのボーナス
）を示すゲーム結果を提示するようになっていることができ、この結果はホィールオブフ
ォーチュンゲームの場合の１０ｘ払出しに一致する。これらの２つの特定例を提供したが
、他の多くの特定のゲームタイプ及び結果を使用してもよいことが容易に理解されよう。
もちろん、所与の汎用ゲームシードが「勝ちなし」又はゼロ結果をプレーヤに対して表す
場合、プレー中の任意ゲームの特定のゲームソフトウェアは、その汎用ゲームシードを解
釈してから、プレー中の特定のゲームが何であれ、そのゲームに払出しがない適当なゲー
ムプレー及び結果を提示することができる。
【０１４９】
　また容易に理解されるように、事前に決定されるゲームプレー及びこのゲームプレーの
ＰＧＤへの転送に関してプロセッサに固有の多くの特徴は、ビデオクリップＰＧＤプロセ
スタイプ及びダウンロードコマンドＰＧＤプロセスタイプの両方に共通することができる
。このような特徴は、不一致を明らかにする方法を含むことができる。プレーヤが、例え
ば１０のビデオクリップ、ゲームシード、又はゲーム結果のブロックを購入する場合、好
ましくは、これらの結果をプレーヤの特定のＰＤＡ又はポータブルゲーム装置に転送する
前にホストサーバに記録することができる。プレーヤが電源損失、バッテリ故障、又は他
の誤作動を主張した場合、記録されたバージョンがホストサーバに記憶されているため、
全く同じ１０のビデオクリップ、又はゲームシードを再び後でダウンロードすることがで
きる。好ましい実施形態では、確認及びセキュリティ両方の目的での、ダウンロードされ
た任意のゲーム結果の公式バージョンは、ホストサーバに記憶されているバージョンであ
る。したがって、プレーヤがホストサーバに記憶されている額と照合が確認されない最終
全体額又はゲームプレー残高を表示したＰＧＤを提示する場合、ホストサーバに記憶され
ている額が公式に認められるべき額であることができる。額が異なることによる争議は、
他のゲーム機又はカジノの誤作動又は不一致と同様に扱うことができる。
【０１５０】
　このような上記特徴は、特に、１つのゲームのアクティブ化が最終ゲーム結果に繋がる
ことを含む「スロット」タイプ又は他の同様のタイプのゲームに適用可能である。或る形
態のプレーヤ対話を含み得るゲームタイプ、例えば、ビデオポーカー又はビデオブラック
ジャックタイプのゲーム等の場合、繰り返し機会により最適なプレーが明らかになり、そ
れに従って最適なプレーを行えるようになるまで同じゲームを何度もプレーする複数の機
会をプレーヤに提供することは現実的ではない。このようなタイプのゲームでは、プレー
ヤ及びゲーム施設を電源障害、装置故障、及び／又は誤作動の結果から保護する、より高
度な特徴が必要である。このようなさらなる特徴としては、特に、フラッシュＲＡＭ又は
電源損失時にゲーム結果を保持可能な他のメモリ装置を提供すること、及び／又は個々の
各ゲームプレー後にゲーム結果をホストサーバ又はシステムに転送する能力が含まれる。
【０１５１】
　ゲームシード、ビデオクリップ、又はいずれかの形態の事前に決定されたゲーム結果の
ブロックをシステムサーバ又は他のホスト装置からＰＧＤへシステムが直接転送する能力
の他に、いずれかの形態の事前に決定されたゲーム結果は、Nguyen他による「Apparatus 
for Pre-Determined Game Outcomes」と題する同一譲受人に譲渡され、同時係属中の米国
特許出願第１０／９３７，９８９号に記載（この全体を参照により本明細書に援用する）
のように、別個のメモリユニットに記憶することもできる。そこに記されるように、スマ
ートカード、カートリッジ、「メモリスティック」、ＵＳＢメモリ周辺機器、又は他のこ
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のような装置等のポータブル且つリムーバブルのメモリ装置は、プレーヤＩＤ及びプレー
ヤＩＤに関連する１又は複数の事前に決定されるゲーム結果を含むことができる。ポータ
ブルメモリ装置は、ＰＧＤ等のゲーム装置に通信的に結合することが可能であり、１又は
複数の事前に決定されるゲーム結果をゲーム装置に提供することが可能であり、ゲーム装
置からの通信的な結合及び切断が可能であり、且つゲーム装置又はＰＧＤからの物理的な
接続及び切断が可能である。
【０１５２】
　各種電子形態のポータブルメモリ装置、例えば、メモリ「スティック」、カートリッジ
、スマートカード等の他に、ポータブルゲームプレーは、プリペイドチケット又は他の有
形媒体の使用を含むこともできる。このようなプリペイドチケット又は他の有形の媒体は
、特定のゲーム結果に対応する特定の符号化情報を含むことができる。別法として、プリ
ペイドチケットは、ＰＧＤ又は他のポータブルゲーム装置にすでに記憶されているゲーム
プレーをアンロックすることができる。例えば、いくつかの実施形態では、多数の事前に
決定されたゲームプレー又はシードのブロックダウンロードを、ゲームシードのうちのい
くつか、さらにはすべてに対して事前に支払いが行われていないにも関わらず、所与のＰ
ＧＤに対して一度に行うことができる。特定の実施形態では、特定のゲームソフトウェア
の各コマンドダウンロードは、支払いが行われているか否かに関わらず、１００、１００
０又はそれよりも多くのゲームシードのブロックダウンロードで実現することができる。
個々のゲームプレーは、プレーヤが支払いを済ませた後に行うことができ、支払いは、例
えば、ＰＧＤ周辺機器で読み取り可能なプライペイドチケットを通じて実現することがで
きる。
【０１５３】
　このような未払いシードの事前ダウンロードの使用により、予約申し込み及び／又は匿
名でのゲームプレーも可能である。例えば、２人のプレーヤが同じ所与のＰＧＤでのプレ
ーに登録することができ、このＰＧＤには先にダウンロードされ記憶されている未払いの
多くのゲームシードを有することができる。プレーヤ１は、ＰＧＤでのプレーを決めた場
合、装置でのプレーヤ１に特に設計されたプレーヤアカウントにログインし、装置もまた
、後述する種々の「仮想リーシュ」方法及び装置を通じてプレーヤ１を認識するようにな
っていてもよい。次に、プレーヤ１は、装置に先に記憶されている未払いのシードを使用
して複数のゲームを所望に応じてプレーし、プレー後、プレーヤ１のプレーヤ口座に、そ
のようなプレーに対する料金が特別に課されるか、又はその旨が記載される。後に、プレ
ーヤ２が同様に、同じＰＧＤにログインして、同様に未払いゲームシードブロックから選
び出した他のゲームプレーをすることができ、プレー後、プレーヤ２の口座にそのような
プレーに対する料金が課される。先に大量にダウンロードされた中で、使用されない残り
のゲームシード又はプレーは、料金が課されず、又は代替では、このようなシード又はゲ
ームプレーに対して事前に料金が課されている場合には、適宜返金することができる。こ
のような実施形態では、非良心的なプレーヤが、未払いゲームシードの支払いを選択する
前にリバースエンジニアリングしてこのような未払いゲームシードを解析できないように
、任意のゲームシード、特に未払いゲームシードに対してさらなるセキュリティを含むこ
とが好ましいことがある。このようなセキュリティは、特に、容易に理解されるように、
各種暗号化技法及びハッシュ技法並びに適当なシステムキーなしでは理解できない特定の
コードを含むことができる。
【０１５４】
　コマンドダウンロードプロセスのために適合されているゲームシステム及びＰＧＤを含
む潜在的なシナリオの具体例をこれより説明するが、このような例が単なる例示であり、
決して制限する性質のものではない。或る状況では、「ポールプレーヤ（Paul Player）
」が、Ｊａｖａ（登録商標）プログラムを実行して表示するようになっている個人所有Ｐ
ＤＡと共にカジノに入店する。自分のＰＤＡがカジノ内に設置されている適宜のゲームシ
ステムと併用可能であることを理解して、ポールはダウンロード可能ゲームデスクに近づ
き、自身の個人所有ＰＤＡが、カジノで賭けを目的としてダウンロード可能なチャンスゲ



(44) JP 2008-546443 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

ームを実行することが可能であることを確認する。この時点で、接続を自身の個人ＰＤＡ
とダウンロード可能ゲームデスクにあるダウンロードインタフェースとの間に行うことが
できる。このようなインタフェースは、容易に理解されるように有線であっても無線であ
ってもよい。次に、ポールは、例えば、リトルグリーンメン、ホィールオブフォーチュン
、及び／又は他の各種タイプのゲームを含む、ダウンロードする１又は複数のゲームタイ
プを選択し、その後、システムホストからポールのＰＤＡへの各ゲームのゲームソフトウ
ェアのコマンドダウンロードが行われる。
【０１５５】
　１又は複数のゲームがポールのＰＤＡにダウンロードされた後、ポールは、購入したい
実際のゲームプレー数を決めることができる。例えば、ポールは、各ゲームにつき１ドル
で１０のゲームプレーを購入し、その後、ゲームシードブロックをポールのＰＤＡにダウ
ンロードすることができる。上述したように、このようなゲームシードは、リトルグリー
ンメン等の特定のゲームタイプに固有であってもよく、又は種々のゲームタイプでプレー
できるような汎用性のものであってもよい。次に、ポールは、すでに購入済みの１０のゲ
ームプレーの他にさらにプレーしたい場合に、ゲームシードを記憶しているいくつかの別
個のメモリユニットを購入又は借り出すことも決める。ポールが、このようなメモリ装置
をゲームデスクから持ち出すときにメモリ装置に記憶されているあらゆるゲームプレーの
購入が求められるが、いくつかの実施形態は、このようなメモリスティック又はユニット
の貸し出し手順を含むことができ、それにより、メモリ装置に記憶されているゲームシー
ドがプレーのために実際にダウンロードされるまでは料金が課されない。例えば、ポール
が、それぞれ１０のゲームを記憶した５個のメモリユニットを借り出し、メモリユニット
のうちの２つにあるゲームしかプレーしない場合、記憶されている手が付けられていない
ゲームシードに他の３個のメモリユニットを返却するときに、ポール又は彼の口座に対し
て料金は課されない。もちろん、所望であれば、全料金を貸し出し時に支払うこともでき
る。
【０１５６】
　いずれの場合でも、次に、ポールはゲームソフトウェアがダウンロードされ記憶されて
いる自身の個人ＰＤＡを受け取り、ダウンロード可能ゲームデスクから去る。次に、ポー
ルはカジノ内のレストランに行き、席が空くのを待っている間に５つのゲームをプレーす
る。食事後、ポールはカジノ内のホテルロビーに出向いて友人を待ち、ここで、他に５つ
のゲームをプレーする。後に友人とカジノフロアをぶらつきながら、ポールはポータブル
メモリユニットのうちの２つを挿入して、それぞれに記憶されている１０のゲームをすべ
てプレーし、その後、中程度の勝ちを得て、プレーの停止を決める。後に、ポールはダウ
ンロード可能ゲームデスクに戻り、全体的な勝ちを主張し、使用しなかったメモリユニッ
トを返却する。実際に使用されなかった３個のメモリユニットの確認後、適宜、返金を提
供することができるか、又はポールの口座に対して料金が課されない。ＰＤＡでの勝ちを
反映した全体残高の確認を行うことができ、このとき、ダウンロード可能ゲームデスクも
カジノにあるキャッシャーケージの一部であり得る場合、ポールには、例えば、口座への
入金、チケットバウチャーの提供、又は単なる現金での支払いにより払出しを行うことが
できる。
【０１５７】
　気に入っているゲームの１又は複数が自身の個人ＰＤＡにダウンロードされている状態
で、次に、後に、ポールはカジノ又は同様の適宜適合されたゲーム施設に戻り、当初行わ
れたコマンドダウンロードと同じコマンドダウンロードを使用して同じゲームをさらにプ
レーすることができる。例えば、ポールは翌日戻り、直接ダウンロード又はポータブルメ
モリ装置へのダウンロードのいずれかにより２０のゲームシードを購入し、その後、前回
訪れたときに装置にダウンロードした同じコマンドダウンロードソフトウェアを使用して
、結果にそれらのゲームシードを使用するゲームをプレーすることができる。次に、特定
ゲームのゲームソフトウェアのこのようなコマンドダウンロードは、ポールが残しておき
たければＰＤＡに存在することができ、その後、カジノに多数回戻ったときのプレーを容
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易にするのにさらに役立つ。
【０１５８】
　もちろん、このようなソフトウェアがリバースエンジニアリングに対して耐性を有する
ことが好ましく、各種シュリンクラップ契約により、自身のＰＤＡへのコマンドダウンロ
ードを受け入れるあらゆるプレーヤのこのようなリバースエンジニアリングの要求が阻止
され、且つ／又はいかなる場合でもリバースエンジニアリングされた場合に、企業秘密又
は重要なゲームコードをまったく含まないようにこのようなソフトウェアのダウンロード
コマンドを書くこともできる。例えば、ＰＤＡ又は他のＰＧＤに転送されるソフトウェア
は一般に、ゲームプレゼンテーション及び他の表示コードのみに関連するもののみである
ように、ＲＮＧ及び／又は他の重要なゲーム決定機能又はプロセスは、中央サーバ又は他
の適したシステム装置で実行されるように留めておくことができる。このようなゲームプ
レゼンテーション及び表示コードは、潜在的なリバースエンジニアリング又は外部解析に
関して非重要であることができるが、シリアルＰＧＤプロセスでホストシステムに存在す
るよりもこのようなコードをコマンドダウンロードさせてＰＧＤに存在させたほうが好ま
しいような実のある性質であることができる。
【０１５９】
専用ゲーム機
　上述したように、ゲームコード若しくはビデオクリップの各種ダウンロード、又は単純
なシリアルプロセス対話は、中央サーバ又は補助アウトレットへの直接接続から、或いは
このようなサーバへのインタフェースから種々のシステム構成要素と行うことができる。
このような補助アウトレット、インタフェース、又はさらにはサーバは、独立型ゲーム機
自体である。これより図１３Ａを参照すると、該図は、賭け金を受け入れ、チャンスゲー
ムを提示する例示的な独立型ゲーム機を斜視図である。ゲーム機３１０は、トップボック
ス３１１及びメインキャビネット３１２を備え、メインキャビネット３１２はゲーム機内
部（図示せず）を概して囲み、ユーザが見ることができる。このトップボックス及び／又
はメインキャビネットは共に又は別個に、複数の内部ゲーム機構成要素を内部に収容する
ようになっている外側筐体を形成する。メインキャビネット３１２はメインドア３１９を
ゲーム機正面に備えることができ、好ましくは、メインドア３１９は開いて、ゲーム機内
部へのアクセスを提供する。通常、メインドアには、１又は複数のプレーヤ入力スイッチ
又はボタン３２１、コイン選別器３２２及び紙幣又はチケット識別機３２３等の１つ若し
くは複数の金銭又はクレジット受入器、コイントレイ３２４、及びベリーガラス（belly 
glass）３２５が取り付けられる。メインドア３１９を通じて、第１のビデオディスプレ
イモニタ３２６及び１又は複数の情報パネル３２７が見える。第１のビデオディスプレイ
モニタ３２６は通常、陰極線管、高解像度フラットパネルＬＣＤ、プラズマ／ＬＥＤディ
スプレイ、又は他の従来の、若しくは他のタイプの適当なビデオモニタである。別法とし
て、ディスプレイモニタ３２６に代えて、複数のゲームリールを第１のゲーム機ディスプ
レイとして使用することができ、当業者に容易に理解されるように、好ましくは、このよ
うなゲームリールは電子的に制御される。
【０１６０】
　トップボックス３１１は通常、メインキャビネット３１２の上に配置され、チケットプ
リンタ３２８、キーパッド３３２、１又は複数のさらなるディスプレイ３３０、カードリ
ーダ３３１、１又は複数のスピーカ３３２、トップガラス３３３、１又は複数のカメラ３
２４、及び第２のビデオディスプレイモニタ３３５を備えることができ、第２のビデオデ
ィスプレイモニタ３３５は同様に、陰極線管、高解像度フラットパネルＬＣＤ、プラズマ
／ＬＥＤディスプレイ、又は他の任意の従来の、若しくは他のタイプの適当なビデオモニ
タである。別法として、第２のディスプレイモニタ３３５をなくして、例えば、特に１又
は複数の可動ダイス、回転ホィール、又は回転ディスプレイ等の他の移動構成要素を備え
得るゲームリール又は物理的なジオラマ等の他のディスプレイで置き換えてもよい。多く
の製造、モデル、タイプ、及び多様性のゲーム機が存在し、このようなゲームのすべてが
上述した各アイテムを備えるわけではなく、多くのゲーム機が示されていない他のアイテ
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ムを含むことが理解されよう。このようなゲーム機は、例えば、ＩＧＴ等の多くの製造業
者により作成することができる。
【０１６１】
　特に電子ゲーム機に関して、ＩＧＴ製の電子ゲーム機には、ラップトップＰＣ又はデス
クトップＰＣ等の汎用コンピュータから電子ゲーム機を差別化する特別な機構及び追加の
回路が設けられる。ゲーム機は公正性を確保するようにかなり規制され、多くの場合、何
百万ドルもの金銭報奨を払い出すように動作可能であるため、ゲーム環境に適用されるセ
キュリティ考慮事項及び多くの厳しい規制要件を満たすために、汎用コンピュータとは大
きく異なるハードウェアアーキテクチャ及びソフトウェアアーキテクチャが通常の電子ゲ
ーム機に実装可能である。汎用計算マシンと比較した電子ゲーム機のこのような多くの特
殊性のより詳細な説明及びこのような電子ゲーム機に見られる追加の、又は異なる構成要
素及び特徴の具体例が、例えば、Nguyen他による「Class II/Class III Hybrid Gaming M
achine, System And Methods」と題する、同一譲受人に譲渡され、同時係属中の米国特許
出願第１０／９９５，６３６号に見出すことができ、この全体を参照により本明細書に援
用する。
【０１６２】
　提供した基本的なゲーム機能に関して、ゲーム機３１０が、例えば、スポーツイベント
又は特にスロットマシンゲーム、キノゲーム、ビデオポーカーゲーム、ビデオブラックジ
ャックゲーム、及び／又は他の任意のビデオテーブルゲーム等の一般的なプレーでの賭け
等、任意の数のゲームイベント、特にプレーヤの賭け及び潜在的な金銭的又は他の払出し
を含むチャンスゲームを提示してプレーされるよう構成されている。ゲーム機３１０は通
常、物理的な現ユーザとのライブゲームプレーに適合することができるが、このようなゲ
ーム機が遠隔ゲーム端末でのユーザとのゲームプレーに適合されていることも可能である
。他の特徴、機能、及び装置をゲーム機３１０に関連して使用することもでき、本発明が
、任意の又はすべてのこのような追加のタイプの特徴、機能、及び装置を包含し得るゲー
ム機又は装置と併せて使用できるものである。
【０１６３】
　本発明との併用に特に意図される１つのアイテムは、上述したようなＰＧＤ用のドッキ
ングステーションを組み込んだ独立型ゲーム機を含む。次に、図１３Ｂ及び図１３Ｃを参
照すると、本発明の各種実施形態による、関連するＰＧＤドッキングステーションを有す
る２つの例示的な専用ゲーム機を斜視図で示している。まず図１３Ｂを参照すると、独立
型専用ゲーム機４１０は本質的にゲーム機３１０とほぼ同様であることができ、注目すべ
き例外はドッキングステーション４８８の存在である。特に、ゲーム機４１０は、上述し
たドッキングステーション８８と本質的に同一又はほぼ同様であり、独立して設置され、
ゲーム機とは別体のドッキングステーション４８８を備えることができる。したがって、
全体をサポートするゲームシステムに使用されるようになっている任意の適したＰＧＤ２
０を、ドッキングステーション４８８を有するこのようなゲーム機４１０と併せて使用す
ることができる。有線接続４８９等の適した接続により、ドッキングステーション４８８
をゲーム機４１０に接続することができ、このようなドッキングステーション４８８を独
立型ゲーム機４１０に組み込むために必要であり得る任意の関連する追加のソフトウェア
、ハードウェア、及び配線（図示せず）を備えることもできる。別法として、ゲーム機４
１０は単に、ドッキングステーション４８８を、図８に関連して上述したような遠隔配置
された全体ゲームシステムに接続するコンジットであってもよい。
【０１６４】
　次に、図１３Ｃを参照すると、独立型専用ゲーム機５１０もゲーム機３１０又は４１０
と本質的にほぼ同様であるが、注目すべき例外は一体型ドッキングステーション５８８の
存在である。この実施形態では、関連するＰＧＤ５２０をドッキングステーション５８８
に物理的にドッキングさせてゲーム機５１０に残すことができるように、一体型ドッキン
グステーション５８８をゲーム機自体内に組み込むことができる。示すように、専用ＰＧ
Ｄ５２０は、一体型ドッキングステーション５８８から取り外される過程にある。このよ
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うな専用ＰＧＤは、上述したＰＧＤ２０等の任意の普通に適したＰＧＤと本質的にほぼ同
様であることができるが、１つの注目すべき相違は、専用ＰＧＤ５２０が特に、物理的な
ピン、ロック、ラッチ機構等（図示せず）によりドッキングステーション５８８にドッキ
ングしてその状態を保つようになっていることである。一般的に、一体型ドッキングステ
ーション５８８及び専用ＰＧＤ５２０は、上記ドッキングステーション４８８及びＰＧＤ
２０と本質的にほぼ同様であるが、いくつかの特徴及び機能の追加が好ましい場合もある
。
【０１６５】
　考えられる１つの追加特徴として、専用ＰＧＤ５２０はさらに、「ドッキング」モード
のとき、即ち専用ゲーム機５１０等の関連するホストゲーム装置に配置されているときに
、異なる様式で動作するようになっていてもよい。例えば、ＰＧＤ５２０は、一体型ドッ
キングステーション５８８にドッキングされているときに、ゲーム機５１０への第２の又
は他の追加のディスプレイとして動作することができる。ＰＧＤ５２０のこのような第２
のディスプレイモードは、一体型ドッキングステーション５８８が通常の第２の又は他の
追加ディスプレイに代えて実装された場合に、特に好ましいであろう。専用ゲーム機５１
０の特定の場合でのように、ドッキングステーション５８８がこのような第２の又は追加
ディスプレイの代替にならない場合、例えば、情報パネルが代替になっている場合等、Ｐ
ＧＤ５２０はさらに別の第２、第３、又はさらに追加のディスプレイとして機能すること
ができる。このようなディスプレイを使用して、さらに多くの情報、例えば、ボーナス情
報、プレーヤ追跡、配当表、広告、及び／又は他の有用情報等をプレーヤに表示すること
ができる。ゲームプレーが現在、ゲーム機５１０で行われていないとき、ドッキングされ
たＰＧＤ５２０は、一般的なマシン呼び込み（attract）モード又はＰＧＤ５２０の取り
外し可能性を指摘する特定の呼び込みモード等の呼び込みモードの一部として使用するこ
ともできる。例えば、ＰＧＤ５２０は、「許可された遠隔場所のどこにでも携帯可能で、
このスロットマシンを通じてゲームプレーできる！（Take Me to Any Authorized Remote
 Location to Play Games Through This Slot Machine!）」の効果のための呼び込みモー
ドメッセージを表示することができる。
【０１６６】
　もちろん、このようなＰＧＤ５２０が実際にゲーム機５１０からドッキングされていな
い場合、好ましくは、ディスプレイが、詳細に上述したようにＰＧＤ５２０でプレー中の
あらゆるゲームの第１のゲームディスプレイとして動作する。各種実施形態では、各ＰＧ
Ｄ５２０は、特に、各ＰＧＤ５２０をゲーム機５１０の専用一体型ドッキングステーショ
ン５８８に取り付け、ドッキングし、可能であればロックするために専用ハードウェアが
必要な場合、実際のカジノ又は他の資金提供しているゲーム運営者により所有及び運営さ
れることができる。別法として、ドッキングステーション５８８は、プレーヤが各自の個
人のポータブルゲーム装置を提供することもできるように、別個の個人所有ＰＤＡ及び他
の可能性のあるＰＧＤとインタフェースするようになっていてもよい。他の実施形態では
、特に、単に一体型ドッキングステーション５８８からＰＧＤ５２０を取り外すことで、
外部ＰＤＡがドッキングステーションとインタフェースできるようになることが非実用的
である場合、一体型ドッキングステーション５８８及びプロプラエタリＰＧＤを有し、且
つ外部ＰＧＤとインタフェースするための関連する有線ドッキングステーション４８８を
有する専用ゲーム機を提供することができる。
【０１６７】
　本明細書に開示する各種システム及び実施態様は、外部ＰＤＡ及び他の適したＰＧＤを
使用することができるように、一般的なドッキングステーション８８又は専用ゲーム機と
の併用されるようになっている専用ドッキングステーション４８８の使用を含むことがで
きるが、以下の考察は、一体化ゲーム機の専用ドッキングステーションにドッキングされ
たプロプラエタリＰＧＤが使用される実施形態に特に当てはまる。上述したように、この
ような実施形態は、２つの主要モード、即ちドッキングモード及びアンドッキングモード
を有するＰＧＤの使用を含むことができる。ＰＧＤは、ドッキングされているときに、第
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２の又は他の追加の視覚及び／又は音声ディスプレイ等の補助装置として機能することが
できるが、好ましくは、認可されたプレーヤによる遠隔ゲームに使用するために取り外し
可能である。いくつかの実施形態では、このような取り外し可能なＰＧＤは、ゲーム機を
動作させる「変動（floating）」ゲームライセンスの使用を含むことができる。当該技術
分野において既知のように、所与のゲーム施設は、所与のタイプのゲーム機、例えば、等
級ＩＩＩゲーム機等に対して設定された数のライセンスを有する傾向がある。特定のタイ
プのゲーム機の設定限度を超えないように、取り外し可能な各ＰＧＤは、随時、使用中の
所与のタイプのゲーム機等級に許容される全体ゲーム機ライセンス数が存在するような、
変動ライセンス下で動作するよう構成されていてもよい。
【０１６８】
　いくつかの実施形態では、これは、各プロプラエタリＰＧＤと、ＰＧＤシステムと併用
される各専用独立型ゲーム機との間に１対１の関連性を作ることにより実現することがで
きる。このような構成下では、所与のＰＧＤ５２０は、所与の関連付けられた専用ゲーム
機５１０に対してドッキング、取り外し、及び借り出しを行うべきであり、そして、その
所与のゲーム機に対してのみ返却できる。ＰＧＤがゲーム機から取り外されて使用されて
いる間、関連付けられた独立型ゲーム機は他のあらゆるプレーヤによるプレーに利用する
ことができず、「ゲーム機は現在利用できません：遠隔使用中（Gaming Machine Current
ly Unavailable: In Remote Use）」等の単純なメッセージを独立型ゲーム機に表示する
ことができる。好ましくは、独立型ゲーム機は、遠隔配置されたＰＧＤが使用されていな
いとき、又は少なくとも、ＰＧＤを借り出して取り外していたプレーヤがログオフしたと
きに利用できるようになる。このようにして、例えば、等級ＩＩＩゲーム機等の特定のゲ
ーム機を動作させるライセンスは、1人のみ又は他者が随時プレーできるように、独立型
ゲーム機及び関連付けられた特定の取り外し可能なＰＧＤに常に残る。
【０１６９】
　このような一実施形態では、ＰＧＤを独立型ゲーム機から借り出したプレーヤは、ＰＧ
Ｄを関連付けられた特定の独立型ゲーム機に返却することができるか、又はＰＧＤを複数
の指定場所のどこにでも返却することができる。さらに、このようなプレーヤは、取り外
したＰＧＤを、プレーヤに関連するホテルの部屋等のいくつかの持ち帰り場所に持ち帰る
ことが可能であり、この場合、ＰＧＤをホテルの部屋に残すことが許容される。上記と同
様に、独立型ゲーム機は、プレーヤが、取り外し貸し出されたＰＧＤと共に規制ゲームエ
リアを出る等の場合に、ライブの直接プレーにも利用できる。もちろん、例えば、貸し出
されたＰＧＤの盗難若しくは他の任意の形態の義務不履行使用を阻止又は低減するために
、プロプラエタリＰＧＤの取り外し及び貸し出しを許可する前に、プログラムに属し、デ
ポジットを出すようにプレーヤに要求することが望ましいことがある。しかし、プレーヤ
はゲームセッション終了後に独立型ゲーム機に戻りたくないことがあるため、プロプライ
エタリＰＧＤと独立型ゲーム機との間に１対１の対応性を含むこのような実施形態は、い
くつかの点で不便であり得る。このようなＰＧＤが適当な返却場所に残される場合、各Ｐ
ＧＤをマッチングして関連付けられた独立型ゲーム機に再ドッキングするまでにいくらか
のダウンタイムが存在する可能性があり、これにより、他のプレーヤはこのようなＰＧＤ
をしばらくの間利用できなくなる。
【０１７０】
　他の実施形態では、各プロプラエタリＰＧＤと関連付けられた独立型ゲーム機との間に
１対１の関係を必要としないより複雑なシステムを確立することができる。このような実
施形態では、複数の適したＰＧＤ及び複数の専用ゲーム機を、任意のＰＧＤを任意の専用
ゲーム機にドッキングすることができる全体システムに組み込むことができる。このよう
にして、ＰＧＤを借り出しているプレーヤがそのゲーム機との関連終了を選択した後に、
カジノ要員が再ドッキング準備のできたゲーム機に便利である任意のＰＧＤをドッキング
することができるため、ＰＧＤをゲーム機により容易に再ドッキングすることができる。
このようなシステム下では、遠隔セッションが終了し、再ドッキング準備のできたゲーム
機が、各機の特定のＰＧＤを探す必要なく、交換用ＰＧＤを素早く再ドッキングすること
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ができるように、余剰のＰＧＤを有することが好ましい。
【０１７１】
　このような構成は、プレーヤ及びゲーム機へのＰＧＤのドッキングの監督を担当するカ
ジノ要員の観点からより好都合であるが、このようなシステムは、随時、提供される数が
、カジノ又はゲーム施設の許容最大を超えないように保証するゲーム機ライセンス追跡の
視点からより複雑である。このようなシステムでは、関連付けられた独立型ゲーム機がそ
のライセンスをＰＧＤに殆ど移譲又は結び付けない限り、各ＰＧＤでの賭け金ベースのゲ
ームを許可せず、且つ／又はさらには実行できなくすることが望ましくなる。このように
して、各ＰＧＤは随時複数の機能に向けて動作可能であるが、賭け金ベースのゲームの場
合、関連する物理的な独立型ゲーム機が物理的なゲーム機自体でのライブゲームに一時的
に利用できなくなっているときにのみ使用することができる。もちろん、所与のカジノ又
はゲーム施設が、適当な管理規制機関又は委員会による各種ゲーム機契約要件に違反しな
いように保証する他の適した構成を実施することも可能であり、このような他の構成も本
明細書に開示される本発明のＰＧＤシステムとの併用に含まれる。
【０１７２】
　図１３Ｃに示すようなドッキングされたＰＧＤ及び専用ゲーム機構成の使用により、ス
ロットマシンでの従来のゲーム体験並びに管理された環境内でのモバイルゲーム体験にシ
ームレスに移ることが可能である。先に暗示したように、専用ＰＧＤ５２０が関連付けら
れたゲーム機５１０にドッキングしている時間中、許可されたプレーヤは、ＰＧＤの「ア
ンドッキング」選択肢を選択することにより、ＰＧＤを借り出して遠隔でプレーすること
にすることができる。これは、例えば、通知イベントをゲーム機及び／又は中央システム
サーバのＭＧＣに向けて作成する画面上のボタン、外部ボタン、又はラッチレバー型装置
等の各種装置を介して実現することができる。このようなＰＧＤ５２０アンドッキング要
求は、ホストゲーム機５１０及びＰＧＤ５２０の両方でのいくつかのモード変更並びにシ
ステムレベル通知を必要とする。上述したように、ホストゲーム機５１０において、メイ
ンゲームスクリーン及び任意の関連するゲームディスプレイを単純に「遠隔レベル動作」
表示様式に切り替えて、スロットマシンが遠隔でプレー中であることを明らかにすること
ができる。
【０１７３】
　さらに、遠隔ディスプレイソフトウェアを初期化し、無線接続を介してメインスクリー
ンディスプレイをＰＧＡにリダイレクトすることができる。コード変換が次に行われて、
ディスプレイ、音声、暗号化、及び他のゲーム機能を、ＰＧＤの機能に向けて適宜スケー
リングすることができるが、特に、同じプロプラエタリＰＧＤがシステム内で再利用され
る場合、このようなコード変換はすでに実現されていることが好ましい。各ＰＧＤに所与
の独立型ゲーム機が１対１で関連付けられる場合、独立型ゲーム機でプレー可能な任意の
ゲームのこのようなコード変換は、好ましくは、最初にゲーム機にインストールされると
きに関連付けられたＰＧＤに向けて行われる。特定のゲームソフトウェアの新しいバージ
ョン又はパッチが提供され得る場合を除き、その後、ＰＧＤへのさらなるコマンドダウン
ロードは不必要であり得る。各種ＰＧＤが、関連する異なるシステム対応独立型ゲーム機
と交換可能に使用される場合、特に、このような各種独立型ゲーム機がプレー可能な様々
な異なるタイプのゲームを有する場合、やはり、各ＰＧＤがコマンドダウンロードを介し
て多くの又はすべての可能なゲームタイプをコード変換してダウンロードさせることが好
ましい。
【０１７４】
　複数の転送可能ＰＧＤを含むこのような構成で、ＰＧＤで可能な各ゲームタイプの記憶
が非現実的であるように、ゲームタイプが多すぎる場合、適宜、ゲーム機に新たにドッキ
ングされると初期インタフェースを実行することができるように各転送可能ＰＧＤを適合
することが好ましい。このような初期インタフェースは、ＰＧＤ及び／又は独立型専用ゲ
ーム機が、互いでプレー可能なゲームについて互いに問い合わせることを含むことができ
る。独立型ゲーム機でプレー可能なゲームについて、マッチングする、ダウンロードされ
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たゲームがＰＧＤで見つけられない場合、このような欠けている１又は複数のゲームの適
当なコマンドダウンロードを、新しいホストゲーム機と新たにドッキングされたＰＧＤと
の間で行うことができる。ホスト専用ゲーム機が、例えば、リトルグリーンメン等のたっ
た１つの特定のゲームタイプしかプレーできない場合、必要なコマンドダウンロードはた
った１回であるか、又は新たにドッキングされたＰＧＤがすでにリトルグリーンメンゲー
ムのモジュールをダウンロードしている場合、まったく必要ない。例えば、各種ゲームキ
ングタイプのゲーム機の場合等、複数のゲームが新しいホストゲーム機で可能である場合
、複数回のコマンドダウンロードが必要になる。
【０１７５】
　上述したように、プレーヤがＰＧＤをドッキングされた独立型ゲーム機からアンドッキ
ングして借り出すと決めた場合、種々のアクティビティをＰＧＤ、ゲーム機、及び中央シ
ステムサーバで行う必要がある。いくつかの実施形態では、無線ネットワーク接続が、好
ましくは、ＰＧＤとカジノネットワーク又はシステムとの間に先に確立されており、それ
により、ＰＧＤがホストゲーム機から取り外され、可能であれば取り外されたゲーム機と
協働して遠隔モードで動作していると、全体のネットワーク又はシステムがＰＧＤを認識
することができる。上述したように、ゲームの変動ライセンスをＰＧＤに移譲することが
できる。関連する独立型ゲーム機ではなく中央ゲームサーバが遠隔ゲームセッション提供
の仕事を引き継ぐ場合、それに従ってゲームセッションを移すことができる。
【０１７６】
　ＰＧＤのアンドッキング要求は、プレーヤがＰＧＤをアンドッキングして遠隔的に動作
する許可を受けていることを確認するプレーヤの肯定的な識別、並びに継続する遠隔使用
中にＰＧＤをその特定のプレーヤに電子的に「繋ぎ止める（leash）」認証メカニズムも
必要とする。これは、指紋、声紋、顔認識、他の生体認証識別子、及び／又は特に借り出
されたＰＧＤで賭け金ベースのゲームが遠隔的に行われている場合、許可を受けたプレー
ヤのみがＰＧＤを使用していることを保証する種々の他のメカニズムを含む。もちろん、
このようなアイテムは、ＰＧＤに内蔵された指紋スキャナ、マイクロホン、及び／又はカ
メラ等のアイテムを実装すると共に、後述するように適正なプレーヤを確認して認証する
ようになっているシステムソフトウェアをＰＧＤ、システムサーバ、又は両方の場所に実
装する必要がある。
【０１７７】
仮想リーシュ
　上記の考慮事項の他に、上記「シリアル」、「ビデオクリップ」、又は「コマンドダウ
ンロード」というＰＧＤの基本的なプロセスタイプのいずれに関しても実施することがで
きる別の大きな特徴が、所与のＰＧＤを特定のユーザ、特定のゲームプレーエリア、又は
両方に有効に繋ぎ止める少なくとも１つの「仮想リーシュ」の特徴である。このような仮
想リーシュメカニズムがプロプラエタリＰＧＤ及び個人所有の外部ＰＧＤの両方と併用で
きることが理解されよう。さらに、このような１又は複数の仮想リーシュは種々の要因に
関係するが、適正なプレーヤ、適正なゲーム場所、又は他のこのような適正な要因に関す
るこのようないかなる要因の断絶も、関連するゲームセッションの一時停止、ＰＧＤの全
体動作の終了、又は両方に繋がる。適宜、アラーム又は警告をＰＧＤ及び／又は全体シス
テム若しくはネットワークに発することもできる。さらに、随時、複数の仮想リーシュ（
例えば、特定プレーヤリーシュ、許可場所リーシュ、適正ＰＧＤリーシュ、及び適正ソフ
トウェアリーシュ）が使用中であることができるが、用語「仮想リーシュ」の使用は、適
宜、１又は複数のリーシュを指していることが理解されよう。
【０１７８】
　仮想リーシュの一形態は、適正なプレーヤが関連するＰＧＤを使用していることを認証
又は確認するために使用される個人リーシュである。各種実施形態では、いくつかの形態
の生体認証を使用して、ＰＧＤを特定の許可を受けたプレーヤに繋ぎ止めることができ、
特に、賭け金ベースのゲームアクティビティの場合に、他の誰でもなく許可を受けたプレ
ーヤだけがＰＧＤを使用できるようにする。プレーヤを生体認証的に、又は他の手段を介
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して識別するようになっている種々の異なるアイテムのうちの１又は複数を実施すること
ができ、そのうちのいくつかを先に提供した。ここでも、これらとして、例えば、指紋セ
ンサ、マイクロホン、網膜スキャナ、カメラ、キーパッド、及び／又は電子パッド及びス
タイラスを挙げることができ、これらはそれぞれ、所与のプレーヤの指紋、声紋、網膜、
顔の特徴、ＰＩＮ番号、及び／又はデジタル署名を判断するために使用することができる
。他の形態の生体認証及び他のプレーヤ識別子も適用できる。いくつかの実施形態では、
このようなアイテムのうちの１又は複数をＰＧＤ自体に内蔵することができ、他の実施形
態は、ＰＧＤ、他の或るシステム要素、又はインタフェースと通信している装置の使用を
含む。内蔵された認証装置及びシステムベースのプレーヤ認証装置の組み合わせも可能で
ある。もちろん、各種形態の分析ソフトウェア及び登録された、又は既知のプレーヤに対
応する管理ファイルも、このような任意のプレーヤ識別システムに提供する必要がある。
また、理解されるように、このようなプレーヤ認証は２つ以上の識別子の使用を含むこと
ができる。
【０１７９】
　任意の形態の仮想リーシュに関して、仮想リーシュを確立し、次いで保持することの両
方が可能なことが理解されよう。即ち、ＰＧＤが最初に貸し出されたとき、又はドッキン
グステーションを有するホストゲーム機から取り外されたとき等に、オリジナルプレーヤ
、場所、装置、及び／又はソフトウェア認証及び確認を行うことができる。仮想リーシュ
は、少なくとも部分的に、種々のユーザ識別子（例えば、ＰＩＮ又は指紋）を受け入れる
ことにより確立することができるが、このような仮想リーシュは、少なくとも部分的に、
種々のＰＧＤ識別子を受け入れることによっても確立することができる。このようなＰＧ
Ｄ識別子としては、例えば、特に、ＰＧＤ上の、又はＰＧＤに関連付けられたＲＦＩＤタ
グからの情報又はデータ、ＰＧＤに取り付けられた、又は他の様式で関連付けられたドン
グル、ＰＧＤに記憶されているトランザクション証明、又はＰＧＤの場所特定プログラム
又は特徴を挙げることができる。上述したように、このような場所特定プログラムは、Ｇ
ＰＳ式プログラム又はシステムであることができ、ＰＧＤに内蔵又は他の方式で関連付け
ることができる。
【０１８０】
　仮想リーシュは、確立されると、ＰＧＤからの将来のチェック若しくは「ｐｉｎｇ」及
び／又は図９の認証サーバ９６等の１又は複数の他のシステム構成要素によって保持する
ことができる。例えば、ＰＧＤが許可を受けたプレーヤに最初に借り出されるときに、指
紋の生体認証読み取り値を測定することができる。システム（例えば、認証サーバ９６）
は、読み取られた指紋から、現在のプレーヤが正当なプレーヤであることを判断すること
ができ、それにより、ゲームをＰＧＤで開始することができる。その後、ＰＧＤでのゲー
ムセッションを維持するために、繰り返し指紋の読み取り値を定期的に提供するようにプ
レーヤに求めることができる。このような繰り返しの読み取りは、適宜、毎分、１５秒毎
、又は毎秒、２秒毎等、定期的に行うことができる。別法として、このような読み取りは
、システムを欺くことによるＰＧＤの潜在的な不正使用を妨げるように、ランダムに行う
こともできる。仮想リーシュを通じてのこのような繰り返しのチェック又はピンギング(p
inging)は、適正なヒートビートがＰＧＤと認証サーバ９６等の適正なシステム構成要素
との間に存在しなければＰＧＤをゲーム目的のためには動作不能にさせることができると
いう点で「ハートビート」と考えることができる。
【０１８１】
　いくつかの実施形態では、ＰＧＤは、許可を受けたか、又は適正なプレーヤが現在ＰＧ
Ｄを保持していることを検出するようになっている特徴を含むことができる。これは、例
えば、ＰＧＤの縁部に埋め込まれた静電容量触感装置を使用することにより実現すること
ができる。このような装置は、タッチ式光スイッチと同様であり、ＰＧＤで動作するソフ
トウェアにより使用されて、プレーヤがＰＧＤを依然として保有しているかを検出する。
プレーヤがＰＧＤを下に置くか、又は他の様式で装置との物理的な接続を失う場合、オペ
レーティングソフトウェアはこれを感知し、ユーザがもはやユニットを所有していないこ
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とを、無線接続を介してシステムに通知し、アイドル又はスリープモードに戻る。プレー
ヤがＰＧＤを再び手に取った場合、装置は、例えば、１又は複数の生体認証感知方法を介
してユーザの完全な再認証を要求することができる。また、オペレーティングソフトウェ
アにより決定される定期的なイベントで、ＰＧＤは、特定のゲームセッションを続けるに
は、再認証するようにプレーヤに求めることができる。
【０１８２】
　適宜許可を受けたプレーヤだけがＰＧＤをプレーしているかを判断するために使用する
ことができるさらに別の方法は、或る形態の補助識別及び関連する検出装置を使用するこ
とである。このような補助プレーヤ識別は、例えば、ＲＦＩＤプレーヤ追跡カード又は他
の適したＲＦＩＤアイテム及びＲＦＩＤ読み取り装置及びシステムを含むことができる。
このような個人識別ＲＦＩＤ関連のゲーム装置及びその特徴の詳細は、同一譲受人に譲渡
され、Benbrahimにより２００４年７月２２日に出願された「Remote Gaming Eligibility
 System And Method Using RFID Tags」と題する同時係属中の米国特許出願第１０／８９
７，８２２号に提供されており、この全体を参照により本明細書に援用する。他のこのよ
うな補助識別アイテム及び方法は、上記米国特許出願第１０／９３７，９９０号にも開示
されており、この全体を上記参照により本明細書に援用する。実際には、指紋又は他の生
体認証識別を定期的に連続して提供するようにプレーヤに求めるのではなく、ＰＧＤ又は
他のシステム装置は、ＲＦＩＤカード、トークン、ブレスレット等の補助プレーヤ識別ア
イテムを定期的に「ピング（ｐｉｎｇ）」して、正確な応答を予期することができる。実
際に、補助識別装置のこのピングは、１又は複数の仮想リーシュの有効なハートビートに
なることができる。応答を受信しない、又は受信した応答が正しくない（即ち、ハートビ
ートがない、又は不適正なハートビート）の場合、ＰＧＤは、ゲームプレーを即座に一時
停止し、許可を受けたプレーヤの実際の生体認証を要求するようになっていることができ
る。
【０１８３】
　いくつかの実施形態では、適正又は許可を受けたユーザ又はプレーヤの判断は、例えば
、所与のゲーム、所与のＰＧＤ、又は所与の場所で、種々の潜在的な要因に従ってプレー
が許可された１人若しくは複数のユーザ又はプレーヤの以前に確立されたリストに依存す
ることができる。このような以前に承認されたユーザ又はプレーヤは、例えば、ＰＧＤを
所有又は借り出すユーザ又はゲームシードを購入するユーザに限定することができる。他
の実施形態では、プレーヤ群を、所与のゲーム、所与のＰＧＤ、又は設定場所でプレーす
る許可を受けたとしてリストすることができる。例えば、夫が、ＰＧＤを借り出し、且つ
／又はＰＧＤでゲームプレーするゲームシードを購入した人物である場合、夫及び妻の両
者をそれらのゲーム及び／又はそのＰＧＤでの許可を受けた、又は適正なプレーヤとして
リストすることができる。したがって、第１のユーザがゲームシードを購入するか、又は
別様にＰＧＤでプレーするゲーム又はゲーム数を決定するが、第２のユーザが、ゲームを
実際にプレーする、又はゲームプレーを要求する人物であることができる。述べたように
、場合によっては、第２のユーザを第１のユーザと同じ人物に制限することが好ましいこ
ともあり、他方ではユーザ群がこのような第２のユーザである資格を獲得することもある
。さらに別の実施形態では、例えば、或る人が別の人又は購入者を含まない人物群のため
にゲームを購入したい場合、第２のユーザが第１のユーザと別人であることが可能であり
、１人又は複数の購入者が適正又は許可を受けたプレーヤのみであるという制限が作られ
る。
【０１８４】
　賭け金ベースのゲームアクティビティを装置で行うために、別の形態の仮想リーシュを
ＰＧＤの適正な場所に関して作成することができる。各種場所感知手段を使用して、ＰＧ
Ｄが特定の指定されたゲームエリア内にあるときだけ、ゲーム動作を可能にすることがで
きる。そのような場所検出及び関連する通信のために、無線インフラを敷設することがで
きる。プレーヤ特有の仮想リーシュを含む上記実施形態と同様に、特に賭け金ベースのゲ
ームアクティビティに関して、ＰＧＤが法的ゲームエリアの境界を越えて持ち出されたと
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きに、ＰＧＤを動作不能にすることができる。また、プレーヤ特有の仮想リーシュを含む
上記実施形態において述べたように、装置の適正な場所を常時維持するように、ＰＧＤの
特定の場所に関してハートビートを生成することができる。
【０１８５】
　いくつかの実施形態では、このような場所ベースの仮想リーシュは、カジノ所有のプロ
プラエタリＰＧＤが返却され、盗難されないことを保証する手段を提供することもできる
。例えば、カジノ所有又は他の非プレーヤ所有のＰＧＤが制限されたゲームエリア又は敷
地から持ち出された場合、このような持ち出しの検出を即座に行うことができ、１又は複
数のセキュリティ対策を発動することができる。このようなセキュリティ対策は、システ
ム及び／又は各種カジノ要員又はセキュリティ要員への警告並びに大音量の可聴信号を含
むことができる。このような信号は、プレーヤ並びに近傍のセキュリティ要員への警告メ
ッセージであることができ、ＰＧＤ自体及び／又は外部システムスピーカから発すること
ができる。さらなるセキュリティ対策は、リバースエンジニアリングを或る外部の非管理
場所で行うことができないようにＰＧＤのメモリを消去することを含むことができる。
【０１８６】
　理解されるように、ＰＧＤのプレーを特定の「許可を受けた」ゲーム場所又はエリアに
制限する作業には、典型的なＲＦの受け入れが困難なカジノ環境の場合、複数の考慮事項
が関わる。場所を特定する一方法は、複数の「ピコセル」の実施を含むことができる。一
般的に既知のように、このようなピコセルは、パワー量及び範囲が限られた無線システム
アクセスポイントを含むことができる。このような限られたパワー及び範囲は、多数のピ
コセルを使用することにより補うことができ、全体的な結果として、画定される制限エリ
アの厳密な形状及びサイズに関してより厳格に制御することができる。より強力なアクセ
スポイントのほうが長距離にわたる検出及び使用が可能な信号を発することができるのに
対して、ピコセルは、数フィート又は数ヤードを超える距離での検出又は通信が不可能で
あるような限られた範囲を有する傾向がある。もちろん、ＰＧＡでのピコセル信号強度及
び受信器感度も、ピコセルの厳格な動作範囲を設定できるように制御することができる。
設定されると、ＰＧＤは、システムピコセルからの信号を検出することができるときだけ
、ゲームに関して動作可能である。ＰＧＤが制限ゲームエリアから出て移動し、数フィー
ト又は数ヤード以内にピコセルがなくなると、ピコセル信号を聞くことはできず、ＰＧＤ
でのゲームを一時停止又は終了させることができる。
【０１８７】
　図１４Ａは、本発明の一実施形態による、少なくとも１つのＰＧＤ及び複数の仮想リー
シュ端末をピコセルの形態で有する例示的なカジノフロアレイアウトを上面図で示す。カ
ジノ６００は、フロアレイアウトに各種アイテム、例えば、特に、メイン又はプライマリ
入口領域６０１、賭け金ベースのゲームがプレーされるようになっているメイン又はプラ
イマリゲームフロア６０２、関連するホテル又はホテル施設への１組のエレベータへの廊
下又は他の通路６０３、及びカジノ内のレストラン、店、又は他の提携企業への入口領域
６０４等を含むことができる。もちろん、他の多くのフロアレイアウトアイテム及びアイ
テムタイプが存在してもよく、少数のみが本例での説明のために示されることが理解され
よう。一般的に既知のように、カジノ６００内には、ゲームに適正な場所及びエリア及び
ゲームに適正ではない場所及びエリアが存在し得る。例えば、プライマリゲームフロア６
０２の大部分はゲームに適正であり、多くのゲーム機、ゲームテーブル、及び他のタイプ
のゲーム装置があり、それらのアクティビティが実施される。ゲームが適当ではない、又
は合法ではない可能性があるエリアとしては、出入り口６０１及び６０４等の出入り口近
傍領域並びにホテル通路６０３等の他の非ゲームエリアへの廊下又は通路が含まれる。特
に、各種法的規制又は法的規則により、レストラン入り口６０４等の、子供が受け入れら
れ、存在する店又はレストランへの出入り口から所与の距離以内の場所でゲームを行わな
いことを要求することができる。
【０１８８】
　したがって、複数のピコセル６０５を、カジノ６００内の、プライマリゲームフロア６
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０２の大部分等のゲームアクティビティを合法的に行うことができるエリア内及びそのエ
リア周辺に確立することができる。各ピコセル６０５は、外周６０６と示される限られた
短距離範囲を有することができ、その範囲内では、ピコセルから発せられた信号をＰＧＤ
２０等のＰＧＤで検出することができる。複数のピコセルを戦略的に特定の様式で配置す
ることにより、カジノ又は他のゲーム施設は、ＰＧＤが少なくとも１つのシステムピコセ
ルからの信号を拾うことができ、したがって賭け金ベースのゲームに関して動作可能な全
体領域を作ることができる。図１４Ａに示すように、カジノ６００のこの領域は、任意の
ピコセル６０５の範囲外周６０６内に入るすべてのエリアに対応する。ＰＧＤは、ピコセ
ルのこのような任意の範囲外周内にない場合、ピコセル信号を拾うことができないはずで
あり、それにより、ユーザがゲームセッションを指定ゲーム領域外で開始又は継続できな
いようにする。
【０１８９】
　このようなピコセル６０５は、例えば、ゲームフロアの天井又は他の代替の場所に配置
された汎用無線アクセスポイントとして確立することができる。いくつかの実施形態では
、ゲームフロア上の１又は複数のゲーム機、ゲーム端末、売店、又は他のアイテムは、ピ
コセルのホストとして機能することができる。容易に理解されるように、任意の所与のゲ
ーム機、端末、売店等はまた、他の方法で、仮想リーシュ機能のためにシステムエミッタ
として機能するようになっていてもよい。仮想リーシュタイプの信号を発するために使用
される場合、ゲーム機は、例えば、そのキャンドル（candle）を介してそうするようにな
っていてもよい。
【０１９０】
　図１４Ａに示すように、２つ以上のセルの範囲に関していくらか重複するように複数の
ピコセル６０５を向けることが望ましいことがある。このような重複設計は、セルが離れ
て離間する場合に発生し得る補償範囲の各種「穴」を回避するのみならず、特定のピコセ
ルが何等かの理由により失われた、破損した、又は機能しなくなった場合により多量の予
備補償範囲に提供する。説明のための例示的なＰＧＤに関して、このＰＧＤ２０は実際に
は通路６０３内にあり、したがって、任意のシステムピコセルの範囲外周にない。このた
め、ＰＧＤ６０３のユーザは、この場所でＰＧＤでゲームアクティビティに参加すること
ができない。ユーザは、通路６０３を出て少なくとも１つのピコセル６０５の範囲６０６
内に移動した場合、ゲームセッションを開始又は続けることができる。
【０１９１】
　ＰＧＤの場所の特定に使用することができる別の方法は、システム内の各ＰＧＤの厳密
な物理的場所を特定する三角測量を含むことができる。一般的に既知のように、三角測量
は、３つ以上の信号感知装置且つ／又は発信装置の使用を含むことができ、少なくとも３
つはＰＧＤ等の対象装置からの信号を検出可能である。各信号感知装置はそれ自体ではＰ
ＧＤ又は他の装置の場所を特定することができないが、このような場所は、複数の信号感
知装置を使用することにより特定することができる。一般に、各信号感知装置は通常、Ｐ
ＧＤ又は他の発信装置の場所に関して、単一の感知装置を中心にして円を規定する（pros
cribe）ことができるように、装置自体から対象ＰＧＤ又は信号を発している他の同様の
装置までの距離を検出することができる。少なくとも３つの信号感知装置を使用すること
により、３つ以上のこのような円を規定することができ、このようなすべての円の交点が
発信装置の厳密な場所を画定する。ゲーム環境内でのこのような三角測量手法のさらなる
詳細は、例えば、Nelsonに発行された「Method And Apparatus For Monitoring Or Contr
olling A Gaming Machine Based On Gaming Machine Location」と題する、同一譲受人に
譲渡された米国特許第６，８４３，７２５号に開示されており、この全体を参照により本
明細書に援用する。
【０１９２】
　説明のために、図１４Ｂに、本発明の一実施形態による少なくとも１つのＰＧＤが存在
し、三角測量装置の形態の複数の仮想リーシュ端末のみがある例示的な同じカジノフロア
レイアウトを上面図で示す。カジノ６００がピコセル装置及び三角測量装置の両方を同じ
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環境又はエリア内に有することが可能であるが、いずれの形態の場所感知システムも独立
して使用することができる。三角測量システムに関して、少なくとも３つの三角測量装置
６０７をカジノのあちこちに、好ましくはカジノフロアプラン及び指定のゲーム許容領域
の形状に基づく戦略的な場所に配置することができる。このような三角測量装置は、無線
システムアクセスポイント、トップタワーの形態であってよく、又はゲームフロア上方の
天井に結合してもよい。別法として、上記ピコセル実施形態でのように、このような三角
測量装置は、１又は複数のゲーム機、端末、又は売店でホストすることができる。上記ピ
コセル実施形態と異なり、所与のＰＧＤは、単にカジノでの三角測量装置６０７からの信
号を検出することができるという理由で、必ずしも賭け金ベースのゲーム目的で動作可能
である必要はない。むしろ、各三角測量装置６０７は、例えば、三角測量装置においてＰ
ＧＤからの信号を読み取ることにより、それ自体と所与のＰＧＤとの距離を特定するよう
になっている。
【０１９３】
　任意の１つの三角測量装置にとって、このような距離は、三角測量装置からの距離外周
６０８に沿う可能な任意の場所として認識することができる。もちろん、示すように、カ
ジノフロアプラン外の場所はＰＧＤ可能場所として含めないことができる。ＰＧＤ２０等
の所与のＰＧＤの距離外周が、２つの異なる三角測量装置６０７で確立されると、１つ、
又は多くとも２つの場所候補がＰＧＤ２０に可能である。場合によっては、所与のＰＧＤ
の厳密な位置をピンポイントするために、第３の三角測量装置が必要になる。図示のよう
に、３つの異なる三角測量装置６０７の距離外周６０８が使用されて、ＰＧＤ２０の位置
が関連するレストランの出入り口６０４の近傍であるが、その現在の場所でのＰＧＤ２０
でのゲームアクティビティを禁止するほどは近くない場所としてピンポイントされた。距
離外周６０８が三角測量装置６０７の範囲を表さないことを理解されたい。むしろ、この
ような各三角測量装置の範囲はかなり広く、カジノフロア上の多く又はすべての場所及び
距離にまで及び得る。このような範囲は示していない。
【０１９４】
　このような三角測量手法を使用することの一利点は、適合ゲームエリア外にあるが、そ
れでもまだ１又は複数のシステム装置と無線通信しているＰＧＤが、適合ゲームエリア外
にありながら、ゲームアクティビティを行わないようにすることができることである。信
号検出範囲が設計によりかなり大きいため、システムは、厳密なＰＧＤ場所を特定し、そ
れに従って動作するようになっている。いくつかの実施形態では、システム内の検出場所
に基づいて「イエス」又は「ノー」信号を所与のＰＧＤに送信することができる。その場
合、各ＰＧＤは、承認されたゲームエリア外にあるときは常に、システムから送信される
イエス又はノー信号に基づいてゲームセッションを阻止、一時停止、及び／又は終了させ
るようになっていることができる。上記に加えて、他の適した特定の場所感知方法を、全
体のＰＧＤベースのゲームシステムと併用するために利用することもでき、このような特
定の場所感知方法としては、例えば、特に、ＷｉＦｉ位置感知、（https://www.ekahau.c
om等のＲＦ指紋）、到着時間差（「ＴＤＯＡ」）、及びアクティブＲＦタグが挙げられる
。
【０１９５】
　仮想リーシュのさらに別の形態は、ゲームプレーを試みている装置が全体の無線及び仮
想リーシュシステムに適正な装置であるかの確認を行えるように、実際のＰＧＤ自体に関
して作ることができる。このようなリーシュは、種々の異なる識別装置を使用して作成す
ることができる。例えば、特別に符号化されたＲＦＩＤタグを各ＰＧＤ内に設置するか、
又は取り付けることができ、このようなＲＦＩＤタグがシステムに登録される。このよう
にして、正しく登録及び許可されたあらゆるＰＧＤが、カジノ所有であるか、それとも個
人所有であるかに関わらず、システムにより認識可能なそれ自体の別個の識別子を有する
ことができる。もちろん、他のタイプ及び形態の識別装置も同様に使用することが可能で
ある。例えば、ゲームを開始又は継続するために、専用ドングル、Ｅキー、ＵＳＢ周辺機
器、又は他のアタッチメントをＰＧＤに取り付ける必要がある。このようなドングル、Ｅ
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キー、ＵＳＢ周辺機器、又は他のアタッチメントも、関連するＰＧＤを積極的に識別し、
個別化する特別な識別子を有することができる。そして、特に所与のＰＧＤ又は１組のＰ
ＧＤの厳密なＩＤを判断することが望ましい場合、特別な識別子は、仮想リーシュプロセ
スの一環としてシステムにより読み取ることができる。
【０１９６】
　別法として、又は任意の上記物理的な装置に加えて、識別証明又は他の形態の電子識別
をＰＧＤに記憶することができる。このようなトランザクション証明又は他の形態の電子
識別は、当初の登録又は最初のコマンドダウンロードプロセスの一環として加えることが
でき、変更不可能ファイルとしてＰＧＤに残ることができる。変更不可能識別ファイルを
個人所有のＰＧＤからダウンロードして、最終的に除去又は削除する場合等のファイルの
任意の除去すなわち削除は、結果として、装置の再登録又は新しいデジタル識別子を含む
新しいファイルのダウンロードが必要になる。したがって、個人所有のＰＧＤの登録及び
／又はコマンドダウンロードプロセスの一部は、システムが後で装置を特に識別すること
ができるように、個別化識別子を含む変更不可能ファイルのダウンロードを含む。
【０１９７】
　さらに別の形態の仮想リーシュは、無線ゲームシステムに使用するためにＰＧＤにダウ
ンロードされる任意の特定のソフトウェアモジュール又はプログラムに関して作ることが
できる。容易に理解されるように、各種ソフトウェアモジュール及びプログラムは、モジ
ュール又はプログラムを識別する短いコード部分を含むことができ、このような識別部分
は、不適当若しくは不正な識別又はトランザクションが低減又は阻止されるように、暗号
化又は他の様式でセキュア化することができる。許可を受けたモジュール又はプログラム
が使用されていることを保証するのみならず、適正なバージョン及び／又は改訂版が使用
されていることを保証するために、このようなアイテムを使用して、１又は複数の重要な
ソフトウェアプログラム又はモジュールに、このような識別コードを仮想リーシュプロセ
スの一環として提出するように求めることができる。例えば、「リトルグリーンメン」の
許可を受けた或るバージョンは、ネバダ州での使用に適正であるが、その同じバージョン
は、ニュージャージー州又はモナコ国等の別のゲーム法的管轄内では不適正又は違法であ
ることがある。個人所有のＰＧＤが、或る法的管轄内でダウンロードされた、許可を受け
た適正なゲームバージョンを有する場合、このバージョンは、ユーザにより、又は他の様
式で削除されていないと仮定して、後で再び使用するには、その前に、同じ又は他の任意
の法的管轄内で適正であると確認を受ける必要がある。
【０１９８】
　実際に、「トランザクション証明」は、カジノ所有であるか、それとも個人所有である
かに関わらず、所与のＰＧＤに記憶される１又は複数のソフトウェア構成要素又はコード
さえも作成することができる。このようなトランザクション証明は仮想リーシュプロセス
の一環として作成することもでき、そのコード部分を使用するゲームを開始又は継続可能
にする前に、１又は複数の証明アイテムが確認される。このようなトランザクション証明
アイテムは、例えば、特に、任意の所与のソフトウェアモジュール又はプログラムのソフ
トウェアバージョン及び／又は改訂版、ダウンロードされたゲームのタイプ、ダウンロー
ドされた任意の特定のゲーム、カジノ識別子、ＰＧＤの所有者、プレーヤ、所有者群、若
しくはプレーヤ群に関する識別子、タイムスタンプ、ダウンロードされた任意のゲーム又
はゲームシードに関するトランザクションデータ（例えば、ゲームタイトル、ゲームタイ
プ、シード数、支払われた金額）、装置識別子、及び装置を使用しての登録又はトランザ
クションが行われた法的管轄等の特定のゲームの法的管轄に関する任意の法的管轄要件に
関連することができる。
【０１９９】
　特定プレーヤ、許可を受けた場所、特定のＰＧＤ、及び許可を受けたソフトウェアリー
シュを超えた他の仮想リーシュ構成要素を使用することも可能である。このような他の構
成要素又はタイプは、特に、所与のＰＧＤ自体を識別する他の方法、ゲームセッションの
特定の識別子、及び被害最小化構成要素を含み得る。これらの追加の構成要素の１又は複
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数の確認は、上述した個人識別リーシュ及び場所確認リーシュの場合と同様に、貸し出し
時及び／又はゲームセッション中に要求することができる。ＰＧＤ及び／又はゲームセッ
ション識別の場合、ＰＧＤがどこに行くのか、並びにゲーム及び他のアクティビティがＰ
ＧＤでどのように行われたかを厳密に追跡することが望ましいことがある。ＰＧＤでゲー
ム及び／若しくは他のＰＧＤアクティビティを継続する、又は行うために、これらの追加
の構成要素の１又は複数の適当なフィードバックを、ハートビートの一環として要求する
ことができる。
【０２００】
　このような追加アイテムに関して、異常又は他の疑いのある挙動若しくはパターンを検
出するようになっているシステムサーバ上で、アクティビティを監視することができる。
このようなシステムサーバは、認証サーバ９６及び／又はさらに、データを追跡し、普通
ではない、若しくは目立つアクティビティに対して解析を実行するようになっている１つ
若しくは複数の他のサーバを含み得る。特定の警告項目としては、ＰＧＤの場所の突然の
変化が含まれる（特に、潜在的な不正アクティビティが行われている可能性があるように
、このような場所の変更が物理的に可能ではない場合）。他の可能な警告項目としては、
不正アクティビティ又は装置プレーヤの変更により生じる可能性のある、ベット限度、ベ
ットパターン、ゲームプレー選択及び／又は他のＰＧＤベースのアクティビティの急な変
化も含まれる。
【０２０１】
　各種ソフトウェアモジュール及びプログラムをシステムサーバ上でアクティブにし、こ
のような疑いのある、又は異常なアクティビティを検出することができ、検出されたイベ
ントのタイプに基づいて警告又はアラームのレベルを変えることができる。場合によって
は、低レベル警告により、単に所与のプレーヤ又はＰＧＤに対する認識を高めるだけであ
ってよく、その先のアクティビティがより密に調べられる。所与のＰＧＤがカジノの一端
から他端にほんの数秒で移動したことが明らかになった場合等のより緊急性の高い状況で
は、セキュリティ要員への、物理的にそのことを調べるためのアラーム又は警告が適当で
あり得る。解析プロセスを支援するために、各ＰＧＤの追跡された場所及びアクティビテ
ィのヒストグラムを、少なくとも一時的にシステムサーバ又はデータベースに記憶するこ
とができる。このようなヒストグラム及び他の追跡され記憶されたデータは、システムに
よる自動的な使用が可能であり、必要であれば、オペレータ要員による調査に利用するこ
ともできる。
【０２０２】
　最後に、図１５を参照して、本発明の各種実施形態による、所与のＰＧＤに関連するプ
レーヤ及び場所を認証し確認する例示的な一方法を示すフローチャートを説明する。提供
されるフローチャートはいくつかの点で総合的であるが、提供されるあらゆるステップが
必要なわけではなく、他のステップを含んでもよく、且つ所与のゲームオペレータが望む
ようにステップの順序を並べ替えてもよい。開始ステップ７００の後、ＰＧＤでの賭け金
ベースのゲームプレーに寄与する１又は複数のサーバを有する適したゲームシステムが、
プロセスステップ７０２において提供される。続く判断ステップ７０４において、さらに
必要な入力が、事前に決定されるゲーム結果についてのデータを含む１又は複数のゲーム
シードだけであるゲームの実行に十分な量のコードがＰＧＤに存在するか否かについて、
問い合わせが行われる。存在しない場合、方法はプロセスステップ７０６に移り、各種プ
ログラム又はモジュールのコードのコマンドダウンロードが、システムからＰＧＤに提供
される。これが行われた後、判断ステップ７０４が繰り返され、十分なレベルのプログラ
ムコードがＰＧＤに存在するまで、ステップ７０６及び７０４が数回、潜在的に繰り返さ
れる。
【０２０３】
　所望のゲームの実行に十分なコードがＰＧＤに存在すると、方法はプロセスステップ７
０８に進み、プレーするゲーム数に関するユーザ入力が受け入れられる。次のプロセスス
テップ７１０において、ユーザからのプレーするこのようなゲームへの支払いが受け入れ
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られ、次に、プロセスステップ７１２において、事前に決定される所定の１組のゲーム結
果が生成される。プロセスステップ７１４において、これらの所定のゲーム結果は、シス
テムサーバ又はデータベースに記憶され、プロセスステップ７１６において、シード形態
に変換されて記憶装置に送られ、プロセスステップ７１８において、記憶装置に記憶され
る。ここでも、このような記憶装置は、ゲームがプレーされる実際のＰＧＤの一部であっ
てもよく、又は別体であってもよい。次に、プロセスステップ７２０において、ユーザが
実際のゲームをＰＧＤでプレーする準備ができたときに、仮想リーシュを確立することが
できる。プロセスステップ７２２において、仮想リーシュを監視し、判断ステップ７２４
において、任意の実質的な違反が仮想リーシュに対して発生したか否かについて問い合わ
せが行われる。発生した場合、ゲームセッションは一時停止又は終了し、終了ステップ７
２４において、方法は即座に終了する。
【０２０４】
　しかし、仮想リーシュが変わらないままであり、違反されていない場合、方法はプロセ
スステップ７２６に続き、ＰＧＤに存在するダウンロードコマンドコードが、記憶されて
いるゲームシードの１又は複数を使用して実行される。次に、プロセスステップ７２８に
おいて、このようなゲーム実行のゲーム結果を提示又は表示することができる。その後、
判断ステップ７３０において、ゲームセッションが終了したか否かについて問い合わせが
行われる。終了していない場合、方法はプロセスステップ７２２に戻り、ステップ７２２
～７３０が繰り返される。しかし、ゲームセッションが実際に終了している場合、方法は
プロセスステップ７３２に移り、全体のゲーム結果が、システムに以前に記憶されている
事前に決定されたゲーム結果と照合確認される。照合確認されたゲーム結果及び照合確認
がとれなかったゲーム結果の対応方法については、上述した。この照合確認後、方法は終
了ステップ７３２において終了する。ここでも、各種の詳細且つ追加のステップも同様に
含めることができ、これらの例示的な方法の多くの変形を実施することも可能である。
【０２０５】
　上記発明を、明瞭にするため、且つ理解のために例示及び例として詳細に説明したが、
本発明の精神及び本質的な特徴から逸脱することなく、上記発明を他の多くの特定の変形
形態及び実施形態において具現し得ることが認識されよう。特定の変更及び変形を実施す
ることが可能であり、本発明が上記詳細により制限されず、むしろ、添付の特許請求の範
囲により規定されるべきであることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０２０６】
【図１】本発明の一実施形態による例示的なＰＧＤの斜視図である。
【図２】図１に示したＰＧＤの例示的な構成要素配置のブロック図である。
【図３】本発明によるＰＧＤを備える例示的なゲームシステムの概略図である。
【図４】本発明の一実施形態によるＰＧＤを使用してゲームを提示する例示的な方法を示
すフローチャートである。
【図５】ＰＧＤでプレーするゲームを購入する例示的な方法を示すフローチャートである
。
【図６】本発明によるゲームプレーのためにＰＧＤを確認する例示的な一方法を示すフロ
ーチャートである。
【図７】本発明の一実施形態によるゲーム結果を確認する例示的な方法を示すフローチャ
ートである。
【図８】本発明の一実施形態による少なくとも１つのＰＧＤと併せて使用する例示的なド
ッキングステーションを示す図である。
【図９】本発明の別の実施形態によるシステムのさらに別の実施形態を示す図である。
【図１０】本発明のさらに別の態様により構築された、遠隔ゲーム装置及びリムーバブル
通信インタフェースを備えた例示的な別のゲームシステムの概略図である。
【図１１】スマートカードの形態の、図１０のゲームシステムの例示的なリムーバブル通
信インタフェースの拡大上面図である。
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【図１２Ａ】図１０のゲームシステムの例示的な各種受動モバイルゲーム方法を示す一連
のフローチャートである。
【図１２Ｂ】図１０のゲームシステムの例示的な各種受動モバイルゲーム方法を示す一連
のフローチャートである。
【図１２Ｃ】図１０のゲームシステムの例示的な各種受動モバイルゲーム方法を示す一連
のフローチャートである。
【図１２Ｄ】図１０のゲームシステムの例示的な各種受動モバイルゲーム方法を示す一連
のフローチャートである。
【図１３Ａ】賭け金を受け入れ、チャンスゲームを提示するようになっている例示的なゲ
ーム機を斜視図である。
【図１３Ｂ】本発明の各種実施形態による、関連するＰＧＤドッキングステーションを有
する１つの例示的な専用ゲーム機の斜視図である。
【図１３Ｃ】本発明の各種実施形態による、関連するＰＧＤドッキングステーションを有
する１つの例示的な専用ゲーム機の斜視図である。
【図１４Ａ】本発明の一実施形態による、少なくとも１つのＰＧＤ及びピコセルの形態の
複数の仮想リーシュ端末を有する例示的なカジノフロアレイアウトの上面図である。
【図１４Ｂ】本発明の一実施形態による、少なくとも１つのＰＧＤ及び三角測量装置の形
態の複数の仮想リーシュ端末を有する例示的なカジノフロアレイアウトの上面図である。
【図１５】本発明の各種実施形態による所与のＰＧＤに関連するプレーヤ及び場所を認証
し確認する例示的な一方法を示すフローチャートである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】



(63) JP 2008-546443 A 2008.12.25
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